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われわれが当面する重要課題
―将来の司法、日本社会のために弁護士会が今行うべきこと―
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法友 No.147

表紙題字　故 滝井繁男先生

　本年度最後の「法友」をお届けします。本号は、特集
として、法友倶楽部から次年度副会長として選出された
井﨑康孝先生の自己紹介と応援メッセージ・次年度の法
友倶楽部の「政策」、弁護士登録10年・20年・50年の節
目を迎えられた先生方から頂いたご寄稿、その他各種報
告記事など、盛りだくさんの内容と思います。本年度最
初で最後の通常版になってしまいましたが、「かわら版」
ではできない読み応えのある内容になっておりますの
で、「法友」をお楽しみください。
　最後になりましたが、１年間、頼りない委員長を見捨
てずに支えて下さった常幹の宮部さん・北口先生、編集
長を快諾頂きました籔根先生・原田先生・森先生、本号
の副編集長として奔走下さいました田中先生、広報委員
会の皆さん、ありがとうございました。 （山田敬子）

　「法友」の習わしとして、本号の（名ばかり）編集長
を務めさせて頂きました。と言っても、これも習わしど
おり、「政策」のとりまとめ以外は、表紙の色を決めた
程度で、後は副編集長田中さんにお任せでした。田中さ
ん、本当にありがとう。
　本年度「政策」については、これまで以上に比較的若
手で、かつ委員会活動等を熱心に行っておられる方々
に、現在取り組んでいる問題を中心に執筆して頂きまし
た。こうして読み返してみると、法友倶楽部諸氏の会内
における活動領域の広さと深さにある種の感動さえ覚え
ます。ここにはまさに、弁護士会と弁護士が喫緊に取り
組まなければならない重要課題が凝縮されています。法
友の方だけでなく、是非他会派の方もご一読頂き、感想
などお寄せ頂ければ幸いです。 （森　直也）

　急遽、副編集長を担当させていただきました。
　新型コロナウイルス・オミクロン株の猛威の中での編
集作業となり、予定通りいかないこともありましたが、
短い期限設定でのご執筆にご協力いただいた皆様、一方
的なお願いを聞いて快く助けていただいた編集委員の先
生方、ありがとうございました。お陰様で年度内に発刊
することができました。 （田中章弘）

　今号は、多くの方に執筆のご協力をいただいたおかげ
で、非常に盛り沢山な内容の、充実した一冊になったと
思います。ありがとうございました。また、タイトな時
間設定のなか、編集委員の皆を的確な指示で引っ張って
くれた田中副編集長、お疲れ様でした！ （後岡美帆）

　今号は「法友かわら版」とは異なり、従前の会報誌
「法友」の発刊になります。これまで年に３回発刊して
いたときと同じく充実した内容になっており、山田委員
長、森編集長、田中副編集長の采配のおかげで無事に今
号を発刊することができました。注目すべき記事として
は、弁護士10年として私含め同期が想いを綴っています
ので、皆様是非ご覧ください。 （石坂省悟）

　久しぶりに「法友」の発行に微力ながら関与させて頂
きました。次年度副会長の井﨑先生の応援記事の担当で
したが、私からの突然のメールにも関わらず快く対応し
て頂いた先生方、誠にありがとうございました。
　私は井﨑先生と直接の関りはなかったのですが、応援
記事を拝見して、「井﨑副会長」への期待が高く、大変
慕われている先生だなと感じました。田中先生のリー
ダーシップに大変助けられました。ありがとうございま
した！ （福本隆史）

　今号の編集に参加させていただきました。短い期間で
あったにも関わらず、記事の執筆にご協力いただきまし
た先生方、誠にありがとうございました。次年度は、常
任幹事として法友全体の活動に携わらせていただきま
す。会報誌にたくさんのイベントをご報告できるよう尽
力して参りますので、ふるってご参加ください。
 （青木佑馬）

　この度、初めて会報誌の編集に関わらせていただきま
した。コロナ禍のため、期の異なる先生方とは関わりが
ない中、突然の寄稿のお願いに対応してくださった先生
方には感謝いたします。記事を拝読し、先生方の即座の
対応も、ひとえに井﨑先生のお人柄によるものと思いま
した。ありがとうございました。 （金川文恵）
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幹事長を卒業します

令和３年度 法友倶楽部幹事長　林　　　裕　之

法友倶楽部の皆さま、こんばんは、令和３年度幹事長の林裕之です。
さて、今年度の最終のご挨拶になります。コロナ禍の影響により、

思っていた活動ができませんでしたが、前回以降の活動の一端を披露
させてください。

まずは、12月20日の冬季定時総会、リアルとWEBのハイブリッド
で開催させていただき、無事に井﨑康孝先生の副会長推薦、森直也先
生の次年度幹事長選任の決議をいただきました。その他に調査委員会
報告や会費減額に関する報告、ホームページ立上げに関する報告もさ
せていただきました。

また、総会に引き続いて飲食を行っていただいた後に、恒例のオー
クションを開催しました。これも、リアルとWEBのハイブリッドで
す。魅力的な商品を多数ご出品いただきましたが（ありがとうござい
ました）、これらの商品は、テレビショッピングのように別所からの
中継で紹介され、なかなか新鮮で購買意欲をそそるものでした（もち
ろん、たくさん落札させていただきました）。入札においても、リア
ル会場での熱い攻防の中、ポロンとチャットから入札がされるなど、
大変な盛り上がりでした。司会（永年）、運営等ご協力いただいた皆
さま、ありがとうございました。
１月14日には、井﨑康孝先生の副会長当選、池内清一郎先生の総会

議長当選の祝賀会兼新年会を開催させていただきました。井﨑康孝先
生の話が長いと言われた福原哲晃先生の激励のお言葉が一番長いもの
でした。

その後コロナ情勢が悪化したため、残念ながら予定していた企画の
中止が相次ぎました。各企画に携わっていただいた皆さまに感謝を申
し上げると共に、次年度に実現できますようお祈りいたします。

この１年、各委員会やジュニア部の皆さまの精力的な活動に支えら
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れました。どの委員会におかれても、コロナ禍によりルーティーンの
行事開催が難しいことに加えて、重ための課題のある１年だったと思
います。企画委員会は２本の諮問に対する答申、政策部会による恒例
ですが新しい政策（今年度も読み応えのあるものになっていますの
で、是非ご覧ください）、広報委員会は90周年記念事業実行委員会の
記念誌・アルバム部会と連携したホームページ立上げや記念誌の作
成、研修委員会と法曹交流委員会は両委員会の連携によるシナジーの
模索、親睦委員会はすごく面白いWEB企画の立案、ジュニア部はリ
アルとWEB併用によるオークション運営など、例年とは違った取組
に対し、多くの皆さまにしっかり対応していただきました。本当に、
ありがとうございました。

また、６人の副幹事長の馬車馬の働きは外せません。コロナ禍です
から、前年度にある程度先例があるとはいえ、やはり通常とは違った
問題が生じました。基本的にリアルとWEBを併用しましたので、会
場設営や会合の運営等、目に見えない仕事は多くありました。そして、
余計な業務として、時にノリだけで走り出す幹事長を、６人の副幹事
長が適切に支えてくれました。一方的ですが家族のような愛情を感じ
ています。本当に、ありがとうございました。

人とのつながりが面倒に感じることもあるかもしれませんが、最終
的にはよかったと思える人間関係がある、法友倶楽部の皆さま一人一
人との関係は、その意味で大切であると感じる１年でした。

激動の会務漬け生活も終わりを迎え、やっと一息つけそうです。得
るものが多くありました。本業のスキルが大幅にアップし、人間的に
成長し、言葉尻に重みが増しています。私にとって、身に余る幸運で
した。とりあえず、とても長い一息をついてからになりますが、今後
も法友倶楽部が大事なチャンネルの一つであり続けるよう、微力を尽
くしていきたいと思います。拙い会務運営で、皆さまにご迷惑・ご心
配をおかけしたかとは思いますが、皆さまのご協力によりなんとか終
えられそうです。１年間、どうもありがとうございました。
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大阪弁護士会副会長挨拶大阪弁護士会副会長挨拶

１年間会務全般にご協力頂き
有り難うございました。

令和３年度 大阪弁護士会副会長　中　嶋　勝　規

１　はじめに

法友倶楽部のご推薦を得て、令和３年度の副会長に就任してから１
年近くが経過しました。大阪弁護士会という組織の意思決定に関わる
機会を得るという貴重な経験をし、また、法友倶楽部の皆さんがこん
なにも会務の様々な所で活躍されているということに改めて気づくこ
とができました。会務の中心で、多数の情報に接する立場でもあるこ
とから、可能な範囲で法友倶楽部への情報発信を行うことを心がけて
いましたが、重要な情報をタイムリーにお伝えできていたかについて
は自信がありません。

この機会に副会長就任後の担当委員会での活動を振り返り、理事者
の仕事の一端を会員の皆様に少しでも知って頂く機会となればと思い
ます。

２　コロナ対応

令和２年度の執行部とは異なり、就任前からコロナ禍の中でしたの
で、昨年度執行部が対応された先例を参考に、状況を見ながら微修正
をしていきました。中でも23条照会の窓口受付の再開と郵送制度を残
して選択可能な制度にしたことは、会員のニーズと郊外型の事務所の
実情に配慮したバランスのよい施策であったと思います。

また、緊急事態宣言等が発令された際には、市民向けの法律相談や
出張相談の窓口を維持するニーズと会員の安全のバランスを調整すべ
く何が最善なのかがわからない中で行政が提示する基準を参考にして
検討を重ねました。

コロナ対応としては、災害復興支援委員会を担当していたこともあ
り、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのコロナ
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大阪弁護士会副会長挨拶大阪弁護士会副会長挨拶

特則を運営する自然災害債務整理ガイドラインＰＴも担当しました。
月に一度のＰＴに参加し、債権者の問題のある対応に対しては担当さ
れた登録支援専門家からの報告事例を集約して日弁連に報告したり、
逆に債務者の協力が得られない場合、登録支援専門家の推薦を運営機
関に行った会としてどのような対処が可能かの手順を取り纏めたりし
ました。現状で当会の登録支援専門家は140名弱ですが、毎日のよう
に委嘱依頼が届いた時期もあり、何度か様々なチャネルで登録支援専
門家への登録をお願いしました。呼びかけに応じて登録頂いた会員の
中に法友倶楽部の会員のお名前を見かけた際には、感謝しきりでし
た。改めてご協力に感謝申し上げます。

同じ災害復興支援委員会の関連では、会館の地下電源が災害時に水
没するリスクの程度と対応策を検討する地下電源ＰＴも担当しまし
た。こちらも専門家のコンサルティングを得ながら、様々な委員会か
らお集まり頂いたＰＴでの検討を重ね、年度内には令和元年度理事者
からの諮問に対する回答が纏まりそうです。

３　広報の窓口として

対外的な広報の窓口である広報室も担当しました。委員会活動や弁
護団事件でマスコミの方と個別に接することはありましたが、会の広
報の窓口としてのマスコミ対応は非常に濃い体験でした。簡単に総括
すると、食いつきのよい素材は事件関係が多く、弁護士会の活動を取
り上げてもらうのは難しいということです。夜遅くまで私の携帯が鳴
ったのは残念ながら事件関係ばかりで、マスコミの興味を引くのはつ
くづく難しいなと感じさせられました。

広報室では大変熱心な嘱託の皆さん（浜田さんも大活躍されていま
した）にご尽力を頂き、沢山の企画を実現して頂きました。本年度執
行部の重点施策であった成年年齢引下げの特設サイトを立ち上げ、消
費者・法教育・労働・刑弁・劇団七転び等のご協力得て充実したコン
テンツを整えて頂きました。同じく本年度のスローガンにつながる
SDGsに関しても特設サイトを立ち上げ、動画制作も行いました。映
画「99.9刑事専門弁護士」とのコラボでのポスター制作は西村嘱託の
尽力で実現したものですが、そのバイタリティと広報にかける情熱に
は頭が下がります。また、広報室の活動は弁護士会の優秀な職員に支
えられています。プロ顔負けのイラストや動画編集をしてくれる事務
局スタッフの献身的な努力で見栄えのよいサイトやコンテンツが成り
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立っています。広報室だけではないのですが、弁護士会の活動全般を
支えている職員の献身的な働きには本当に感謝ばかりです。

一方で、広報担当として残念なニュースにも関わることになりまし
た。業務停止以上の懲戒処分の時は必ず、会員逮捕の際には状況に応
じて、司法記者クラブでの記者会見を行なっていますが、この記者会
見は非常に残念な気持ちになります。府警担当として天満署とは頻繁
に携帯でやりとりする関係になってしまい、弁護士会が援助を要請す
る際には助かったのですが、残念なことがきっかけのご縁となってし
まいました。

４　各担当委員会にて

担当副会長として、今まで全く関わってこなかった委員会の熱心な
活動にも触れる機会を得ました。

ひまわりは、多くの部会やＰＴが存在する大きな組織で、細部まで
把握することは出来ませんでしたが、法友倶楽部の多くの会員が献身
的に運営に関わっておられる姿に改めて敬意を覚えました。正副と後
見推薦ＰＴには参加させて頂き、これ以外の部会等は会規の改正で必
要な範囲で議論に参加させて頂きました。メーリングリストのやりと
りも非常に活発で、可能な限り目を通すようにはしていたのですが、
一番メールの数が多かったのではないかと思います。会規の改正等で
少しはお役に立てたのでしょうか。

厚生・会員サポート運営委員会では、大運動会が中止となり残念で
した。同委員会は、会員の福利厚生と会員サポートを取り扱っていま
すが、会員サポートは利用率がそれほど高くないようです。これは日
弁の同様の会員サポートを利用されるニーズが強いからのようです
が、少しでも利用率を高めるために、協同組合のメンタル相談と併せ
て告知するカードを作成し、会館内に備置しました。少しでも困って
いる会員の利用が増えればよいのですが。

犯罪被害者支援委員会では、従前の私の会務活動とも親和性があり
ましたが、様々な取組をされているのだと改めて感じました。北新地
放火事件の会長声明を発出するために、臨時で日曜日の夕方にリモー
トで委員会の有志と会合をもったこともよい思い出です。

法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会は、私は全くの門
外漢でした。委員の皆さんの社会的弱者の為の献身的な活動に触れ
て、少しでも役に立とうと決意をもって取り組みました。新たな援助
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制度の創設が出来そうですので、少しは役に立てたのでしょうか。
弁護士過疎地派遣弁護士養成支援ＰＴでは、弁護士過疎地に派遣さ

れている養成弁護士の皆さんの養成期間中の成長の過程を目にする機
会を得ました。理事者としてというよりは、養成弁護士の方が実務で
悩まれている点にアドバイスをするという関わり方でしたが、赴任先
に赴任されるまでの成長は目を見張るものがありました。

法テラスも担当していましたが、所長が福原先生、副所長が辻村さ
んということもあって、主観的には意見を伝えやすい良い関係が気づ
けていたのではないかと思っています。

民暴委員会、法七十二条等問題委員会は、従前より私が関わってき
た委員会ですので、各委員会に参加すると家に帰ってきたような安心
感は覚えました。一方で、理事者としてそれぞれの活動を眺めると、
会内への情報共有や相互理解等課題もあることを感じましたので、こ
のあたりは次年度以降にフィードバックが出来ればと考えています。

５　最後に

振り返ってみると周りの方に支えられた１年間でした。弁護士会の
活動は、各会員の活動はもちろんですが、献身的にこれをサポートす
る職員の方の活動に支えられています。副会長就任以前、職員の方の
様々な点での委員会活動への目配りを感じておりましたが、理事者に
就任すると想像以上でした。職員の業務負担の軽減も大きな課題です
が、この点で、新総合情報システムの役割が期待されます。本年度は
移行期間ということもあり、逆に負担が増えてしまった部分もあった
のですが、次年度には効果が期待出来るはずです。

また、周りの副会長は皆非常に優秀な方ばかりで、一人で迷路には
まりそうなときも貴重な助言を頂けました。会長は見た目どおりの温
厚な紳士で、やりたいように任せて頂ける理想の上司でした。

さて、法友倶楽部の皆様には、会務全般にわたって多大なご協力と
ご理解を頂き有り難うございました。副会長職の採点は皆様の評価に
委ねるしかありませんが、私なりには期待に応えるべく精一杯取り組
みました。評価は退任後の活動も含めて気長に見て頂ければと思いま
す。少なくとも視野は確実に広がったと感じていますので、新たな視
点で改めて頑張ります。
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井﨑康孝です。
よろしくお願いします。

井　﨑　康　孝（54期）

井﨑康孝副会井﨑康孝副会長長にに
期待する期待する

特 集特 集

法友倶楽部の推薦をいただき、令和４

年度大阪弁護士会副会長を務めることに

なりました井﨑康孝です。法友倶楽部の

皆様には就任に当たり多大なご支援を賜

り、改めて御礼を申し上げます。

恥ずかしながら、ご挨拶を兼ね自己紹

介をさせていただきます。

１　幼少期から高校まで

昭和45年８月17日、兵庫県伊丹市で生まれ
ました。家族は、父、母、３つ上の兄の４人
です。父は、佐賀県の農家の末っ子です。関
西に出てきて、働きながら夜間大学を出て、
最初は刑務官をしていたようですが、私が生
まれてからはずっと中小の製鉄会社の現場で
働いていました。父は物静かな性格で、３交

代勤務のためすれ違いの生活が多く、幼少期
に遊んでもらった記憶はあまりありません。
父も、出生後間もなく戦争で父（私の祖父）
を亡くしたため、遊んでもらったことがない
ようです。ただ私は何となく、幼心ながらも、
優しくて真面目で職人のような父のことが大
好きでした。母は、愛媛県出身です。伯母に
誘われ関西に来て、父と出会い結婚したそう
です。母は父とは正反対に社交的な性格で、

法友147.indb   8法友147.indb   8 2022/03/23   11:052022/03/23   11:05



9

特集｜井﨑康孝副会長に期待する

よくあの地味な父と結婚したものだと今でも
思います。兄は、父に似て物静かな性格です。
私と違い小学生のころから成績優秀で、医学
部に進学し、今は小児科医をしています。

このような家庭で育った私ですが、幼少期
は、春夏秋冬、近所の田んぼ、用水路等で一
日中遊んでいた記憶しかありません。あと、
動物が大好きで、家ではありとあらゆる動物
を飼っていました（犬、うさぎ、ハムスター、
鶏、インコ、ブンチョウ、亀、鯉、金魚、熱
帯魚、カブトムシなどです）。特に犬が大好
きで、実家では私が幼少のころからほぼ欠か
さず犬を飼っています（初代：秋田犬、二代
目：マルチーズ、三代目：マルチーズ、四代
目：シーズー、五代目：シーズー）。私自身
も犬（シーズー）を飼っていましたが、一昨
年に病気で亡くしました。享年８歳11か月の
若さでした。我が子のように可愛がっていま
したので、私自身も狭心症で死ぬのではない
かと思うほど落ち込みました。１年少し経
ち、いまようやくペットロスから立ち直りつ
つあります。副会長を退任して少し落ち着け
ば、また犬を飼いたいと思っています。

話がだいぶ反れました。幼少期はそんな感
じで自然と動物に囲まれて育ち、小学４年の
ときに隣の尼崎市に転居し、地元の公立中学
校に進学しました。中学時代は、成績優秀だ
った兄と比較され、嫌々ながらも勉強しまし
た。何となくコツをつかみ、それなりの成績
にはなりました。ただ、受験勉強にあまり興
味が持てず、学校や塾の授業中はボーっと空
想していることが多かった記憶です（最近、
息子の参観日で同じようにボーっとしている
姿を見て、鏡のようだと愕然としました）。

高校は、関西大学第一高等学校（関大一高）
に進学しました。関大一高を選んだのは、エ
スカレーターで大学に入れるからです。中３
の担任の先生からは、他の進学校を薦められ
ました。しかし、受験勉強が嫌だったので固
辞しました。今でもどちらが良かったのかは
分かりません。ただ、関大一高では、尼崎の
公立中学にはいないような色々なタイプのク
ラスメイトと出会うことができ（自営業の社
長の息子が多く、みな個性豊かでした）、視
野はとても広がりました。また、部活では空
手部に入り、先輩からの理不尽な「しごき」

初代愛犬エル

高校空手部
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に耐えながら、それなりの成績を残すことが
できました（インターハイで団体組手ベスト
８、流派の全国大会で個人組手優勝等）。

エスカレーターとはいえ一応内部入試があ
り、高３の春には進路を決めなければなりま
せんでした。医学部に進んだ兄のことが頭に
あり、自分も弁護士を目指そうと、法学部を
受験することにしました。法学部には、成績
上位１～２割以内に入る必要があると言われ
ました。そこで、高３の春からそれなりに勉
強し、部活の成績優秀者は必ず合格するとい
う内部入試伝説も信じて法学部を受験し、無
事合格することができました。

２　大学時代

大学では、空手部の先輩方が待ち構えてい
ました。「空手部に入るか司法試験を受ける
か、どちらかだ」と言われ、迷わず司法試験
を受けると宣言しました。かといって、司法
試験の勉強はもちろん、大学の授業すらほと
んど真面目に出ず、いろいろなアルバイトば
かりしていました。家庭教師、塾講師はもち
ろん、中小企業の雑用、バーやカラオケスナ
ックのカウンター、佐川急便の深夜の仕分け
等、何でもやりました。友人と二人で、与論
島に数か月間泊まり込みでバイトに行ったこ
ともありました。

このようにバイトに明け暮れたのは、色々
な経験をしておくことは弁護士になってから
も有益だろう、という口実もありました。し
かし実際は、いろいろな経験（バイトとそれ
にまつわる様々な経験）をすること自体が楽
しくて仕方がなく、勉強に身が入らなかった
というのが正直なところです。また、大学１
～２回生のころはまだバブル経済の真っ最中
で、いざとなったら就職すればいいという安
易な考えもありました。

ところが、大学３回生の春にはバブル経済
が弾け、退路が大幅に絶たれました。先輩方
から背丈の高さほど届くと言われていた就職
案内の資料は、私の元にはひざ丈ほどしか届
きませんでした。３回生から福瀧博之教授の
商法のゼミにも入り、多少は大学の授業に復
帰しました。ゼミではそれなりに勉強に打ち
込み、ゼミの仲間とは今でもかけがえのない
友人です。しかし、それまでにアルコールと
タバコと紫外線で侵された頭はかなり重症だ
ったようで、肝心な司法試験の勉強は一向に
進みませんでした。

３　司法試験受験時代

大学卒業後就職もせず、司法試験の勉強も
進まないまま、再び塾講師のアルバイトを始
めました。平日は夕方以降ほぼフルで入って
おり、手取り収入は企業の初任給よりもよい
くらいでした。子どもに教えることも楽しく
なり、一向に勉強は進みませんでした。

そのような中、バブル崩壊後の景気低迷、
阪神淡路大震災の影響等により、父の務める
会社が倒産の危機となりました。父はリスト
ラとなるかもしれず、退職金も出ないかもし
れないとのことでした。択一試験前の時期の
深夜にリビングに下りて行こうとすると、両
親が「あいつ大丈夫か」的な会話をしている
のが聞こえました。物静かで私には何も言わ
ない父が、そのように私のことを心配してい
ることを知り、ドキリとしました。

その年の択一は駄目でしたが、これはさす
がにヤバいと気を引き締めました。塾講師は
辞め、毎日朝から晩まで司法試験受験予備校
の自習室に籠り、貯めたお金で答練を受けま
くりました。その結果、その２年後にようや
く司法試験に最終合格することができまし
た。
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４　司法修習時代

司法修習の実務修習地は、第一希望であっ
た神戸でした。神戸を第一希望にしたのは、
将来大阪で就職したいと思っていたので、１
年くらいは違う場所に行ってみたいという理
由からでした。同じ班（神戸修習54期２班）
のメンバーは濃い人ばかりで、終始圧倒され
ていましたが、みんなで旅行に行ったり、食
事に行ったり、本当に楽しかったです。

修習中に指導いただいた内容は、残念なが
ら具体的にはほとんど忘れてしまいました
が、仕事に対する大切なマインドのうちいく
つかを、このときに教えていただいたと思っ
ています。特に、民事裁判修習中に故竹中省
吾部長から「井﨑君、どんなに自分が正しい
と思っていることでも、しっかり議論した方
がいいよ。議論すると必ず新しいことが見え
てくるから」と教わったことは、今でも鮮明
に覚えています。

５　勤務弁護士時代

いくつか大阪の事務所を訪問したうえ、大
学の大先輩である小松陽一郎先生の事務所

（小松法律特許事務所）に
平成13年10月に就職しまし
た。知的財産や倒産に興味
があったということもあり
ますが、何よりも決め手
は、小松先生のお人柄でし
た。小松先生は、事務所訪
問に行くと必ずうなぎ丼を
出してくれました。それを
食べながらずっと小松先生
が楽しそうに仕事の話をし
ているのをほぼ黙って聞い
て、１時間ほどすると「じ
ゃっ」と言われて帰る、と

いうのが事務所訪問のスタイルでした。それ
を何度か繰り返していると、自分もこんな風
に楽しく仕事がしたい、この人の下で働きた
いと思うようになり、小松先生に採用をお願
いしました。

いま思えば何とも牧歌的な採用面接です
が、結果的にこのような形で小松先生の事務
所に入れたことは、本当に幸運で、その後の
私の弁護士人生を根本的に決定づけるものだ
ったと思います。ちなみに、入所後にすぐ分
かったことですが、小松先生は平日は毎日午
前２時～３時まで、土日祝もほとんど事務所
に来て仕事をしておられました。楽しそうに
仕事をされている陰で、実はもの凄く努力を
しておられることを思い知らされました。

私が小松法律特許事務所に入所したとき
は、倒産バブルの真っただ中で、中型～大型
の破産管財事件が毎年２～３件程度開始して
いました。数年後には、ゴルフ場や上場企業
の民事再生事件、会社更生事件も開始するよ
うになり、大型事件の主任も任せてもらうこ
とになりました。それらと並行して、裁判所
から個人の破産管財事件も配点いただき、多

神戸修習2班
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いときには常時20件以上抱えていました。こ
れらの管財事件の合間に、知財事件等その他
の事件、大学講義等をこなすという毎日でし
た。

小松法律特許事務所にいた10年間はこのよ
うな状態でしたので、自分でもまあまあよく
働いたと思います（それでも小松先生ほどで
はないのですが……）。その反面、弁護士会
や法友倶楽部の会務にはなかなか時間を割く
ことができず、ほとんど参加できていません
でした。

６　独立から現在

平成23年７月に、小松先生からのお許しを
得て独立しました。独立の理由は色々ありま
したが、自分だけの看板でどこまで通用する
か試してみたいというのが、最も大きな理由
です。結果、大変ではありましたが、何とか
ここまで10年間やってこれました。大学講
師、試験委員、家事調停委員、社外役員等、
色々と新しい経験もさせてもらいました。昨
年には初めて勤務弁護士（菱田優さん）を採
用し、ボスの気持ちもようやく少し分かるよ
うになりました。私も小松先生のように、陰
で努力しながらも、楽しみながら仕事ができ
るよう、これからも頑張っていきたいと思っ
ています。

独立と同時に、私の弁護士生活は一変しま
した。その前年から法友俱楽部ではジュニア
部代表幹事をしていたのですが、平成23年10

月には大阪弁護士会の企画調査室嘱託に就任
し、その後も複数の委員会・ＰＴに副委員長
・委員として参加するようになりました。こ
のように後半の10年間は、比較的多くの会務
に携わらせていただいたように思います。ま
た、プライベートでも２人の子に恵まれ、い
ままだ子育て真っ最中です。家族には副会長

就任中はもう週末はほぼ諦めてもらっていま
すが、できれば何とか私生活とも両立したい
と思っています。

７　抱負

前半の10年と後半の10年とで極端に異なる
弁護士生活を送ってきた私ですが、いま振り
返ってみて切に思うのは、仕事・会務のいず
れも、私の弁護士としての成長にとって欠く
ことのできない、貴重な経験であったという
ことです。また、そのような機会をいただい
たことに、大変感謝をしています。

そこで、副会長就任後や、さらにはその退
任後も、会務を通じて自らも一層成長したい
と願う一方、これまでに与えていただいた知
識・経験を、少しでも会に還元できればと思
っています。中でも、法律相談センターの法
律相談の拡充、会員の会務への参加の促進、
会員の不祥事の防止については、皆さまのお
知恵も拝借しながら、特に尽力したいと考え
ています。

次年度は、他の６名の副会長と力を合わ
せ、福田会長を補佐し、全力で会務に臨む覚
悟です。何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。
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井﨑先生を応援します！

青木　佑馬（70期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。

井﨑先生には、司法修習生向けプログラムの
交互尋問をご担当されていたこともあり、私が
司法修習生だった頃からお世話になっておりま
す。

司法修習委員会の副委員長にも就任され、後
輩の育成にも非常に熱心で、若手会員の声にも
耳を傾けてくれる先生です。井﨑先生ならきっ
とどの世代の弁護士の意見も汲み取ってくださ
り、大阪弁護士会をより良い方向に導いていた
だけることと思います。

井﨑先生のご活躍を心より応援しています。

井﨑先生、応援しています！

安藤　良平（61期）

井﨑先生は「和」の人だと感じています。
井﨑先生とはジュニア部や親睦委員会で御一

緒させて頂きましたが、温和なお人柄で、後輩
相手でも丁寧な言葉遣いで、いつも優しく接し
てくださいます。丁寧にお話しを聞いてくださ
る姿勢が印象的で、井﨑先生が中心となる会議
は調和が保たれたものになります。お仕事を御
一緒したことはありませんが、たぶん和解によ
る解決を好まれていると思います。お顔立ちも
とても和風ですから、きっと和装が似合うこと
でしょう。

……などと適当なことを言っても、井﨑先生
はニコニコと穏やかな笑顔で受け止めてくれる
はず。そんな井﨑先生に大阪弁護士会の副会長

をしていただけるということで、とても頼もし
く思っています。ご活躍心より応援しておりま
す。

井﨑先生の出番です！

井口喜久治（56期）

井﨑先生は、僕のイソ弁先であった小松法律
特許事務所での兄弁です。井﨑先生とは多く
の事件をご一緒させていただきました。ある
時、ゴルフ場の更生管財人を小松陽一郎先生が
引き受けられた際、「今回は「井」のつく人に
主任になってもらおうと思ってんねん」という
小松先生の一言で、井﨑先生と僕が事件を事務
所内で担当することになりました。ことある度
に一喜一憂する僕に対して井﨑先生は常に冷静
に粛々と仕事を進めて行かれます。また、強硬
な債権者と衝突することもなく、決して敵をつ
くられることもありません。そんな井﨑先生こ
そ、副会長には適任であると確信しています。
井﨑先生、頑張って下さい。

井﨑さん頑張ってください

池内清一郎（40期）

井﨑さんは大阪弁護士会の調査室も経験され
ていますので、会務のことはよく知っておられ
ます。従って、井﨑さんは、問題なく会長を支
え副会長の職務を果たされると確信しています。

弁護士会では若手が半分以上約３分の２を占
めるようになっていますが、委員会等会務に参
加されている若手は少ないように思います。弁
護士会の求心力を維持、高めるためにも会員に
会務の情報を発信されるようお願いしたいと思

激励の言葉
多数のメッセージをありがとうございました。
掲載は五十音順・敬称略とさせていただきます。
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います。そうすれば、若手は、われわれのため
に弁護士会はこのようなことをしてくれている
のだと弁護士会に関心を持つようになると思い
ます。

井﨑さんなら大丈夫です。
体に気をつけて福田会長を先頭にチーム福田

一丸となって頑張ってください。

応援しています

石堂　一仁（59期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。

私は、委員としての経験もないまま平成30年
度に法友倶楽部の研修委員会委員長を仰せつか
りましたが、その際には、前年度に、井﨑先生
が同委員会のメーリングリストに投稿された議
事録や段取りの報告を大いに参考にさせていた
だきました。ありがとうございました。

いつも的確にそして着実にどんなタスクも完
遂される井﨑先生ですので、副会長の職務も全
うされるものと確信しております。１年間、ど
うかお身体に気をつけて思う存分ご活躍くださ
い。

井﨑先生、ご活躍を祈念しています！

入江　貴之（62期）

井﨑先生、副会長ご就任おめでとうございま
す。

井﨑先生とは、私が立命館大学ロースクール
に在学中に、井﨑先生がロースクールの司法試
験の受験指導の弁護士ゼミの講師をされていた
時に、初めて出会いました。井﨑先生のゼミを
受けさせていただき、大変お世話になり、受講
生に真摯に対応される先生の姿にとても感銘を
受けました。その後、井﨑先生のおかげで、先
生の後を受け継ぎ、私もロースクールのゼミの
講師を担当させてもらいました。井﨑先生から

受けた教えは、弁護士になった今でも私の心の
支えになっています。

井﨑先生は、全てを包み込むような優しさ、
包容力があり、どんな人にも分け隔てなく接し
ておられ、気配りのある本当に敬愛してやまな
い先輩です。

これからの１年間、大変忙しくなることと思
いますが、どうかお身体に気を付けて、井﨑先
生の目指すべき副会長像を築き上げていただき
たいと思います。

また、ぜひ、一度、井﨑先生と飲みに行ける
日がくることを楽しみにしながら、井﨑先生の
ご活躍を心より祈念しています。

井﨑さんの活躍を期待しています

岩田研二郎（春秋会・33期）

井﨑さんは、企画調査室嘱託として、10年前
の中本和洋執行部の後半、藪野恒明執行部の１
年、福原哲晃執行部の前半と３つの執行部の仕
事を２年間まぢかに見てきた人です。私は、中
本執行部の企画調査室長をしていたので、半年
間、ご一緒に仕事をしました。企画調査室嘱託
は、毎週月曜日に行われる正副会長会には必ず
参加し、木曜日の副会長会議にも輪番で参加す
るので、議案をめぐる正副会長の議論を目の当
たりにしてきた経験を、福田執行部の副会長と
して生かしていただければと思います。

私の経験で２つのことを心掛けていただけれ
ばと思います。

第一に、他の副会長の担当分野に関する議案
でも、副会長会などで遠慮なく疑問や意見をぶ
つけて、問題点を明らかにして、議案を充実さ
せていくこと（副会長会で議案をいろんな角度
からたたいて説明や資料が不十分な点を解明し
ておく。正副会長会や常議員会での審議の準備
にもなります）

第二に、弁護士会の事務局職員の力を生かし
て頼ること。弁護士業は家内工業でなんでも自
分でやるクセがついていますが、弁護士会の会
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務は組織としての活動ですし、事務局は長年の
経験で事務作業が早いので、要点を押さえて文
書作成などを依頼すれば、すぐに成果物があ
がってきます。副会長の仕事は委員会と執行部
の調整業務と外部との折衝ですので、そこに注
力してください。

福田会長は、肩の力を抜いて接していける人
なので、健康に留意して、自由闊達な執行部生
活を楽しんでいただくことを期待しています。

井﨑康孝さんに期待します

魚住　泰宏（45期）

井﨑さんは、とても控え目な人柄と受け止め
られることが多いと思います。弁護士業務をご
一緒したことはありませんが、倒産事件も多く
扱ってきたとのことですので、厳しく、激しい
交渉経験も豊富にあると思います。副会長とし
て、１年間、弁護士会の舵取りを主体的に担っ
ていくことになりますので、控え目にならず、
前面に出てご活躍されることを期待します。受
け止められる人柄は、もしかしたら、ギャップ
を見せて有利に動かす交渉術だとすれば、私に
見る目がないのだと思います。ごめんなさい。
兎も角、体に気をつけて、１年間頑張ってくだ
さい。任期を終えたら、滝井先生が贔屓にして
いた寿司屋で、ゆっくりお話ししましょう。

同期として、後輩として、 
応援しています！

薄木英二郎（法曹同志会・54期）

井﨑さんは修習同期というだけでなく、関西
大学法学部の福瀧ゼミの先輩でもあります。私
は学生の時にゼミの先輩合格者の方から懇切丁
寧に指導をしていただき、そのご指導のおかげ
で合格できたためゼミには特別な思い入れがあ
るのですが、合格が決まったときにゼミの先輩
にも合格者がいると知らされ、どんな方だろう

と対面を楽しみにしていました。そしてその先
輩が井﨑さんでした。絵に描いたような温厚で
フレンドリーな人柄に魅せられ、すぐに慕わせ
ていただきました。先日の法曹同志会100周年
記念ゴルフにご参加いただいて久しぶりに楽し
く話をさせていただき変わらぬお人柄のままで
とても嬉しかったです。お体に気をつけて頑
張ってください！　先輩！

心から応援します！

大川　一夫（35期）

井﨑さんがおられると実に心強い。
私が法友倶楽部の幹事長を仰せつかったとき

井﨑さんにはジュニア部の代表幹事を引き受け
て頂いた。まあ、法友の中でもそれまでの参加
率が決して高いわけではなく加えて色々な経緯
で副会長を経験したという風変わりな幹事長の
もとでは彼もさぞかしやりにくかったろう。し
かし井﨑さんはそんな様子はおくびにも出さ
ず、それどころか見事にジュニア部をまとめ、
そして法友の会務を支えて頂いた。

不思議なご縁で今度は法友の大きなイベント
90周年記念事業について私が式典・祝賀会部会
長を担うことになったとき、彼には事務局長に
就任してもらった。実に見事な仕事ぶりであ
る。過去の議事録探索、準備事項、ホテルへの
交渉に議事録作成など私が述べるまでもなく
次々と進めてくれるのである。これほど心強い
事務局長はないだろう。

彼の能力の高さ、優秀さは私はよく知ってい
る。

彼には存分に力を発揮して今度は大阪弁護士
会会務を牽引してほしい。

心から応援しています。
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井﨑先生、応援しています！

大住　　洋（63期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す！

井﨑先生とは、ちょうど入れ替わりのタイミ
ングとなり、短い期間ではありましたが、小松
法律特許事務所の兄弁・弟弁としてご一緒させ
て頂きました。当時、井﨑先生はジュニア部の
代表幹事をされており、井﨑先生の引率で、韓
国旅行に連れて行って頂いたことを今でもよく
覚えています。直前で行き先が変更になる等の
トラブルもありましたが、井﨑先生の冷静な対
応とリーダーシップで楽しい旅行となりまし
た。弁護士１年目の貴重な思い出です。

それから10年が経ち、今度は大阪弁護士会の
副会長として会務運営を担われるのですね。コ
ロナ禍の中、弁護士会も難しい舵取りを求めら
れることがあると思いますが、井﨑先生の冷静
な対応力とリーダーシップがあれば、どんな難
局もきっと乗り切れると思います。陰ながら応
援しております。頑張ってください！

井﨑さんに期待すること

大橋さゆり（51期）

井﨑さんに副会長候補を受けてもらった、と
林幹事長から早々に聞いたのが年度のまだ早い
頃。「あー肩の荷が下りた」と林さんは嬉しそ
うでした。

えーそうなんだ、１人事務所だよね、どうす
るんだろう？と内心心配していたのですが、井
﨑さんはイソ弁さんを採用されて、着々と準備
を進めてこられたようです。それも、企画調査
室の経験から「副会長が何をしているかわかっ
ている」故の落ちついた采配であったでしょ
う。

井﨑さんに期待すること。それは、その経験
を有利に活かし、役員室に当初から意識的に

「多様性」を持ち込んでほしい、ということで
す。

それは、零細事務所であり、郊外型事務所で
あり、女性弁護士であり、企業内弁護士であり、
若手弁護士であり……etc.です。よろしくお願
いします。

穏やかに井﨑さんらしく

大原　　明（40期）

私と井﨑さんは、小松陽一郎先生のもとで倒
産事件の管財人業務等で一緒に仕事をするよう
になりました。関空にあった小型ジェット飛行
機所有・運行会社の事務所に２人で行って社員
説明会をしたり、ゴルフ場会社、ウォータサー
バーの会社、架空循環取引を繰り返していた上
場会社の件など現場仕事もご一緒しました。井
﨑さんはいつも穏やかな人柄で丁寧な仕事をし
ていました。

新地で二人で晩御飯を食べているときに突然
井﨑さんから私的な相談を受けたことがありま
した。誰にせよ人生にはいろいろなことがある
ものです。それでか井﨑さんの結婚式に私ごと
きがメインの席で最初のスピーチをさせて頂い
たことは幸せな記憶です。今は７歳と５歳のメ
チャ可愛いお子ら（ゆかり奥様の影響か）にも
恵まれて幸せな家庭を築かれて何よりです。順
調に弁護士としてのキャリアを積まれているこ
とは承知しています。そして満を持して副会長
の職に就かれます。マイペースで井﨑さんらし
く頑張って下さいませ。

人柄・実力ともに申し分なし！

尾島　史賢（56期）

井﨑先生は、私と同じ関西大学の出身であ
り、身近な先輩として私が目標にしてきた方で
す。平成16年秋頃、大型倒産事件の管財人団の
一員として一緒に仕事をさせていただきまし
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た。２つしか期が違わないのに圧倒的な実力差
があり愕然としました。また、井﨑先生に、「僕
の後任は尾島さんしかいないから」とニコニコ
しながら（電話越しでもそれがわかるのです）
言われると、なぜか引き受けてしまうのです

（笑）。それも井﨑先生の人柄のなせる業だと思
います。令和３年度林執行部でご一緒できたこ
とは光栄でした。人柄・実力ともに申し分のな
い井﨑先生に期待しています。

がんばれ

片岡　全樹（友新会・49期）

友新会の片岡です。
井﨑先生とは、修習委員会でともに副委員長

を務めておりました。
ちょうど、民法改正の時期が迫っており、そ

れまで選択修習の民事交互尋問で使用していた
記録が、保証債務の成否が主たる論点だったこ
とから、記録を新たに作り替える必要がありま
した。

その際、副委員長、修習委員及び強引に勧
誘された有志たち合計10名で記録作成のプロ
ジェックト・チームを立ち上げ、現在使用して
いる記録を作成しました。

そのチームに井﨑先生とわたしが含まれてい
ました。

修習委員会の副委員長といえば、模擬法律相
談の問題作成・解説・講評、民事即日起案の問
題・回答の作成、なにより大変な答案の採点と
結構な仕事を抱えているうえに、記録の作成と
いう苦行をともに背負うことになりました。

また、新たに作成した記録を使った民事交互
尋問で、井﨑先生とわたしは、統括リーダーと
して、修習生たちを指導しました。

このような仕事を通じて、わたしが認識した
井﨑先生の人柄は、きちんと自分に与えられた
仕事をこなす優秀な人、信頼できる人、温厚な
人、優しい人、面倒見がいい人、あまり出しゃ
ばらない人です。

まさしく井﨑先生こそ、大阪弁護士会の副会
長にふさわしい人です。

井﨑先生、令和４年度は、福田会長を支えて、
しっかり副会長としての責務を果たしてくださ
い。

がんばって。

井﨑先生、応援しています！

片岡　　力（67期）

井﨑先生、副会長ご就任おめでとうございま
す。

私は、井﨑先生とお仕事を共にしたことはな
いのですが、大阪家裁での遺産分割調停事件に
おいて、調停委員として活動されている井﨑先
生のお姿を拝見することができました。その事
件は、相続人が多数いたうえ、代理人弁護士が、
相続人のうち数名にしかついていない事件であ
り、また、遺産である不動産の処分を巡って相
続人間で鋭い対立が生じ、審判も視野に入るよ
うな事件でしたが、井﨑先生の見事な進行によ
り、無事調停成立となりました。

このように、井﨑先生は、優れたバランス感
覚及び利害調整力をお持ちの先生であり、難題
を多く抱える弁護士会の副会長に就任されるこ
とは、とても心強く感じます。副会長職は激務
と聞いておりますので、体調にはお気をつけく
ださい。応援しています！

井﨑先生 ご活躍を！

桂　　充弘（35期）

役員就任希望者が少なくなる中、しかもコロ
ナ禍が続き、終息の気配が全く見えない中での
副会長ご就任ご苦労様です。そしてありがとう
ございます。

これまで経験したことのないコロナ禍の中、
まさに前例がない事態です。慣例に囚われない
新たな対策・創造的な対応が求められています。
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井﨑先生のこれまでの企画調査室や、委員
会、そして法友倶楽部等でのご活躍を拝見する
と、まさに謹厳実直、誠実といった姿勢であり、
信頼のおける人物です（決してこれまでの副会
長の皆様が誠実でなかったとの趣旨ではありま
せん、念のため）。このような危機的状況下に
あっても必ずや的確なご対応をしていただける
ものと期待しています。

井﨑先生のご経歴からして、担当委員会も華
やかな委員会というよりも陰で支えるような委
員会が多いのではと推察していますが、このよ
うな時だからこそ、積極的に表に出て弁護士会
を引っ張っていってください。今や5000人を超
えようとしている大阪弁護士会の舵取りが容易
でないことは想像に難くありません。思う存分
ご活躍を！

ご活躍を応援しています！

門林　俊夫（65期）

私が井﨑先生とお話させていただいたのは、
私がジュニア部代表幹事として幹事会に出席す
るようになってからです。私からの仕様もない
質問にも丁寧にお答えいただき、その物腰柔ら
かで謙虚な姿勢が印象的でした。井﨑先生には
ジュニア部の例会にもお越しいただき、これま
でご経験された案件や委員会活動・会派活動等
をお聞かせいただきました。私などではとても
務まらないようなご経験をされているにもかか
わらず淡々と話をされていて、事務処理能力の
高さにただただ感心するばかりでした。副会長
に就任された際には、大いにご活躍されること
を心より応援しております。

ご活躍を楽しみにしております

川端さとみ（57期）

井﨑先生、大阪弁護士会副会長の御就任おめ
でとうございます。井﨑先生は、小松法律特許

事務所での私の兄弁で、一緒に事件を担当させ
て頂いたり、大変お世話になりました。一緒に
ランチに行き、仕事のアドバイスを頂いたこと
などが懐かしく思い出されます。また、法友倶
楽部の執行部でご一緒した際には、出産のため
途中でフェイドアウトした私のしりぬぐいをし
て頂きました。いつも穏やかでユーモアにあふ
れたお人柄の井﨑先生が副会長として大いに活
躍されることを心から応援し、期待しておりま
す。

井﨑先生、 
心よりご期待申し上げております

川本　真聖（55期）

世界の環境がそうであるように、弁護士業
界、弁護士会をめぐる環境は、非常な速さで変
化しています。このような時期に、冷静かつ情
熱的で、これまでの努力の蓄積のある素晴らし
い先生が我々の代表として副会長にご就任いた
だけること、心より感謝申し上げます。井﨑先
生のご能力、そして情熱は、ご一緒した90周年
式典部会や法友の政策取りまとめの会議等でひ
しひしと感じさせていただいておりました。本
当に大変だと思いますが、１年間、お体にお気
をつけられてご活躍ください！！

井﨑先生、大弁に新しい風を 
吹かせてください！

北口　正幸（65期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。先生とは、令和３年度林執行部でご一緒さ
せていただきました。

井﨑先生とは、私が登録間もないころから、
法友でご一緒する機会がありました。良くも悪
くもアクの強い先生方が多い中、非常にフラッ
トで爽やかなお人柄が印象に残っております。
林執行部では、会費減額など難しい案件もあっ
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たのですが、抜群のバランス感覚と実務能力で
幹事長を支えられ、成果に結びつけられまし
た。

井﨑先生には、そのお人柄と実行力で大弁に
新しい風を吹かせていただき、会務離れが言わ
れる若手を振り向かせるような役割を果たして
いただきたいと思います。ご活躍を期待してお
ります。

井﨑先生、頑張ってください。

金　　泰弘（62期）

この度は、2022年度の大阪弁護士会副会長へ
のご就任おめでとうございます。

井﨑先生は、私が入会した直後のジュニア部
代表幹事をされておられました。当時、その程
度しか関わりがなかったにも関わらず、弁護
士人生における一大イベントである独立時に、

「設定温度戦争に敗れて」という少々失礼な独
立記事を書かせていただきました（法友117号
参照）。

記事では全く触れられていませんが、インタ
ビューに伺った際、知財・倒産に捉われない幅
広い弁護士業務への思いを語っていただき、そ
こから10年の歳月を経た満を持しての登板であ
り、必ずや副会長としての職責を全うしていた
だけると信じています。

役員室は個別空調ではないと思いますが、体
調に気を付けて、一年間頑張ってください。

是非ご活躍を！！

木村　尚巧（55期）

井﨑先生、副会長へのご就任おめでとうござ
います。

井﨑先生とは、ジュニア部の代表幹事をとも
に務めさせていただきました。もう10年ほど前
のことですが、メインの代表幹事であった井﨑
先生のリーダーシップは卓越していて、上の期

の先生方との調整を卒なくこなすだけでなく、
若い会員からの人望も厚く、サブの私は、井﨑
先生についていくだけでよいという、大変楽な
役回りをさせていただきました（また、私の知
財の知恵袋として、困ったときに相談させてい
ただき、有難うございました）。

そんな井﨑先生であれば、何の心配もありま
せん。体調にだけは是非気を付けて頑張ってく
ださい。

井﨑康孝先生を応援しています

黒田　清行（一水会・48期）

井﨑先生は、関西大学第一高等学校、関西大
学法学部しかもゼミ（関西大学名誉教授福瀧博
之先生）の後輩です。お互い弁護士になった
後、ゼミ総会でお会いする機会があり、出席率
の悪い私にもニコニコした笑顔で話しかけてい
ただいたことが印象に残っており、その後、ゼ
ミの世話役を引き受けてくださり、大変お世話
になっています。井﨑先生は、その笑顔から想
像できないのですが、関西大学第一高等学校当
時、空手部に所属し、団体の組手でインターハ
イのベスト８、個人の組手で糸洲会という流派
の全国大会で優勝されるなど、武道の達人でも
あります。弁護士業界も難しい時代を迎えてい
ると思いますが、井﨑先生の剛柔織り交ぜた対
応を必要としていると思います。ご活躍をお祈
りしております。くれぐれもお体ご自愛くださ
い。

頑張れ、井﨑さん

小池　康弘（43期）

井﨑さんには平成24年度の藪野執行部の時に
企画調査室室員として大変お世話になりまし
た。

井﨑さんは、平成23年10月１日から平成25年
９月30日まで企画調査室室員として活躍されま
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した。中本執行部、藪野執行部、そして福原執
行部を企画調査室室員として支え、２年にわ
たって弁護士会の中枢から弁護士会の活動を見
てこられました。今回、井﨑さんが副会長とし
て仕事をされる際にはこの経験が大いに役立つ
と思います。

さて、井﨑さんの選挙公報を見ますと、副会
長として取り組みたいこととして「会務への参
加促進」ということを第一にあげています。会
務に積極的に参加してこられた井﨑さんらしい
目標だと思います。多くの会員を弁護士会の活
動の渦に巻き込んで、そこで大いにリーダー
シップを発揮してください。

頑張れ、井﨑さん。

井﨑先生、期待しております！

小坂谷　聡（55期）

大阪弁護士会副会長ご就任おめでとうござい
ます。

井﨑先生といえば、法友倶楽部でのご活躍も
多く、その誠実なお人柄で独特の存在感を放っ
ておられると常々感じ入っておりました。残念
ながら、これまで常幹等でご一緒するという機
会もなく、法友の会合や道すがら時折お会いし
た際に言葉を交わしたりする程度しか接点はあ
りませんでしたが、そのご活躍ぶりを見るにつ
け尊敬しておりました。

色々と厳しい状況の中で大変なことも多いか
と思いますが、健康には十分気をつけていただ
きたいと思いつつ、１年間思う存分にご活躍さ
れることを期待しております。頑張ってくださ
い。

井﨑先生、応援しております

小林　理絵（61期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。

弁護士になってすぐ、破産事件で悩み、突然
質問メールをお送りしたことがありました。

ジュニア部で１～２度お会いしただけ、ほぼ
話したことも無い私に、非常に優しくかつ的確
なアドバイスをくださいました。

井﨑先生の見た目そのままの優しい人柄に、
いたく感激したのを覚えています。

弁護士会でも、信頼される副会長としてご活
躍されることと思います。

お身体に気を付けて頑張ってください！

いつも笑顔で！

小松陽一郎（32期）

井﨑先生、これからの１年間、大阪弁護士会
副会長としての公務を悔いなく全うされるよ
う、大いに期待しています！

先生は、20年間の弁護士生活のうち、前半10

年間をうちの事務所で修行されました。あれか
ら10年、さらに修行を積まれ副会長として会務
を担当されるまでに成長されたことを元ボスと
してうれしく思っています。

さて、先生の弁護士登録時（2001年）の弁護
士人口は１万9000人弱でしたが、今はその倍以
上と極端に増えました。そのためか、若手の先
生方の組織への帰属意識も薄まっているのでは
ないかと老婆心ながら危惧しています。また、
会の運営についても時には官僚主義的に対応を
しているのではないかと感じることも正直あり
ます。
７名の副会長にはいろいろなキャラを持った

方がおられるようですが、先生は「いつもニコ
ニコ」のキャッチフレーズで、そのとっつきや
すいキャラを生かし、会内では特に若手会員と
の距離が縮まるようなパイプ役に徹して貰い、
組織がしっかりすれば対外的にも弁護士会の信
用力アップに繋がるのは間違いありませんの
で、健康に留意しつつ全力疾走してください。
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井﨑康孝先生らしいご活躍を！！

近藤　行弘（43期）

井﨑先生、副会長当選誠におめでとうござい
ます。この１年健康に留意しつつ、自分らしさ
を発揮して大いにご活躍されますことを心から
期待し、祈念もしています。井﨑先生とは浅か
らぬ縁があります。先ず、私が平成23年度副会
長に立候補した際、ジュニア部代表幹事を務め
ていた井﨑先生から推薦意見を頂戴しました。
また、私が同25年度幹事長に就いた際には副幹
事長を引き受けて頂きました。私が抱いている
井﨑先生像は、何があっても動じず、安定して
的確に事に当たる有能な弁護士です。井﨑先生
は、総合法律相談センター等弁護士会にとって
枢要な部署を担当されると伺いました。正に正
鵠を得た役割を担われたと確信します。頑張っ
て下さい。

井﨑さんを応援します

塩田　　勲（春秋会・54期）

井﨑さんとは、同期で、共に実務修習地が神
戸の同じ班でしたので、20年以上のお付き合い
になります。修習中の井﨑さんは、体に似合わ
ないとても小さいバイオのノートパソコンと、
とても小さい電子手帳を駆使し、簡にして要を
得た起案をされていました。井﨑さんは、いつ
も落ち着いていて、全体を俯瞰しながら物事の
本質を捉え、また、ときにみんなを和ませるお
もしろい話をしていたのが印象的です。

弁護士になってからも、修習のときと変わら
ず気軽に相談に乗ってくれる井﨑さんですが、
井﨑さんがアソシエイトの頃、送ってもらった
車の後部座席の足下に栄養ドリンクの空瓶が散
乱していたことがありました。きっと、寝食を
忘れて仕事をされていたのだと思います。未だ
コロナ禍も収束せず、難しい対応もあるかとは
思いますが、お体には気をつけてください。落

ち着いたときには、井﨑さんの慰労のため、ま
た班のみんなで集まりましょう。

期待しています！

菅原謙太郎（59期）

副会長ご当選おめでとうございます。
井﨑先生とは、井﨑先生がジュニア部の代表

を務めたときから、懇意にさせていただいてお
ります。

井﨑先生のお役に立てるようなことはほとん
どしておらず、いつもお世話になってばかりで
す。

例えば、独立する時に、井﨑先生に事務所探
しの相談をしたところ、井﨑先生の事務所が入
居されているビルに空きがあることを教えても
らい、井﨑先生の助言を受けて、入居交渉でき
たので、スムーズに契約することができまし
た。

現在も、お互いに、同じビル内で、事務所を
かまえていることから、依頼者等からのもらい
物をおすそ分けし合うなど、懇意な関係は続い
ています。

井﨑先生なら、副会長として、弁護士会ひい
ては会員に多大な貢献をしていただけると信じ
ています。ご活躍を期待しています。

井﨑先生を応援します！

杉山　洋史（五月会・56期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。

井﨑先生とは、平成24年10月から１年間、企
画調査室嘱託としてご一緒させていただきまし
た。井﨑先生は、人を押しのけて我を通すよう
なことはまったくなく、いつも人の意見をよく
お聞きになって、そのうえで、ご自身の意見を
述べておられました。内容が的確であったのは
もちろんですが、いつも落ち着いた優しい口調
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でお話をされて、穏やかでありながらも説得力
があって建設的な議論をなさっていました。

先生が副会長に就任されることは、心から嬉
しく、また、とても頼もしく思います。

先生なら１年間存分に活躍されて、副会長の
重責を果たしていただけると確信しています。
頑張ってください。応援しています！

井﨑先生、応援しています

隅田　　唯（66期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。

私が井﨑先生に初めてお世話になったのは、
私が法科大学院の学生時に、１年間、課外指導
のゼミを担当していただいたときです。

井﨑先生は、毎週土曜日の朝９時から開かれ
るゼミに先立って、事前に提出された学生の答
案を丁寧に添削して臨んでおられました。

私は、時に、ゼミの前日夜に答案を提出して
しまうこともあったのですが、井﨑先生は、翌
日のゼミまでに添削をした上で臨んでおられま
した。当時は、井﨑先生のお忙しさに想像が及
ばなかった私でしたが、実務に就いた後に、井
﨑先生が他の仕事もある中で、いかに時間を割
いて丁寧に指導をしてくださっていたのかを知
ることとなりました。

学生に対しても丁寧かつ穏やかにご指導いた
だいた井﨑先生なら、副会長になられた後も大
いにご活躍されるものと、確信しております。

井﨑さんに期待する

竹岡富美男（31期）

井﨑さんは、寡黙なイメージがありますが、
企画調査室の室員として、２年間弁護士会執行
部のお手伝いをして頂いたことがあり、そのバ
ランス感覚、能力の高さは存じ上げているつも
りです。

その意味では安心感があるのですが、この２
年間は、コロナ禍で、ある意味、「非日常」の
世界だったように思います。それが、平時に
戻ったからと言って、いきなり令和元年の時代
に戻るわけではありません。

昨年から稼働している新しい会運営のシステ
ム（総合情報システム）もまだ十分検証されて
いる訳ではありません。

使い勝手、会員のニーズに十分応じられてい
るのかなどもこれから検証されることと思って
います。

またこの２年間、会員の業務はどのような状
態だったでしょうか。ますます格差が拡がった
と感じている会員もおられることでしょう。僭
越ですが２年間を振り返り、会員のために何が
必要で、何が出来るかをお考えください。

最後に、「地位が人を育てる」というのは、
本当です。大きくなられて、再会することを楽
しみにしています。

簡単ですが激励の言葉とします。

熱意ある修習指導　井﨑さん

辰田　昌弘（41期）

井﨑さんとは、司法修習委員会の選択型実務
修習「民事交互尋問」で共に指導役を担当しま
した（法友から多数参加）。井﨑さんはその責
任者や担当副委員長として活動されました。こ
れは、スケジュール管理、教材の改訂、裁判所
との協議、動きが悪くなりがちな指導弁護士

（私）への要請など、多大な時間と労力が必要
になります。表には現れにくいこれらの仕事を
的確にこなす井﨑さんを身近で見て、改めて有
能さを感じると共に、将来の担い手である修習
生のことを思う熱意が伝わってきました。

副会長としても、人を大事にする気持ちのま
ま活動に取り組まれることを期待します。多く
の課題はあるでしょうが、思う存分ご活躍くだ
さい。
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井﨑先生を応援します！

田中　章弘（64期）

井﨑先生、この度は副会長へのご当選おめで
とうございます。

井﨑先生とは、私の元ボスとベンツの話をさ
れていて初めて面識を持たせていただきまし
た。それから10年程経つ計算になりますが、今
でも井﨑先生とお会いすると頭にベンツが浮か
ぶのは、おそらく安全性の高いベンツのイメー
ジと実直で人に優しい井﨑先生のお人柄が重
なっているからではないかと思います。

井﨑先生が副会長になられるとお聞きし、
「有難い！！」と思いました。決してご無理はな
されないように、よろしくお願いいたします。

期待しています。

田中　　宏（一水会・35期）

副会長ご当選おめでとうございます。
井﨑さんとは、私が平成24年度、25年度の企

画調査室長を務めた際に、嘱託弁護士としてご
一緒しました。井﨑さんは、バランス感覚に優
れ、かつ何事も手を抜かずに責任をもって最後
まできっちり仕上げてくれるので、安心して担
当を任せられました。懇親会やゴルフコンペの
際には、率先して幹事を引き受けてくれます。
また、極めて温厚で、怒ったところをみたこと
がありません。

弁護士会は、昨年度、本年度とコロナ禍の対
応に苦慮していますが、次年度中には収束する
と思います。本年度執行部で積み残した課題は
種々ありますが、井﨑さんであれば、安心して
後を託せると思っています。
１年間健康には留意して頑張ってください。

期待しています。

先生から学ばせていただいたこと

谷岡　茉耶（64期）

以前、ある相談者からの受任に際し、調査し
ても、同期や先輩に聞いても、分からないこと
がありました。そうだ、法友若手会員サポート
制度があった！と、井﨑康孝先生に相談するこ
とにしました。

ただ、これまで何度かお話したことがあると
はいえ、いきなり電話をかけて構わないものだ
ろうかと内心ドキドキしておりました。

ところが先生は、私の質問に快く、しかも分
かり易くご回答くださり、それどころか、「谷
岡さんが不安だったら、よかったら僕も共同で
受けるよ。僕も勉強させてもらえたらと思うか
ら。費用は要らないよ」とおっしゃったのです。
それはもうビックリしまして、井﨑先生の謙虚
なお人柄に感動し、しみじみありがたく思いま
した。

ご活躍を心からお祈り申し上げます。

井﨑康孝先生、応援しています！

塚﨑　幸司（61期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。私は登録当初から、法友倶楽部ジュニア部
でお会いしたのを最初に、以後、井﨑先生から
多くのご指導を頂いております。倒産事件や知
的財産事件で判断に悩んだ際に、井﨑先生にご
相談したことも度々あり、毎回、豊富な実務経
験に基づいた、理路整然としたご指導を即座に
頂き、井﨑先生のご実力を肌で感じさせて頂い
ています。

また、そのような際には、いつも落ち着いた
ご様子ながら、かといって話かけづらさを感じ
させず、期の離れた後輩にも冗談を交えながら
ご対応してくださり、井﨑先生の穏やかなお人
柄やバランス感覚、懐の広さも感じさせて頂い
ています。
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そのような井﨑先生ですから、その能力と親
しみやすいお人柄を存分に発揮して副会長とし
てご活躍をされることを確信しております。

井﨑先生を心から応援しております！

井﨑先生、がんばってください！

辻　　淳子（53期）

井﨑先生、副会長当選おめでとうございま
す。

井﨑先生とは、小松法律特許事務所でご一緒
させていただき、独立された後は、大阪弁護士
会の知財委員会の部会活動や特許庁の審議会の
試験問題を作る部会でお世話になりました。

井﨑先生は、いつも落ち着いておられて、に
こやかかつ紳士的に激務をこなされます。何が
あっても動じることがないのは武芸を身につけ
ておられるせいでしょうか。副会長という大変
なお仕事にも、臆することなく、真正面から取
り組まれることと思います。

井﨑先生、応援しています。１年間、がん
ばってください。

懐の深い先輩

辻村　幸宏（55期）

井﨑先生は１期上で、ジュニア部でご一緒さ
せていただく優しい兄貴分的な存在でした。平
成25年度近藤執行部で庶務担当副幹事長をご一
緒させていただく機会を得て、井﨑先生が各種
文書関係を整える庶務１、私がメール等の簡略
な案内をするだけの庶務２という風に分担した
のですが、井﨑先生側の事務作業量が明らかに
大きかったにも関わらず、全くその負担感を気
づかせることなく颯爽とこなしておられまし
た。また、忙しくてもイラッとしたり慌てたり
焦ったりすることも全くなく、いつも穏やかな
表情をたたえておられ、往年の貴ノ浪関を彷彿
とさせる懐の深さに圧倒されたことを憶えてい

ます。その後の会務や会派内でのご様子を見て
いても、常に真摯に取り組んでおられる姿に感
服しております。コロナ禍止まない中での副会
長業務は大変かと思いますが、体調管理にはく
れぐれも御留意のうえ、千穐楽まで怪我なく勇
往邁進されますようお祈り申し上げます。

遠慮せず活躍してください！

土谷　喜輝（46期）

井﨑さんは、平成23年から２年間、大阪弁
護士会の企画調査室嘱託として活躍されまし
た。法友からの嘱託は私に次いで２人目でした
が、私が企画調査室にいた頃とは異なり、持続
可能な組織として運営され、また、我々ＯＢと
もよく交流してくれました。その縁もあり、私
が平成27年度の副会長候補者になる際には推薦
人になってくれ、会派活動をほとんど行ってい
なかった私とジュニア部の会員との架け橋にも
なってくれました。

平成27年に大阪弁護士会が全国で初めてイン
ターネット上での法律相談（ｅ相談）を立ち上
げたときも、規約類やシステムの検討、その後
の相談内容の審査などでもとても貢献してくれ
ました。

井﨑さんは、積極的に前に出て行動するタイ
プではないと思いますが、会長や他の副会長に
遠慮せず、自分の意見をどんどん言っていって
ください。一番期が下の副会長だからこそ遠慮
せずに執行部での議論を盛り上げて、１年間、
楽しんで業務をしていただければと思います。

井﨑先生、応援しています！

永井誠一郎（66期）

井﨑先生は、実直で調整力やバランス感覚に
優れた、副会長として完璧な方だと思っていま
す。ジュニア部としても「是非、井﨑先生に副
会長をしてほしい」との声が多数でした。井﨑

法友147.indb   24法友147.indb   24 2022/03/23   11:052022/03/23   11:05



25

特集｜井﨑康孝副会長に期待する

先生なら、多様な会員の声をバランス良く会務
に反映して下さると期待しています。ＭＬでの
定期的な情報発信は続けて欲しいと要望をお伝
えしましたが、井﨑先生のパーソナルな部分が
見える発信内容であればなお嬉しいです。

井﨑先生のご活躍を心より応援しています。

井﨑さん頑張ってください。

中嶋　勝規（54期）

井﨑さん、令和４年度の副会長当選おめでと
うございます。

同期の井﨑さんが、バトンを引き継いで頂け
ることを非常に心強く思っております。

温厚でバランス感覚に優れ、会務にも精通さ
れている井﨑さんですから、実務の面は全く心
配していません。ただ、現場に立たれるとこん
なことも理事者の仕事なのかと戸惑われること
も多いと思います。少しでも省力化・合理化が
図られるよう、後に続く方のためにもご尽力頂
ければと思います。

Withコロナの時代、懇親会も戻ってくると、
これまた両立が大変ですが、健康にだけは気を
つけて頑張ってください。

ご活躍を楽しみにしています。

中島　裕一（66期）

井﨑先生とは、会派のイベント等でよくお会
いし、誠実なお人柄であるなと感じておりまし
た。

昨年夏に開催された研修企画ではご自身の豊
富な体験談をもとに、知財・倒産分野について
ご講義いただきました。数々の難しい案件を処
理してこられた井﨑先生であれば、会内の意見
調整や会務運営をこなして、存在感を示してい
ただけると期待しています。

大変なご時世ですが、副会長として大いにご
活躍されることを楽しみにしております。

頼りになる先輩です

中津慶太郎（67期）

井﨑先生には、私が法科大学院１年生の時に
弁護士ゼミを担当していただきました。当時、
非常に拙かった私の起案をとても熱心に添削し
てくれました。優しい口調で基本から丁寧に教
えて下さったのが印象に残っています。腹が決
まった年に司法試験に合格したというエピソー
ドは今でも覚えています。

司法修習中も就職先について相談させていた
だき、その後も井﨑先生のご専門である破産事
件で相談に乗っていただきました。その節は大
変お世話になりました。

井﨑先生であれば、持ち前の穏やかなキャラ
クターと親しみやすさで、弁護士会に新しい風
を吹き込んで下さると確信しています。１年
間、頑張ってください。応援しています！

応援しています

中原　明子（66期）

井﨑先生は、事務所の兄弁にあたるものの、
私が入所したときには既に独立しておられたの
で、直接、事件をご一緒させていただいたこと
はありませんが、それでも、委員会や様々な会
合でお会いする機会には、いつも優しくお声が
けいただき、仕事や人間関係で悩む私を「大丈
夫、大丈夫」と明るく、励ましてくださいまし
た。

コロナ禍の影響が残る状況での副会長の職務
は困難だろうと思いますが、井﨑先生であれ
ば、困難な状況こそ明るく、その強さと優しさ
で突破していかれるだろうなと感じておりま
す。

今後１年間、どうかお身体にはお気をつけて
お過ごしください。応援しています。
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実力を発揮して活躍してください。

中村　吉男（44期）

井﨑さんといえば「いつも落ち着いた声で話
す安定感がある信頼できる人」という印象で
す。福田会長の下で、他の副会長と協調して会
務を担われることを期待しています。

真面目な性格であることも間違いありません
ので「副会長としての適性」に何の心配もあり
ませんが、仕事を全て１人で抱え込んでは大変
ですので、「要領よく周りの人を使う（言い方
が悪ければ、協力して貰う）」というのも大切
だと思います。井﨑副会長から頼まれれば、皆
さん、喜んで協力すると思います。私も何かあ
ればいつでも協力します。１年間頑張って下さ
いね。

井﨑先生　お願いします！

西　　信子（35期）

井﨑先生、副会長当選おめでとうございま
す。私の最初に印象に残った光景は、知財の
勉強会を終え、みんなと食事している最中に、
さっと電子辞書で調べてみんなに説明してくれ
たことです。好奇心が強く正確性を期する先生
だなあと思いました。そして、法友倶楽部創立
90周年の記念式典・祝賀会部会での事前準備等
の手堅い事務処理能力の高さでした。福田執行
部のキャッチフレーズは、「悩まんと　頼りに
してや　弁護士を“ひとりやない”」とのこと
ですが、先生の手堅く安定感のある仕事ぶり期
待してまっせ！！

井﨑先生を応援します！！

西本　雄大（66期）

この度は、令和４年度副会長ご当選おめでと
うございます。井﨑先生とは、司法修習生に対

する民事交互尋問プログラムの記録作成ＰＴで
初めてご一緒させていただき、平成29年以来毎
年同プログラムでお世話になっております。い
つも、後輩の私たちにも優しく気を遣ってくだ
さる一方、ここ数年は統括リーダーとしてプロ
グラムを力強く引っ張っていかれ、諸先輩方か
らも厚く信頼されている姿に、ただただ尊敬す
るばかりです。大変な一年だと思いますが、井
﨑先生の魅力で弁護士会を引っ張っていってく
ださい。

ご活躍を、期待しています

後岡　良知（33期）

副会長当選おめでとうございます。
井﨑先生は、企画調査室の嘱託の経験もあ

り、弁護士会の会務をお任せするのに、願って
も無い人材です。

また、井﨑先生は、これまで、多くの弁護士
会や法友倶楽部の仕事を、その緻密さと優れた
事務能力で、見事にこなしてこられました。委
員会活動では、総合法律相談センターでご一緒
させていただきましたし、会派活動では、90周
年記念事業の式典祝賀部会で、大川部会長のも
と非常に綿密な計画をたてていただき、さすが
井﨑先生と感じました。

先日、弁護士会の新年会で、井﨑先生にお会
いしましたが、すでに、理事者としての雰囲気
が漂っていました。
１年間、大変だと思いますが、健康に気をつ

けて、頑張ってください。ご活躍を期待してい
ます。

井﨑さんを応援します

橋口　　玲（49期）

井﨑康孝さんが、令和４年度の副会長になら
れます。心よりエールを送ります。活躍中の中
嶋副会長と共に、法友54期で、皆からその登場
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を望まれていた方だと思います。井﨑さんの、
法友倶楽部幹事会での、実直で、丁寧な進め方
は、きっと弁護士会の執行部仲間にも頼りにさ
れることと思います。また弁護士会の自治部門
等をはじめ、会務活動への参加を十分頂いてお
りました。私自身も、人選において、とてもお
世話になりました。ところで、コロナ過での会
活動の在り方は、ここ数年、苦労の連続で、本
当に頭が下がる思いです。今年度も、安寧を祈
りつつも、厳しくも果敢なバランス感覚が試さ
れると思います。どうぞその実力を発揮なさっ
てください。

井﨑さんのご活躍に 
期待しています

橋田　　浩（43期）

井﨑さん、令和４年度副会長当選おめでとう
ございます。新型コロナの終息がまだまだ見通
せない難しい時期ですが、高い志をもって副会
長に立候補されたことに敬意を表します。難し
い問題があると思いますが１年間の会務運営よ
ろしくお願いします。

井﨑さんについては、事件、法友の常幹、委
員会を通じ、頼りなさが残る新人のころから副
会長当選に至るまでどんどんと成長されていく
姿を拝見してきました。企画調査室嘱託として
会務に関与された後、複数の委員会で副委員長
を務められ、会務に精通されたことで、井﨑さ
んは、副会長にふさわしい能力と資質を身につ
けられており、その点についてはまったく心配
はないと確信しています。
４月になって実際の副会長職に就かれると

様々な課題やこれまで経験したことのない問題
に直面されることと思いますが、これまでに
培ってこられたご自身の能力を信じて、大局的
な視点に立って自然体で取り組んでいただけれ
ば、必ず大きな成果が得られるものと確信して
います。

くれぐれも健康には留意され、１年間思う存

分活躍して下さい。期待しています。

流れを元に

林　　裕之（53期）

井﨑先生、副会長ご当選、誠におめでとうご
ざいます。

由緒ある法友倶楽部は、多数の有能な人材を
大阪弁護士会に送り込み、特に副会長について
は、期が若いながらも頭脳明晰、質実剛健、温
良恭倹という方々を推薦してきました。ところ
が、令和に入って流れが変わり、令和元年度Ｈ
やし副会長、令和二年度MOり副会長、令和３
年度NAか嶋副会長になるにつれ、徐々に大胆
不敵、天真爛漫、唯我独尊といった色合いが濃
くなってきました。私も大変気に病んでいたと
ころ、まさに頭脳明晰、質実剛健、温良恭倹を
地で行く井﨑先生が名乗りを上げてくれまし
た。これで、元の法友に戻れます！　ありがと
う井﨑先生、話を短くすることだけ注意して、
頑張ってください！　ＴーテムＰール！

本業、会務、私生活を 
バランス良く

播磨　政明（29期）

小松陽一郎門下での初めての副会長就任、井
﨑さん、ご苦労様です。登録、独立、副会長就
任と、ほぼ10年ずつの区切りで確実に歩んで来
られましたね。小松法律特許事務所では、仕事
一途で粘り強く多くの経験を積まれ、独立され
てからは、一転して委員会、法友倶楽部での活
動にも励まれ、本業、会務、会派全てに精通さ
れた上で、今回、本業と会務との両立を目指し
てご自分から手を挙げられ、その行動力に敬意
を表します。

井﨑さんの抱負の第一は、若手・中堅を中心
とする会員の会務への参加意識を高め、将来に
わたり、弁護士自治が堅持されるような基盤を
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整備するという極めて難しい課題への取組で
す。私生活も大切にしたいとの思いも大事に、
この１年間の経験をその後の会務に活かしたい
という姿勢を忘れずに、次の10年を目指して

（会派活動にも）邁進していただきたいと思い
ます。

井﨑先生がんばって下さい！

伴城　　宏（50期）

井﨑先生とは修習委員会の副委員長としてご
一緒に仕事をさせていただきました。井﨑先生
は真面目な実務家で、とにかく、どんな仕事で
も、嫌な顔どころか、微妙そうな顔すらせず、
積極的に引き受けていただいたので、とても助
かりました。人柄も温厚で、修習生の面倒見も
よく、チームで仕事をするには最適な先生で
す。執行部では、潤滑油としての役割を思う存
分、発揮して下さるものと期待しています。

井﨑先生をお支えします。

菱田　　優（71期）

井﨑先生と一緒にお仕事をさせていただき、
早１年が経過しました。

井﨑先生は、（おそらく他の先生方からもご
指摘があるとおり）仏のような優しいお人柄
で、関係者間の意見の調整を得意とし、思い
切った采配がズバリ功を奏し、時より執務室か
ら流れている洋楽のごとくリズミカルに事件を
処理される方です。副会長になられても、こう
した能力を存分に発揮されることと思います。
また、体力面においても、ご自宅ではエレベー
タの使用を控えて階段を上られるなど、抜かり
がありません。

これからますます多忙な１年を過ごされるか
と思いますが、お体に気を付け頑張ってくださ
い。井﨑先生が副会長の職務に励めるよう、私
も微力ながら、事務員と協力し、お支えします。

井﨑先生のご活躍を 
応援しています！

一津屋香織（62期）

井﨑先生、大阪弁護士会副会長のご就任おめ
でとうございます。

井﨑先生とは、2021年度常幹にてご一緒させ
ていただきました。個性豊かな常幹メンバーの
中で、井﨑先生は、「仏の井﨑」「法友の良心」
と称されるほど、穏やかで後輩想いの優しい先
生です。ただその一方で、私は、井﨑先生の穏
やかな笑顔の裏にメラメラとほとばしる強い情
熱や信念を見逃しませんでした。井﨑先生な
ら、副会長として立派にその役割を務めあげて
いただけるであろうことは言うまでもありませ
ん。井﨑先生と常幹にて一緒に活動させていた
だけたことを本当に心から感謝しています。

副会長としての１年間、お体に気をつけて頑
張ってください。ご活躍を心より期待していま
す。

井﨑先生 がんばってください

平井　信夫（48期）

もう副会長として会員のために、ご尽力をい
ただけるポジションになられたのですね。井﨑
先生には、法友倶楽部のジュニア時代から、い
ろいろとお世話になっていましたが、雑用でも
コツコツと誠実にこなしていただいて感謝して
いました。

井﨑先生なら、大阪弁護士会を適切な方向に
導いていただけるものと確信しています。１年
間大変ですが井﨑先生、よろしくお願いしま
す。
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井﨑先生、大いに期待しています！

福原　哲晃（29期）

井﨑先生とは、世代も違い、深くお付き合い
する機会がありませんでしたが、私が大阪弁護
士会の会長を務めた当時、先生には、企画調査
室の一員として正副会長会に出席していただ
き、懸案事項についての調査やアドバイスを的
確にしていただいたことが、今懐かしく思い出
されます。

どちらかと言えば控えめなタイプですが、誠
実かつ優秀で、さすが小松陽一郎先生の門下生
ですね。法友倶楽部での選考において、自然発
生的に「次の副会長は井﨑さん」という声が挙
がり、全会一致で推薦されました。

今、裁判も含め、社会・経済の仕組みが一気
にデジタル化へと突き進みつつあります。福田
健次会長を支えて、この大変動期における弁護
士会の舵取りをしっかりとお願いします。大い
に期待しています。

安心感と安定感の井﨑先生！

藤田　増夫（一水会・55期）

井﨑康孝先生、令和４年度大阪弁護士会副会
長ご当選、誠におめでとうございます。

井﨑先生には、企画調査室嘱託（田中宏室長
時代）の先輩として、大変お世話になりました。
企画調査室嘱託は、正副会長会に出席したり、
弁護士会における喫緊の課題を検討したりする
のですが、当時、「会員不祥事の早期把握の方
策」等を検討しておりました。高度な守秘義務
を負う内容が多く、緊張することも多いのです
が、井﨑先生は、いつも笑顔でまわりを安心さ
せながら、淡々と確実に職務をこなされていま
した。本当に頼りがいのある先輩でした。今で
も感謝しております。

その後も弁護士会の会務でご一緒することが
多く、土谷喜輝先生の陣頭指揮のもと実現した

インターネット法律相談（「ｅ相談」）のＰＴで
も一緒に活動させていただきましたが、上記嘱
託時と同様、井﨑先生の安心感と安定感に包ま
れ、とても楽しく活動させていただきました。

このような井﨑先生ですので、コロナ禍で
あっても、必ずや弁護士・弁護士会を明るくし
ていただけるものと確信しております。

一年間、お体には十分に気を付けていただ
き、思う存分ご活躍いただきたいと存じます。
そして、コロナ禍が収束しましたら、是非とも
懇親会を開催させてください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

ジェントル兄弁！ 
井﨑副会長を応援しています。

藤野　睦子（61期）

井﨑先生、副会長ご当選おめでとうございま
す。

私が小松法律特許事務所に入所した際、８期
上の先輩として、井﨑先生がいらっしゃいまし
た。その頃、全国に多数の営業所がある会社の
破産手続が開始し、その管財人代理業務を統括
する主任を井﨑先生が務めていらっしゃいまし
た。売掛金回収、多数の債権者の方への対応
等々、相当な激務であったはずですが、井﨑先
生は、いつも穏やか、紳士的に、す～っと業務
を処理なさっていました。独立なさってからも
そのお人柄はお変わりなく、ジェントルマンの
井﨑先生、きっと、副会長のお仕事も素敵に取
り組まれることと存じます。弟弁・妹弁も、応
援しております。

「ニコニコと穏やかに」 
務めを果たす人

本元　宏和（54期）

井﨑さんの印象は、「ニコニコと穏やかに」
務めを果たす人です。
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登録して２年目だったか３年目だったか、万
博公園で行われた運動会で、若手が着ぐるみを
着て子どもたちの遊び相手をすることがありま
したが、無邪気に体当たりをしてくる元気な子
供たちにも「ニコニコと穏やかに」相手をして
いました。

また、９年目だったと思いますが、ジュニア
部の代表を決める際も、「ニコニコと穏やかに」
結果を受け入れて引き受けてくれました。

昨年度まで司法修習委員会の副委員長も（お
そらく）「ニコニコと穏やかに」担当されてい
たのだと思いますし、こうした経験も活かし
て、副会長という大役も「ニコニコと穏やかに」
果たされると確信しています。

井﨑先生、期待しています！！

増田　　力（63期）

井﨑先生、副会長当選おめでとうございま
す！

井﨑先生には、入会直後の会派旅行でご一緒
させていただきましたが、上品な雰囲気と温和
な人柄に安心してお話させていただくことがで
きたことを覚えています。

あれから10年、今も変わらず温和な人柄と親
しみやすさで、多くの顧客からの信頼を得てい
る井﨑先生なら、国民から慕われる弁護士会を
作り上げてくれるものと期待しています！！

我らの井﨑副会長！

松木　俊明（64期）

井﨑先生、2022年度副会長ご当選おめでとう
ございます。

井﨑先生と初めてお会いしたのは、今から10

年前、法友倶楽部のジュニア部の例会でした。
右も左も分からない私達に対して、本当に優し
く接していただいたのをよく覚えております。
また、ジュニア部卒業後も私達若手のことを常

に気にかけてくださり、相談にも乗っていただ
きました。相談をした際にも、本当に親身に
なって話を聞いてくださった上で、的確なアド
バイスをいただきました。

大阪弁護士会の副会長職につかれても、その
温和なお人柄と親身になって若手会員の意見を
聞いていただき、各会員が進むべき方向に導い
てくださることと信じています。一年間、御身
体を大切にしながら走りぬいてください！

井﨑さん 頑張って下さい

満村　和宏（41期）

幹事長の仕事で重要なのは、弁護士会の役員
候補を選ぶことです。井﨑さんは、私が幹事長
の時に、お願いして企画調査室に入ってもらい
ました。それまで会務らしい会務をされていな
かったのですが、快諾してくれただけではな
く、「弁護士会のことを勉強する良い機会です」
と言ってくれました。これがきっかけで、いろ
いろな委員会を経験され、今回の副会長当選に
つながったのであれば、私の幹事長の仕事の成
果だと胸を張れます。

実直な人柄なので、担当委員会の信頼を得
て、存分に実力を発揮されることを期待してい
ます。副会長がしっかりしていると、会務は引
き締まると思います。福田会長を支えて、一年
間頑張って下さい。

一歩でも二歩でも前に 
進めてください

宮﨑　誠司（47期）

コロナ禍前に催された大阪弁護士会大運動会
の会派別のテントの最前列で、井﨑さんにこの
度の役職に就かれる可能性についてふわっとお
尋ねしたことがあります。井﨑さんが適格候補
者である踏まえがあっての問いかけでした。そ
の時は、下のお子さんが生まれて間もないの
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で、当面は難しい云々のご説明であったように
記憶しています。家庭のことも包摂して考えら
れる極めてまっとうな感覚だな、と受け止めさ
せていただきました。

要望としては、法律相談事業の拡充に知恵を
出して欲しいです。弁護士会館は来館する場所
としてのロケーションは良くないです。風雨の
日に、どの最寄り駅からであってもあそこまで
歩きたくないです。

井﨑先生、頑張ってください！

宮部　千晶（61期）

この度は大阪弁護士会副会長にご就任おめで
とうございます。

井﨑先生は、私がジュニア部の会計担当をし
ていた際に、ジュニア部の代表幹事をなさって
いて、その際は大変お世話になりました。皆さ
まご存じかと思いますが、先生はとても優し
く、穏やかなお人柄で、菩薩のような方です。
菩薩といえば、地蔵菩薩が思い浮かびますが、
地蔵菩薩は、全ての者の苦しみを救う、時には
地獄までも助けに来てくれると言われていま
す。井﨑先生もそのお人柄で会長を支え、会務
に邁進されることと思います。

どうぞお身体にお気をつけて、頑張ってくだ
さい！

応援しています

村岡　悠子（63期）

約６年前、長男の保育園入園式で、赤ちゃん
モデルのようなハンサムBOYを抱っこした井

﨑先生にばったりお会いしました。会派活動は
ご無沙汰していた私ですが、運動会や参観など
で井﨑先生とお会いする機会はむしろ増え、園
のイベントで先生と一緒に三角巾をつけてキャ
ラ弁作りに四苦八苦したのは良い思い出です。
私の井﨑先生像は完全に「子煩悩で優しいお父
さん」ですが、常に穏やかで誰にでも分け隔て
なく丁寧に対応される先生の姿勢をいつも尊敬
していました。執行部でも先生のお人柄はなく
てはならないものだと思います。どうかお体に
気を付けてくださいね。

人柄良し、他も良し

村田　秀人（49期）

この度は副会長ご就任おめでとうございます。
私にとっての印象は「お人柄よし、バランス

感覚よし、お話の仕方も上手い」です。そして、
失礼ながら、ご容姿もさわやか、ですね。

かなり前になりますが、仕事ぶりを拝見させ
て頂いたことがあります。依頼者、相談者へソ
フトな対応をされるイメージがとても強いで
す。依頼者、相談者にとても信頼されていたと
記憶しています。

比較的最近になりますが、弁護士会で実施し
た「電話相談110番」（すみません、正確な名称
は失念いたしました）で、席を並べて電話対応
をさせていただきました。以前と変わらぬ印象
でした。回答される内容も、バランス感覚に富
んだ、とてもわかりやすい回答をされていまし
た。

今までのご活躍をふまえて、理事者として４
月から、さらに活躍されます。前理事者からの
引継ぎや、すでに予定が決まっている業務など
でご多忙かとは思います。ご自身がお考えに
なっている、「やりたいこと」にも取り組んで
いただけたら幸いです。

協力が必要なことが、もしあれば、喜んで協
力させて頂きます。

古い話になりますが、司法修習生になったお
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りに、司法研修所の教官に「健康に気をつけて
ください」と言われました。また「自分が何を
するのか、人に何をしてもらうのか、見極めな
さい」とも言われました（すみません、正確な
フレーズは失念いたしました）。

当時は、正直、心に響きませんでした。でも、
今は、重要さを実感いたします。

昨今の情勢をふまえてもそうですが、大事を
なすときはもちろん、日々、健康維持は大切な
ことだと思います。

また、理事者として、職員の方の協力をお求
めになり、そして適宜指示をされることが、求
められることになるでしょう。ご自身が何をす
るのか、はもちろんですが、人に何をしてもら
うのか、もますます大事になってくると思いま
す。

百もご承知のことと思いますが、失礼ながら
この機会にご紹介いたしました。

くれぐれも健康にご留意され、より一層のご
活躍をお祈りしております。

緻密で実直な井﨑さんに 
エールを！

森　　直也（53期）

井﨑君は、受験時代に少しだけ指導をしたご
縁がありましたが、その頃から、緻密な思考力
を有する「切れ者」であると同時に、「癒やし
系」の実直な人柄を併せ持つ好漢でした。　

弁護士になってからは、小松先生の薫陶を受
け、倒産や知財分野でも経験を積み、研鑽を深
められました。何より、常に冷静で物事に動じ
ない態度は、もはやベテランの雰囲気です。

そんな井﨑君へ、僕から中嶋君に渡った法友
倶楽部のタスキが繋がることになりました。し
かも、同じ年に法友幹事長として井﨑君を支え
ることとなり、感慨もひとしおです。

副会長の一年は長いようであっという間で
す。コロナ禍の状況下では尚更でしょう。多忙
を極めるとは思いますが、会長や他の副会長と

の協働作業は、学ぶことも多く、必ずや井﨑君
の今後の弁護士人生の糧となるでしょう。そ
して、可能であれば、この一年で一つだけで
も「これは僕がやった」というものを残しても
らえればと思います。井﨑君なら、それが出来
る！と信じています。どうか頑張って下さい。
僕と令和４年度常幹が、精一杯バックアップし
ますから。

ご当選おめでとうございます。

籔根　壮一（64期）

井﨑先生、この度は副会長へのご当選おめで
とうございます。

私は、井﨑先生から見てちょうど10期下の立
場であり、会派などで一緒に活動させて頂く機
会はそれほど多くはありませんでした。

しかし、井﨑先生は、そんな私に対しても親
しく接してくださり、お忙しい中にもかかわら
ず、事件処理に関する相談にも懇切に応じてく
ださりました。

井﨑先生は、とても温厚なお人柄で人格識見
ともに秀でたお方です。必ず、副会長としてご
活躍頂けると確信しております。私は数ならぬ
身ではございますが、いずれご恩をお返しでき
るよう努めてまいりますので今後ともよろしく
お願いいたします。

頼りになる兄弁でした

山崎　道雄（60期）

井﨑先生は、小松法律特許事務所時代の兄弁
です。一緒にお仕事をさせていただいた時の印
象はスピーディーに処理をなさるというもの
で、法律相談や管財事件での課題は、基本的に
その日のうちに処理されていました。また、相
談者や仕事仲間の顔を立てることも重視されて
おり、既存のアイデアを最大限に活かしなが
ら、ご自身の意見を的確に反映させることを得
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意になさっていたと思います。さらに、忙しい
環境でも、昼休みにはランチに、休日にはゴル
フに連れていってくださる等、非常に後輩の面
倒見のいい先輩でした。副会長としての資質に
申し分ないだけでなく、若手にも目線を向けた
会運営をしてくださると思います。応援してい
ます。

絵に描いたようなジェントルマン

山田　敬子（56期）

井﨑先生、副会長ご就任おめでとうございま
す。井﨑先生は、第一印象からして、品行方正
なザ紳士というご様子で、実際にも行事などで
ご一緒しても、第一印象が全く崩れない、本当
に穏やかな方です。以前、法友のテニス企画で、
移動時に車に乗せて頂いたことがありますが、
その時も本当に優しく、運転もお上手で、日々
本業でＤＶ男を相手にしている私にとっては、

「日本にはこんな紳士もまだいる！！」と勝手に
ほっとしたことをよく覚えています。副会長の
業務は、本当に多忙で、大変だとは思いますが、
お体には十分気を付けて頂きつつ、そのお人柄
と頭脳明晰さを最大限発揮されて、ご活躍され
ることを祈念しております。

井﨑先生いつも応援しています

米倉　正実（法曹同志会・52期）

井﨑先生とは、平成23年～平成24年、弁護士
会の企画調査室嘱託でご一緒しました。毎週月
曜午前中の正副会長会に出席し、副会長会と常
議員会は交代で出、弁護士会の課題を、当時リ
アルタイムで共有していました。本年度、井﨑
先生が、正副会長会、副会長会、常議員会を
リードして行かれる姿を楽しく想像していま
す。井﨑先生には昨年度、公益活動推進員会と
財務委員会でも大いに助けて頂きました。両方
とも弁護士会にとって不可欠で会員の権利義務

を左右するので難しい課題ばかりですが、井﨑
先生は常に中庸で穏やかな意見を言って下さり
安心して委員会を進めることができました。副
会長は難しい課題も多いと思いますが、私は井
﨑先生をいつも応援しています。思いきり活躍
してください。
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法友倶楽部「政策」

はじめに

法友倶楽部は、大阪弁護士会における政策団体として、継続的に「政策」を公

表し、弁護士・弁護士会がその時々に直面している重要な課題について、問題提

起を行い、とるべき施策の提言を行ってきました。時に「時期尚早」との誹りが

あり得るとしても、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現のた

めに、今対応すべき問題についていち早く呈示し、今後の幅広い議論を促してき

ました。

2022年（令和４年）度の「政策」においても、その姿勢は変わりません。弁護

士自治、人権擁護、男女共同参画、刑事弁護、子どもや若年者の人権、業務拡大

の各分野について、法友倶楽部に属する比較的若い会員が中心となり、それぞれ

が取り組んでいる分野の最先端の議論を交えつつ、個々の弁護士並びに弁護士会

が進むべき道筋を端的に示しています。特に今回は、入管問題、刑事司法ＩＴ化、

高年齢児の自立支援など、喫緊に対応すべき新しい論点についても、積極的かつ

具体的な提言を行っています。

是非お読み頂き、皆様の議論の一助として頂ければ幸いです。

2021（令和３）年度　政策部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

部会長　　森　　　直　也　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政策部会　　魚　住　泰　宏　　太　田　健　義　　大　橋　さゆり

井　崎　康　孝　　中　嶋　勝　規　　川　本　真　聖

浜　田　真　樹　　梁　　　沙　織　　門　林　俊　夫

中　島　裕　一　　玉　野　まりこ　　中　井　雅　人

われわれが当面する重要課題われわれが当面する重要課題
――将来の司法、日本社会のために弁護士会が今行うべきこと将来の司法、日本社会のために弁護士会が今行うべきこと――
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第１　弁護士自治

１　弁護士自治の重要性

基本的人権を擁護し、社会正義を実現する
という弁護士の社会的使命を達成するために
は職務の独立性は不可欠であり、弁護士には
諸外国でも例をみない完全な自治権が認めら
れている。職務の独立性を担保するために弁
護士自治が採用された反面、個々の弁護士に
非難に値する行為があった場合にこれを是正
する制度として、最も適正妥当と考えられた
のが弁護士会による監督という方策であり、
その実効性を保つために強制加入が要請され
た。弁護士自治と強制加入制度は表裏一体の
ものであり、弁護士の職能に応じた適正な規
制である。

このような弁護士自治は所与のものではな
く、1949年（昭和24年）に議員立法の形式で
成立した現行弁護士法で勝ち取られたもので

あり、弁護士自身の不断の努力によって堅持
していく必要がある。

そのためには、会員個々が弁護士自治を堅
持する意識を持つことが重要であり、個々の
弁護士、そしてその集合体である弁護士会の
諸活動に対する社会からの信頼が弁護士自治
を支えるものであることを改めて自覚し、社
会からの信頼を維持できるよう努める必要が
ある。

２　不祥事対策

⑴　メンタルダウン対策
会員の不祥事の端緒は、故意の横領事案等

を別とすると、事件の滞留・放置が主要な原
因である。事件の滞留・放置は、会員のメン
タルダウンが原因であることが多いが、その
きっかけは難しい依頼者や相手方への対応に
疲弊した結果であるものもみられる。

当会の会員サポートは、会員の職務又は業
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務について生じた各種の問題について対応が
可能であるが、難しい依頼者や相手方への対
応に苦慮した場合には積極的な利用が望まし
い。また、本来は業務妨害として対応すべき
事案にもかかわらず、依頼者あるいは相手方
だからという理由で対応を続けた末にメンタ
ルダウンに至るような事案も存在し、早期に
会員サポートの利用あるいは業務妨害支援を
受ける等の適切な対応が必要である。
⑵　業務引受弁護士制度

2019年（令和元年）７月１日、業務引受弁
護士紹介制度がスタートした。会員が死亡、
行方不明又は心身の故障により受任事件の処
理ができなくなった場合に、事件の滞留・放
置を生じさせず、弁護士会の信頼を維持する
ために設けられた制度である。

会員の心身の故障を防ぐべく各種の対策は
講じられるべきではあるが、依頼者が事件の
滞留・放置によって被害を受けることがない
よう業務引受弁護士制度の利用が必要な案件
には速やかに適用される必要がある。

なお、本制度が従来想定していない規模の
案件が生じた場合にも適切に業務引受弁護士
を割り当てられるよう体制整備は行っておく
べきである。
⑶　不祥事対策

2019年（平成31年）２月13日に弁護士不祥
事等総合対策プロジェクトチームが取りまと
めた弁護士預り金管理制度を導入しない場合
の代替策に関する三点の提言、すなわち、①
保険会社が弁護士に預り金を送金する際に依
頼者にも通知するよう求める対応、②当会が
会員の預り金口座の照会の必要性を認めた場
合に直接金融機関に対して預り金口座の照会
を可能とする対応、③電子納付制度の拡充、
については会員が極力依頼者から金員を預か
らないという方針を志向するものである。

このうち③については、裁判のＩＴ化が進
行している現在、将来的な訴状のｅ提出等を
見据え、電子納付が可能な保管金の種目をこ
の機会に拡充し、全ての手続がオンラインで
完結する方向を目指して、日弁連を通じた継
続的な協議が必要である。

また、①については、提言されているよう
な運用が可能かを保険会社側に照会している
状況であるが、各社の業務システムが多様で
あることから、画一的な対応は困難な可能性
もある。この点、当会ではすでに依頼者向け
の預り金保管に関する説明書が存在するが、
十分活用されているとはいいがたい。少なく
とも相談センター経由の受任事案やLAC事
案等の当会が関与する事件の受任手続におい
ては、上記説明書に沿った預り金についての
説明を行っている旨の依頼者の確認書の提出
を事件受任承認の要件とする、あるいは定型
の委任契約書に確認事項を盛り込むことによ
って、預り金規程の周知と遵守を徹底するこ
とは可能であると思われる。

最後に②については、金融機関への調査の
結果、当会の会則は内部自治の問題であり、
これを根拠に預り金口座の照会に応じること
は困難である旨の回答を得ている状況とのこ
とである。たとえば預り金規程に基づき会が
預り金口座の履歴の照会をした場合には速や
かに応じる旨の同意書の提出を会員に求め、
これに応じたことを表示することや統一名簿
の登載要件とすること等も次善の策としては
検討に値する。

適切な監督権の行使のためには、様々な対
策が試みられるべきであり、それでも効果が
得られないのであれば、弁護士自治の堅持の
ため、当会が会員の預り金口座を管理する制
度の導入を再度検討せざるを得ない。
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３　近時の非弁提携問題

⑴　広告業者が関与する非弁提携事例
東京ミネルヴァ法律事務所の破産事件は多

数の依頼者が被害を被った点で社会的注目を
集めており、破産管財人や元依頼者が同事務
所を支配していた広告業者に対しても訴訟提
起したことが報道されている。

また、当会の会員が、法律事務を広告会社
の派遣する従業員等に担当させ、自己の名義
を利用させた弁護士法違反の罪で、有罪判決
を受けた事象も発生している。

このような例にみられる広告業者への過度
の依存は、弁護士数増大による競争激化がも
たらした病理現象ともいえるが、経験の浅い
弁護士が巻き込まれることがないように注意
喚起は必要である。
⑵　周旋規制と広告の限界

弁護士の広告自体は自由化されており、イ
ンターネットを利用した業務広告に関して
も、当会の「大阪弁護士会インターネット法
律相談事業関与規則」及び「大阪弁護士会イ
ンターネット法律相談ガイドライン」におい
て、弁護士法72条で規制される「周旋」と許
容される業務広告の範囲が規定されている
が、同ガイドライン自体が指摘しているよう
に、事例の集積に合わせての適時の改訂が必
要である。

仄聞するに、「東京ミネルヴァ」事件等の
広告業者に依存している事例においては、法
律事務の売上の大半を広告業者に広告費用と
して支払わざるを得ない事態が生じている
が、これは弁護士業務の集客手段としての広
告として適正とはいえないばかりか、法律事
務所の運営費用の大半を広告業者に支払わざ
るを得ないことにより、実質的に広告業者が
弁護士を支配しうる状況となっている。

弁護士法72条の立法趣旨は、弁護士のよう

な厳格な資格要件がなく、何らの規律にも服
しない者が、自らの利益のために他人の法律
事件に介入することを放置した場合には、当
事者その他の関係人等の利益を損ね、法律生
活の公正かつ円滑な営みを妨げ、ひいては法
律秩序を害することにある（最大判S.46.7.14

判決参照）。
しかるに、無資格者である広告業者が、実

態として弁護士を支配するような状況が生じ
れば、自らの利益を優先して、依頼者や関係
人等の利益を損ね、ひいては法律秩序を害す
る恐れがあることも自明であり、これは弁護
士法72条が弁護士に法律事務を独占させ、上
記の弊害を防止しようとした趣旨にも反する。

上記のように、法律事務の報酬の大半が広
告費用となるような事態は、「実費及び客観
的かつ定額的に定められる広告料」とは到底
いえず、「周旋」の対価であり、また、弁護
士報酬の分配が行われていると考えざるを得
ないものである。

インターネット技術の発達、広告の自由化
により、世界中からの集客が可能となる時代
が到来しているが、広告業者との関係の持ち
方については、改めて現状の事例の分析を行
い、業務規律を見直す時期が来ていると考え
られるが、少なくとも現に発生している事象
は、現行の規律においても、違法との評価を
免れないものである。

４　情報セキュリティの問題

民事裁判手続のＩＴ化に続いて刑事裁判手
続も急ピッチでＩＴ化に向けて進んでおり、
このような流れの中で情報セキュリティへの
取組を行うことは急務である。現在日弁連が
構想している情報セキュリティ規程を創設す
る必要性は肯定できる。

また、個々の弁護士の独立性、業務の種類
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は事務所の規模に応じて自立性に任せること
も必要であり、現在日弁連が検討している規
程のように「基本的な取扱い方法」の策定を
求めるにとどめることとした点も首肯できる。

しかしながら、過度に弁護士の実情に配慮
した規律にした場合、弁護士が扱う情報自体
が依頼者のプライバシー等に関わるものも含
む情報であるにも関わらず、世間一般の水準
に到達しないセキュリティ規程の遵守で足り
るとすれば、弁護士自治の根幹である市民の
信頼を損ねかねない。ＩＴリテラシーの問題
や業務の種類・事務所規模等の実情を踏まえ
つつ、市民の信頼を維持する制度設計が必要
である。

第２　人権擁護

１　入管問題

2020年（令和２年）５月18日、国会に上程
されていた出入国管理及び難民認定法（以下

「入管法」という）改正案の廃案が決まった。
現行入管法においても長期収容により心身を
むしばまれた被収容外国人が適切な医療を受
けることなく死亡する事件が続く中で、上程
されていた改正案は、①新規罰則の創設（退
去強制拒否罪、仮放免逃亡罪、就労罪等）、
②難民認定申請者の送還停止効の一部撤廃、
③管理措置制度の新設等、むしろ入管当局の
権限を拡大させる「改悪案」といえるもので
あった。

現時点で、入管法改正案の再度国会提出は
控えられているようだが、いずれ再提出され
ることは確実といえる。

日本に滞在する在留資格のない外国人や難
民申請者において顕著であるが、そもそも外
国人の在留資格には権利性がなく、付与・更
新・不更新は日本政府の広い裁量の下にあ

り、まさに従来からいわれる「煮て食おうが
焼いて食おうが自由」の状況が継続している

（今般、ロシアの軍事侵攻を受けたウクライ
ナからの避難民に対して、日本政府は受入れ
を表明したが、これはあくまで特例的措置で
ある）。

当会は、入管収容施設の所在する地域にあ
って、とりわけ入管問題に敏感であらねばな
らない。そこで、以下のような独自の運動を
担っていくことが必要である。
⑴　外国人の人権の擁護と社会的正義の実現
のため、入管法改悪問題に対して、そもそも
現行入管法が内包する問題点を明示し、「あ
るべき入管法」に向けた積極的な会長声明・
意見書を提出するべきである。
⑵　東京弁護士会や関東弁護士会連合会にお
いては、外国人の権利に関する委員会が設置
され、積極的に活動している。現在、当会に
は外国人に関する法的サービス検討推進プロ
ジェクトチームが2023年（令和５年）３月ま
での期限付きで設置されているが、これをよ
り拡充し、労働、家事、子ども、在留資格、
刑事、通訳人養成、紛争解決制度等、外国人
に関わる法的サービスを網羅する委員会ない
し関連委員会の連携による対策本部を創設す
るべきである。
⑶　在留資格のない外国人には民事法律扶助
制度が利用できず、日弁連法テラス委託援助
の外国人援助または難民援助によるしかない。

しかし、外国語によるコミュニケーション
の壁及び文化の壁がある中で受任弁護士が取
り組むのに、現状の援助金額（難民認定手続
で11万円、審査請求で11万円、訴訟手続で22

万円、成果に対する報酬なし。外国人事件で
訴訟以外手続5.5万円から11万円、訴訟手続
で16.5万円。費用は各手続20万円が上限）、
及び、これに複数弁護士選任のハードルが高
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いという問題が加わる。受任弁護士は支援団
体に頼りながらプロボノ活動を行っているの
が実状である。

入管収容施設の所在する地域にある当会と
して、他単位会にない独自の予算措置がなさ
れるべきである。例えば、「大阪独自援助」
という形で、委託援助の上乗せ（複数選任、
成果に対する報酬支給等）があってもよい。
⑷　大阪府内市町村における、外国にルーツ
を持つ子どもや親へのサポート、外国人への
行政窓口対応の改善、よりそい支援の充実等
を求める取組も行うべきである。
⑸　現在、入管施設から仮放免を受けた外国
人は、就労が認められない。特に難民申請者
は日本国内に頼れる親族がおらず、（公財）
ア ジ ア 福 祉 教 育 財 団 難 民 支 援 事 業 本 部

（RHQ）が外務省から受託して行う生活援助
を受けるなどして、篤志者の提供した住居で
暮らしている。入管当局から在留資格を問わ
れる立場にある外国人には、入管に通報され
ず安心して居住できるシェルターが必要であ
る。当会から、その必要性を公に発信してい
くべきである。

２ 　コロナを契機として顕在化した貧困問題

に対する取組

⑴　新型コロナウイルスの蔓延による影響
は、飲食業・観光業・インバウンド向け事業
について顕著であった。休業を余儀なくされ
た業者に対しては各種給付金・助成金が支給
されている。

しかし、コロナ対応の各種施策があって
も、長引く感染状況の中、就労先に窮して生
活に破たんを来す者（生活困窮者）が増加し
ていることが容易に推測できる。
⑵　これに対して、弁護士は、１つは、各種
救済施策を十分に利用できるように、生活困

窮者を「生活困窮者自立支援法」に基づき各
市区町村に設置されている「生活困窮者自立
支援窓口」へつなぐアドバイスをする必要が
ある。「生活困窮者自立支援窓口」では、困
窮の内容に応じて、生活保護へつないだり、
弁護士その他の適切な支援先へつないだりす
る役割を果たしている。

従前から、当会貧困・生活再建問題対策本
部では、生活困窮者自立支援窓口に連携して
適切に法的アドバイスを提供するため、各市
町村との委任契約を締結してきていた。そう
したところ、今般のコロナ禍の下で、生活困
窮者自立支援窓口が住居確保給付金支給申請
の窓口に指定されたことから、業務量が激増
し、生活困窮者へのサポート業務が不十分と
なる、あるいは職員の勤務状況が過酷なもの
となるという問題を生じたことが判明した。
そこで、窓口職員向けにアンケート調査を行
い、その過酷な就労状況の統計と現場の声を
集約して、2020年（令和２年）９月10日付け
で大阪府内各地方公共団体並びに内閣総理大
臣及び厚生労働大臣宛に「生活困窮者自立相
談支援窓口の職員体制の改善と住居確保給付
金の抜本的な要件緩和等を求める要望書」を
発出した。

当会としては、現在大阪府内43市町村のう
ち16市と委任契約を締結するに至ったが、引
き続き大阪府内各市町村との委任契約締結を
進め、適切に法的アドバイスを提供する体制
を拡大し、窓口職員との関係を密にしていく
ことが必要である。
⑶　もう１つ進めるべきことは、生活保護受
給者であれば法テラスによる民事法律援助制
度が負担なく利用できる（事件終了時に償還
免除決定を受けられる）ところ、生活保護利
用には至らないが無資力の度合が高い「準生
活保護受給者（準生保）」を適切に償還免除
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へサポートすることである。
そのためには、受任する弁護士が「準生保

として償還免除を受ける申請をすることがで
きる」ことを認識して、申請を援助しなけれ
ばならない。必要書類が多岐にわたり、必ず
しも本人で用意しきれるとは限らないのが実
情であるからである。

そのために、弁護士会として会員に啓発周
知をし、償還免除の利用を促進していくこと
が必要である。
⑷　その他、法的アドバイス及びサポートの
必要な生活困窮者につながっていくために、
外国人、障害者、アルコール・薬物・ギャン
ブル等依存者、ひとり親、刑事施設出所者等
の各種支援団体との連携を進めることも重要
である。

３ 　表現の自由とネット被害・ヘイトスピーチ

⑴　表現の自由とヘイトスピーチ規制
表現の自由は、自己実現と自己統治の観点

から、他の人権よりも優越的な地位にあると
理解されている。しかし、表現の自由が優越
的地位にあるとしても、他の人権と衝突する
場合には自ずと内在的な制約を受けざるを得
ない。とりわけヘイトスピーチは、それを見
聞きした対象者に強烈な苦痛を与えて回復し
がたい甚大な被害を与える等、対象者の尊厳
を踏みにじり、人格権を著しく侵害するのみ
ならず、ヘイトクライムやジェノサイドとい
った物理的暴力を誘引するおそれすらある。
したがって、自己実現及び自己統治とは無関

係なヘイトスピーチを法律で禁止すること
は、憲法上も許容されていると言える。
⑵　ネット被害とヘイトスピーチ規制の現状

ヘイトスピーチ解消法施行後は、道路使用
許可を得た上でのデモ等は減少したと言われ
ているが、ネット上のヘイトスピーチが減少
したとのデータはない。SNS等のネット上の
書込みは、自らアクセスしなければ見ること
ができない反面、誰でも容易に書き込んだり
拡散することができるため、特定人物のSNS
アカウントに対してヘイトスピーチを行うこ
とも可能であり、裁判上でも問題になってい
る。

ヘイトスピーチ解消法は理念法であり、何
らかの法的拘束力を持つものではないから、
ネット被害への対処はできない。また、ヘイ
トスピーチが行われないよう公共施設の利用
制限を行う条例が複数の自治体で成立してい
るが、これもやはりネット被害には対処でき
ない。

複数の自治体がネットモニタリング事業を
行い、ヘイトスピーチと認定した場合にはプ
ロバイダに削除要請を行ったり、法務省人権
擁護局がネット被害の人権救済も行ったりし
ているが、いずれも奏功しているとは言い難
いように思われる。大阪市の条例も氏名公表
にとどまり、ネットの書込み自体を削除する
ものではない。また、前回政策で紹介した

「ヘイト被害救済弁護団」も一定の成果を上
げているものの、その活動には限界がある1。

以上のとおり、現状のネット被害対策は個

─────────────────────────────────────
１�　同弁護団の取組では、インターネット上で匿名によるヘイトスピーチを行った者を発信者情報開示請求によっ

て特定し、損害賠償請求を行う取組を３件遂行中であり、またヘイト動画を定期的に検索し発見して、９件の削
除要請を成功させるという地道な活動を行っている。また、ヘイトＰＴ理論班では、ヨーロッパ人権裁判所の裁
判例を分析し、ヘイトスピーチ規制が表現の自由の侵害に該当するか否かの判断ラインについて月報に連載して
いる。
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々人の労力を要するもので、効果を得るには
不充分と言わざるを得ない。そのため、ネッ
ト被害対策のために、ヘイトスピーチに対す
る削除に強制力を持たせたり、投稿者に罰則
を科すことも検討されるべきである。
⑶ 　ネット被害対策に強制力を持たせる場合

の問題点
ヘイトスピーチを規制する場合、規制対象

となるか否かは、当該言動の内容を見て判断
せざるを得ないため、内容規制となる。そう
である以上、正当な言論が不当に規制されな
いよう対象となるヘイトスピーチの定義は厳
格に定められるべきである。また、ネット上
の書込みに対する削除に強制力を持たせる場
合、プロバイダ等に勧告を促し、従わない場
合に強制力を持たせるのかも検討する必要が
ある。さらに、罰則まで科す場合、削除命令
違反をもって罰則を科すのか、別の要件で罰
則を科すかなど、手続き的な側面も検討しな
ければならない。

加えて、規制をする機関をどこにするのか
も問題となる。強制力を持った公権的作用で
ある以上、行政機関を想定するとしても、そ
の独立性も問題となる。

表現の自由に配慮しつつも、ヘイトスピー
チ規制に実効性を持たせるためには、いずれ
も今後の大きな課題と言える。

第３　男女共同参画への取組

１　ジェンダー平等社会への取組

2015年（平成27年）９月、国連サミットで
加盟国の全会一致で採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」に記載された
SDGsの５つ目の目標は「ジェンダー平等を
実現しよう」であり、これは当会の存在意義
に鑑み、その役割を果たすうえで目標とされ

るべきものである。
現在日本国内では、依然としてジェンダー

バイアスに根差した社会構造があり、これに
より様々な場面でジェンダー不平等が見られ
る。特に、長引くコロナ禍にあっては、男性
よりも非正規労働者割合の高い女性の貧困
や、ＤＶ被害の増加等が顕著となっている。
また、法制度上においても未だ選択的な夫婦
別姓すら実現していないし、三権の一翼を担
う司法界においても過去、女性の日弁連会長
・検事総長はいないし、裁判官出身の女性の
最高裁裁判官は未だ選任されていない。

このような社会に根強く残るジェンダー不
平等を解消していくため、歴史的事実として
女性弁護士が果たしてきた役割は大きく、女
性差別撤廃・男女間の格差解消へ向けた訴訟
の多くで女性弁護士が重要な役割を担ってき
た。これは、ジェンダーの視点から言えば、
日本社会において女性が育ち生活する過程に
おいて得る経験が男性とは異なり、このこと
が司法分野においても影響を与えているから
と推察される（選択的夫婦別姓訴訟におい
て、15名の最高裁裁判官のうち女性裁判官３
名全員と弁護士出身の男性裁判官２名のみが
民法750条を違憲と判断したことは記憶に新
しいところである）。

一方、ジェンダー平等の実現のために、女
性弁護士の当事者性に過大に頼っていては、
従前の歩みと同様であり、2030年までにジェ
ンダー平等という目標は達成できないことは
自明である。

以上を受けて、当会は重要政策として主に
以下２つの取組を行うべきである。
⑴　会員に占める女性会員割合を増やす取組

当会における女性会員の比率は2022年（令
和４年）１月現在18.5％であり（50期台以降
も20％台前半にとどまる）、2017年（平成29
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年）３月現在17.3％であったことに比すると、
５年で１％しか増加しておらず、社会の人口
構造において女性が約半数いることからする
と、圧倒的に少ない状況が続いている。日本
国内におけるジェンダー不平等を表す指標と
してしばしば用いられる世界経済フォーラム
の2021年（令和３年）ジェンダーギャップ指
数（日本は120位）上位５か国の女性弁護士
の比率は31％～47％であり（2018年《平成30

年》）、下位の国々に比して相対的に高く、こ
のことは女性弁護士の割合が社会のジェンダ
ー平等と一定の相関性があることを示してい
ると評価できる。

そこで、当会は将来の女性法曹のなり手を
増やすべく、女子中高生に向けてのキャリア
教育の一環として行っている「来たれ！リー
ガル女子」のような参加型イベントを続けて
いくべきであり、かつこのようなイベントに
適切な予算措置を講ずるべきである。さらに
は、参加型イベントでは参加者の裾野を広げ
るには限界があるため、今後は弁護士が各学
校に出向いて女性法曹の魅力、ジェンダー平
等を伝える出張授業の制度を構築していくべ
きである。

また、忘れてはならないのが、現在いる女
性弁護士がなるべく弁護士業務を続けられる
よう、さらには育児・介護等で離職した弁護
士が復職しやすいような施策を打ち出すべ
く、様々な働き方やキャリア形成に応じたロ
ールモデルの発掘、身近で実現可能な活躍事
例の提供、メンター制度の創設、経営者弁護
士への情報提供（例：就業条件モデル案）等、
全弁護士へ向けた啓発を行う施策を積極的に
打ち出すべきである。
⑵　アウトリーチ活動時等におけるジェンダ

ーバランスの実現
弁護士会はアウトリーチ事業として講師派

遣、各行政機関等の委員等についての会員の
推薦、あるいは海外の弁護士会を含め様々な
団体との交流等の取組を行っているが、外に
出ていく弁護士の女性割合が低ければ低いほ
ど、弁護士のジェンダーのバランスの悪さが
露呈する。現在、国際機関や海外の大学など
でジェンダーのバランスの悪さが組織の評判
にかかわるとの認識が浸透しているところで
あり、また経済界においてもESG投資が重視
されるところでもある。そして、このような
方向性は世界の情勢としてより進化していく
と考えられる。

そこで、当会としては、アウトリーチ事業
等においては、それが当会の姿勢の表れであ
り、かつ外部に向けてのメッセージであると
認識し、業務において適任という視点のみに
とらわれず、これを担う会員のジェンダーバ
ランスを意識し、ジェンダーバランスを等し
くするよう努めるべきである。

２　理事者選任にかかるクオータ制の導入

政府の第５次男女共同参画基本計画（2020

年《令和２年》12月閣議決定）は、政策・方
針決定過程への女性の参画拡大の方針の中
で、弁護士会内部でのクオータ制を含めた積
極的改善措置（ポジティブアクション） の取
組が更に広がるよう検討を要請し、第３次大
阪弁護士会男女共同参画推進基本計画（2019

年（令和元年）策定）は、女性が弁護士会の
内部での意思決定過程に参画できるよう、ク
オータ制を含めたポジティブアクションを検
討することにつき言及している。

これを受け、当会では会長の諮問を受けた
ＰＴから執行部に対し、2020年（令和２年）
３月２日付答申書が提出され、「当会の理事
者における女性会員の人数を２名以上とし、
その状態を継続する」ことを内容とするポジ
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ティブアクションを導入すべきであり、その
具体的な方策として、会則改正（会長及び副
会長における女性会員の人数を２名以上とす
る努力目標）、女性理事者を増やす環境整備
等のための機関又は部署を当会内に設置する
こと、会派間申合せの促進と支援、という３
つの柱につき提言がなされた。

また、上記答申を受け、2021年（令和３年）
度は理事者推薦団体である各会派幹事長らを
メンバーとして「理事者の候補者にふさわし
い女性会員に関する情報を収集し、各会派に
対する情報提供機能を果たす場」として女性
理事者就任促進ＰＴが設置された。

女性理事者を２名以上とすれば、副会長７
名だけで見れば女性割合は28.5％とかなり30

％に近づく。この30％という数字は、組織に
おいて少数者が変化を起こすために必要な最
低限の量（クリティカルマス）とされており、
また少数派は複数名存在することにより、よ
り効果的に影響力を発揮できる。よって、当
会においても、会員に占める女性会員の割合
と同程度とするのではなく、女性理事者の割
合を最低限30％以上とするべきである。

ところで、当会では、2017年（平成29年）、
2020年（令和２年）、2021年（令和３年）度
は各２名の女性理事者を選出できたものの、
2022年（令和４年）度の女性理事者は１名で
あり、2023年（令和５年）度以降については
何らの見込みも立っていない。このような状
況に鑑みると、積極的改善措置をとることな
くこのまま女性理事者の自然増を待つのみで
は、世界的な潮流に乗り遅れた旧態依然とし
た組織として社会的信頼を失うことにもなり
かねない。

そこで、当会においても、女性理事者の割
合をおよそ30％以上とするためのクオータ制
を導入することとし、その導入時期と制度設

計について具体的に検討を開始すべきである
（なお、第二東京弁護士会においては2014年
《平成26年》10月にクオータ制を創設する会
則改正を行い、翌2015年《平成27年》度以降
毎年２名以上の女性理事者を選任しており、
さらに第４次基本計画では５年に１人以上の
女性会長の選出を目標としている）。

一方、当会の会員に占める女性の割合は18

％程度であるところ、毎年２名以上女性理事
者を選任しなければならないとすると、特に
大阪の副会長職は他会に比しても会務の量が
多いといわれているため、女性会員に過度な
負担がかかることは否めない。将来に向けて
持続的に２名以上の女性理事者を選出するた
めには、上記１のとおり女性会員の割合を増
やすことが根本的な解決につながるものの、
これは一朝一夕に達成できるものではない。
そこで、クオータ制を導入する場合はその両
輪として、理事者の職務の内容を見直し、効
率化することが必要であり、このことは女性
会員だけでなく多様な背景を持つ会員が理事
者に就任することにもつながるものである。

第４　刑事弁護

１ 　取調べ立会い援助事業の実現と今後の取組

⑴　立会い法律援助事業の実現
2021年（令和３年）度の法友倶楽部「政策」

において提言された「取調べの立会いについ
ての法律援助事業」の実現については、2021

年（令和３年）度中に、当会法律援助事業・
日本司法支援センター対応委員会、刑事弁護
委員会および取調べの可視化・弁護人立会大
阪本部の協働によるＰＴにより実現に向けて
の議論が重ねられた。その結果、事業内容も
ほぼ固まり、順調に進めば2022年（令和４年）
度には実施される見通しとなった。制度の概
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要については今後定まることとなるが、現状
においては、刑事被疑者弁護援助事業の援助
決定後若しくは被疑者国選弁護選任後に、被
疑者の身体拘束が勾留決定に対する準抗告の
認容等により解放され、その後在宅取調べが
続く場合に、弁護人が取調べへの立会い（取
調べ中に捜査機関の庁舎内等でいつでも当該
刑事被疑者に対して面談での助言ができるよ
う弁護人が待機する活動を含む）を行う際の
弁護費用および実費を、援助事業から支給す
るものとなる予定である。
⑵　取調べ立会いの法制化に向けて

取調べへの弁護人立会いを経済面から支援
する当該制度の実現を契機として、取調べへ
の弁護人立会いはさらに拡大されなければな
らない。そのためには、もちろん個々の弁護
人の弁護実践が中心となるが、会としても立
会権の法制度化を志向した活動を活発化させ
るべきである。法制度化に向けては、可視化
法制化がそうであったように、市民の制度へ
の理解が欠かせない。市民シンポジウムの開
催や、制度の理解のためのパンフレットの作
成などが求められる。また、法制度化に向け
て地方議会における決議や、国会議員に対す
る法案提出に向けての働きかけ等も必要とな
ろう。可視化の法制度化は、大阪においてＰ
Ｔが設立されてから20年を要した。可視化法
制の実現により、被疑者の黙秘権行使が容易
となったが、未だ取調べにおける自白強要等
の根絶には至っていない。海外ではスタンダ
ードとされている取調べへの弁護人立会いの
実現には、より一層の会を挙げての努力が必
要である。

２　刑事司法ＩＴ化への対応

⑴　刑事司法ＩＴ化の現状と課題
2021年（令和３年）３月31日、法務省にお

いて「刑事手続における情報通信技術の活用
に関する検討会」第１回会議が開催された。
民事司法ＩＴ化に後れを取っていた観もある
刑事司法ＩＴ化についての議論が、検討会の
立ち上げと共に急速に進んでいる。

検討会での議論は、令状請求・発付手続の
オンライン化や取調べや証人尋問の非対面・
遠隔化など、ややもすれば裁判所や捜査機関
の効率化・利便性の向上に重きを置いている
ように見受けられる。しかしながら、刑事司
法制度の根幹は、被疑者・被告人の権利保障
である。刑事司法制度の改革を議論するので
あれば、どんな時も、その権利保障の観点が
最優先されなければならない。情報通信技術
の導入・活用は、被疑者・被告人の裁判を受
ける権利、適正手続、防御権の保障に沿った
ものでなければならないのである。

このような観点からすれば、たとえば現在
議論されている令状請求・発付手続のオンラ
イン化は、制度のありよう次第では被疑者・
被告人の権利侵害を増大させる危険性を孕ん
でいる。効率化を目的とする令状オンライン
化により、容易に令状取得が可能となり、そ
の結果安直な強制捜査が拡大し、ひいては強
制捜査の現場からの追加発付請求や交付が可
能となることで、令状が一般令状化する可能
性が否定できない。また、情報通信技術を利
用した捜査活動が拡大することにより、個人
のプライバシーが捜査機関に筒抜けとなる危
険性もある。

一方、情報通信技術の導入は、遠隔接見や、
データによる証拠開示の実現など、被疑者・
被告人の権利を向上させ、捜査機関と、被疑
者・被告人・弁護人との間の格差を縮める可
能性も有している。刑事司法ＩＴ化に向けて
の今後の議論では、このような被疑者・被告
人の権利拡充を志向した議論こそが求められ
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るべきである。そして弁護士会としても、今
後の刑事司法ＩＴ化について、会内における
適切な情報提供と問題意識の共有を図ると共
に、上記観点からの要望を積極的に法務省に
働きかけなければならない。
⑵　弁護士の情報セキュリティ対策

刑事事件の証拠が電子データ化されるなど
の刑事司法ＩＴ化においては、弁護士にもよ
りいっそうの情報セキュリティ対策が求めら
れる。例えば、デジタル証拠開示に関する制
度設計によっては、捜査機関側から情報漏洩
リスクを盾にして、ダウンロードを制限し、
都度、サーバにアクセスして閲覧しなければ
ならないといった事態も想定される。それを
防ぐためには、弁護士の側でも、電子データ
の特質を踏まえた慎重なセキュリティ対策が
求められるのである。

今後刑事司法ＩＴ化は、不可避的に進展す
る。ＩＴ化に対応できなければ、被疑者・被
告人の権利を守ることはできず、公正な裁判
の実現も覚束ない。今後当会としても、弁護
士業務のＩＴ化や、セキュリティ対策の拡充
といった視点からの研修等を充実させること
が急務となろう。

３　死刑制度の廃止に向けて

⑴　死刑制度を巡る状況
日本弁護士連合会は、2016年（平成28年）

に開催された第59回人権擁護大会において
「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革
を求める宣言」を採択し、2020年（令和２年）
までに死刑制度の廃止を目指し、凶悪犯罪に
対しては死刑に代わる代替刑を検討すべきと
した。

これを受けて、当会においても、2019年
（令和元年）12月９日、死刑廃止を求める総
会決議を採択し、政府と国会に対して死刑廃

止を求めるとともに、当会においても死刑廃
止に向けた取組を行うこととなった。

しかし、当会の死刑廃止を求める決議を行
った直後の同年12月26日に１名の死刑執行が
行われ、その後、2021年（令和３年）12月21

日には、２年ぶりに３名の死刑執行が行われ
た。
⑵　死刑制度に対する意見

もとより、死刑制度については、その存置
に賛成する立場、反対する立場の双方から、
様々な論拠が示されている。当会において
も、死刑制度を廃止すべきとの意見、将来的
には廃止すべきではあるが時期尚早であると
の意見、死刑制度は存置されるべきであると
の意見など、様々な意見を有する会員がある。

しかしながら、いずれの意見に依拠すると
しても、死刑が人間の存在の根元である生命
そのものを奪う不可逆的な刑罰であり、誤判
による死刑執行が、憲法の保障する個人の尊
厳に対する窮極の侵害であることには異論が
ないであろう。また、本年３月８日、懲役刑
と禁固刑を一本化して新自由刑（拘禁刑）に
再編する刑法改正案が閣議決定されたが、こ
れは応報を主眼とする刑罰制度から、更生と
教育を主眼とする刑罰制度への移行を意味し
ていると解され、そのような観点から死刑制
度自体を見直すべき必要性も検討されるべき
であろう。
⑶　死刑制度廃止に向けて──情報開示と議

論の活性化
上記のとおり、死刑制度を巡っては社会に

おいても、また会内においても様々な意見が
存する。ただ、内閣府が令和元年度に実施し
た世論調査では、「死刑もやむを得ない」と
の回答が80.8％であったが、そのうち39.9％
は「状況が変われば、将来的には、死刑を廃
止しても良い」と回答し、さらに仮釈放のな
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い終身刑が新たに導入されるならば「死刑を
廃止する方が良い」と回答した者が全体の
35.1％にのぼった。このように前提となる刑
罰制度の内容次第では、死刑の存廃について
の意見も変わり得るのであり、そのことは見
過ごされてはならない。

今必要なのは、存置か撤廃かの二元論に与
せず、まず死刑制度を暗い塀の向こう側の出
来事ではなく、自分たちの問題として捉え
て、制度の在り方を含め幅広い議論を喚起す
ることではないだろうか。そして、そのため
に何よりも必要なのは、法務省が頑なに覆い
隠す死刑制度および死刑囚に関する情報開示
を進め、その実態を共有することではない
か。そうしてはじめて、存置か撤廃かの議論
も真に活性化するものと考えられる。

前述のとおり、当会では総会決議により死
刑廃止を求めており、廃止に向けた取組を進
めていくべきではある。しかし、そのために
も、まず率先して行うべきは、死刑制度の実
態（その執行方法や死刑囚の実態）について
の情報開示を進め、議論の素材を市民に提供
すると共に、存置・撤廃それぞれの意見を分
かりやすく呈示し、広範な議論を呼び起こす
ことだと考える。その意味で、存置・廃止の
各意見を弁護士が伝えるコンテンツを提供し
た近時の当会ＨＰの企画は有用であったと思
われ、今後もこのような取組が求められる。

第５　�次世代を担う子どもや�
若年者の人権課題

１　子どもの権利基本法創設への取組

1994年（平成６年）に日本で子どもの権利
条約が批准されて以降、児童買春・児童ポル
ノ等の規制に関する法律、児童虐待防止法、
いじめ防止対策推進法、児童福祉法等、子ど
もの権利擁護に関する法律の制定または改正

がなされてきた。しかし、子どもを取り巻く
状況はなお厳しく、子どもの権利が十分に守
られているとは言い難い状況である。

たとえば、児童虐待による死亡事例は毎年
50件前後と１週間に１人の子どもが命を落と
しており、児童相談所の児童虐待相談対応件
数も2020年（令和２年）度には20万5029件と
過去最高を記録している。また、小・中・高
校生の自殺者数は毎年300人前後で推移し、
2020（令和２年）には前年比25％増の499人
が死亡している。自殺願望をSNSに投稿した
結果事件に巻き込まれることも少なくない。
学校生活ではいじめや行き過ぎた指導による
自殺が後を絶たず、教師による体罰も減少し
ているとはいえ、2020年（令和２年）度に
685件といまだになくならない。

このように、一日の多くの時間を過ごす家
庭や学校等が安心できる場となっていない子
どもが多数いるのが現状である。このような
状況を改善するために、立法措置その他のさ
まざまな取組がなされてはきたが、個別法で
子どもの権利条約の理念や精神を記載するだ
けでは不十分であるとして、ようやく条約の
国内法制化の動きが出てきたところである。
当会としても、この動きが一時的なものとな
らないよう、議員への働きかけや市民に向け
た啓発活動を積極的に行うべきである。

また、法制化においては、子どもが守られ
るべき存在であるというにとどまらず、個人
として尊重される権利主体であるというこ
と、将来の社会の担い手ではなく今を生きる

「人」であるという視点が重要である。そし
て、「子どもの最善の利益」が大人の価値観
によって決められることのないよう、さまざ
まな施策において子どもの意見表明の機会が
保障されるべきである。さらに、子どもの権
利・利益が守られているか、行政から独立し
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た立場で監視し、必要に応じて調査や権利救
済を行う子どもの権利擁護機関の創設も必要
である。

当会としては、単に基本法の制定を目指す
だけではなく、上記のように中身のある法律
となるよう提言し、それが実施されるよう働
きかけるべきである。

また、子どもが権利の主体であるという意
識が社会に浸透するためには、大人だけでな
く子ども自身も子どもの権利について理解す
る必要があるが、現在の教育現場において子
どもの権利を学ぶ機会が十分に確保されてい
るとはいえない。そこで、当会としても、子
どもの権利の観点からの出張授業を実施する
など、子どもが「自分の権利」について学ぶ
機会を提供すべきである。

２　少年法適用年齢引下げへの対応

⑴　改正少年法への対応
2022年（令和４年）４月に施行される改正

少年法では、18歳・19歳の若年者が「特定少
年」とされ、18歳未満の少年とは異なった扱
いを受けることとなる。民法の成年年齢引下
げとの関係等から少年法の適用年齢も18歳に
引き下げるべきとの発想から議論がスタート
した今般の法改正は、18歳・19歳の若年者も
引き続き少年法に基づく審判を受けることと
した点では評価できるものの、特定少年につ
いて①「原則逆送」の範囲を拡大し、②虞犯
の対象から除外し、③公判請求後の推知報道
を許容し、④処分について「犯情の軽重を考
慮して相当な限度を超えない範囲内で」行う
べきことと定め、⑤資格制限の特例を不適用
とする、といった特別対応を定めた。これら
の点は、少年の健全育成という少年法の理念
を後退させるものであって到底看過できない。

そこで、当会としては、改正法に基づく家

庭裁判所での運用について注視し、必要に応
じて家庭裁判所と協議等を行って、特定少年
が少年法の理念に悖る取扱いを受けることが
ないよう対処していかねばならない。

改正法の運用に関しては、「原則逆送」の
範囲が拡大されたことと、特定少年の処分が

「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えな
い範囲内で」行われなければならないとされ
たことの２点に特に注目すべきである。

前者は、短期１年以上の懲役・禁錮の罪の
事件まで対象が拡大されたことにより、犯罪
自体の軽重はもちろん、要保護性についても
大きな差異のある事案までが広く含まれるこ
ととなった。そのため、適切な処分のために
は家庭裁判所調査官による十分な社会調査が
なされることが必須であり、「原則逆送」の
類型に含まれるからといって安易に検察官送
致決定がなされるようなことはあってはなら
ない。

後者は、文言からも明らかなとおり、あく
まで処分の上限を定めたものであって、「犯
情の軽重」と処分の内容を比例させることが
求められているわけではないことに留意せね
ばならない。そのうえで、特定少年も少年法
の健全育成の理念に基づいて処分がなされる
ものである以上、処分についてはあくまで要
保護性を基準に検討されなければならない。

これらの点に留意しつつ、当会としては、
改正法の運用について弊害が生じることのな
いよう、不断に状況を注視していかねばなら
ない。
⑵　裁判員となる年齢の引下げ

今般の少年法改正と併せ、裁判員となるこ
とのできる年齢についても「18歳以上」に引
き下げられた。この改正法も2022年（令和４
年）４月から施行される。

これにより、最短で2023年（令和５年）に
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は18歳・19歳の者が裁判員を務めることにな
ると見込まれるが、この改正についてはいま
だ周知が不十分と言わざるを得ない。裁判員
裁判を受ける者にとっても、また裁判員を務
める者にとっても重要な改正であるので、当
会として、十分な周知活動を行う必要がある。

３　自立支援への取組

子どもは、成年年齢に達した日に突然大人
として円滑な社会生活を送ることができるよ
うになるわけではない。18歳に達する時点で
殆どの者は高校生であり、その後も数ヶ月～
数年間は、経済的にも精神的にも周囲の大人
に頼りながら、自立した社会人へと移行して
いくことになる。しかし、成育環境によって
は継続的に自立を支える大人がいないことも
ある。

特に、家庭に居ながら、親による安定した
養育環境が欠如した10代後半の子ども・若年
成人（以下「子ども等」という）については、
以下のとおり社会的養護制度の狭間に陥って
いるのが現状である。すなわち、児童福祉法
上、児童相談所による一時保護は18歳未満が
対象であり、親から虐待を受けている18歳、
19歳は保護の対象とならない。他方、18歳未
満で社会的養護制度の対象となる場合でも、
16歳・17歳の高年齢児童を受け入れる余裕の
ある児童養護施設、里親等はわずかであり、
いったん保護されても緊急性の程度によって
は家庭に戻らざるを得ないことも少なくな
い。その結果、家庭に居場所のない子ども等
は、自らの意思で家を出て夜の街を彷徨い、
友達の家やインターネットカフェを転々とし
たり、女子であればいわゆる援助交際をした
りして、飢えや寒さを凌いでいる。また、非
行を犯す子ども等は虐待や家庭環境の問題が
背景にあることが多いが、少年院収容後仮退

院できる時期がきても、親が引き受けないた
めに帰住先がなく、そのために数ヶ月～半年
以上も少年院にとどまらなければならないこ
とも珍しくない。このような10代後半の子ど
も等の受け皿としては、民間の子どもシェル
ターや自立援助ホームがあるが、圧倒的に数
が少なく、多くは暴力・暴言に耐えて家庭に
とどまるか、進学や希望する職業に就くこと
をあきらめて一人暮らしすることを迫られる
状況にある。長期にわたる虐待・不適切養育
が原因で精神疾患を抱えた子ども等が、自死
を選ぶことも少なくない。このような子ども
等は、本来であれば児童期に公的支援が必要
な状況にありながら取り残されてきた者であ
り、その後の人生に大きな影響を与える成年
への移行期にこそ十分な支援を届ける必要が
ある。具体的には、進学や就労のサポート、
一人暮らしを始めるにあたり法的知識のない
子ども等の契約や交渉の代理、場合によって
は障害福祉サービスや医療機関との連携など
が考えられる。

上記の課題につき、当会としては、社会的
養護制度の狭間で取り残されてきた子ども等
も支援の対象にするよう法改正等の提言を行
うほか、若年者のサポートを行う民間団体と
提携するなどの工夫により子ども等が使いや
すい相談窓口を設置して周知し、自立支援を
担う会員を増やすための情報提供等を行って
いく必要がある。

第６　業務拡大

１　分野別登録弁護士制度の拡充

分野別登録弁護士制度は、利用者に対する
研修履歴や実務経験に関する情報提供及び会
員の業務拡大を目的として、2019年（平成31

年）４月、全国で初めて当会において導入さ
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れ、同年７月から運用が開始された。
分野別登録弁護士制度は、弁護士会が運営

するものであり、また、適正かつ正確な業務
情報を開示するものであるから、既存の民間
事業者による弁護士情報提供サイトよりも信
頼性が高い。

2022年（令和４年）１月１日現在、①交通
事故、②遺言・相続、③離婚、④労働の各分
野が対象となっており、①82名、②96名、③
74名、④35名の合計171名（延べ287名）が登
録している。弁護士が取り扱う分野は多様で
あり、利用者としても多様な分野に関する業
務情報を求めている。2022年（令和４年）４
月から、知財分野及び倒産分野が追加される
予定であり、多くの会員がこれらの分野に登
録することが分野別登録弁護士制度を充実さ
せるために期待される。これらの分野以外の
分野も追加されれば、分野別登録弁護士制度
を充実させることとなるため、更なる分野の
拡大も検討すべきである。

また、分野別登録弁護士制度の存在を認識
していない会員が少なくないため、当会とし
ては、効果的な会内広報を行い、多くの会員
が登録することを促進すべきである。現在の
対象分野についても最近、新規に登録する会
員が少なく、更に多くの会員が登録する方策
を検討すべきである。

加えて、現在の対象分野（①交通事故、②
遺言・相続、③離婚、④労働）については、
2022年（令和４年）７月に登録期間が満了す
る会員が100名を超えるところ、少なくとも
これらの会員が満了後も再登録しなければ、
業務情報を開示する弁護士数は激減すること
になり、制度として魅力のないものとなって
しまう懸念がある。新規に登録する会員のみ
ならず、これらの会員が再登録する方策を検
討すべきである。

分野別登録弁護士制度に基づく分野別登録
弁護士名簿は、適正かつ正確な業務情報をも
とに作成されているものであり、当会総合法
律相談センターが実施する分野別法律相談担
当者名簿や弁護士紹介において有効に活用で
きるものである。総合法律相談センターにお
ける活用方法を積極的に検討すべきである。

分野別登録弁護士制度は、市民をはじめ利
用者に対して情報を開示し、その利用に供す
ることを目的とするものであるから、当会
は、利用者に対しても、分野別登録弁護士制
度の存在と有用性を的確に広報すべきであ
り、広報室等において検討すべきである。

２　法律相談事業の拡充

⑴　総合法律相談センターの法律相談業務
は、市民の司法アクセスを確保する役割を担
うとともに、会員にとっても業務獲得の機会
を確保する役割を担っている。ところが、近
年ではLAC案件を除き相談件数が漸減して
おり、これを増やすことが喫緊の課題であ
る。弁護士数が増加する中、特に若手会員の
会務への参加意欲を促進し、弁護士自治を堅
持していくためには、業務獲得について、会
員の自助努力だけに委ねるのではなく、弁護
士会としても積極的にサポートしていくこと
が重要である。

確かに倒産事件、過払金回収事件が極端に
増加していた一時期よりは、法律相談の需要
自体が減少していることは否めない。しか
し、例えば法テラスの法律相談件数がここ数
年でもほぼ横ばいであることを考えると、法
律相談センターの体制にも要因があると考え
られる。市民の中には依然として「どの弁護
士に相談すればよいのか分からない」、「弁護
士会が実施する法律相談で相談したい」とい
うニーズはあると考えられる。そのニーズを
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適切にキャッチできていないのであれば、そ
こに改善の余地がある。
⑵　改善の方法には、大きく「利便性」の向
上と、「質」の向上とが考えられる。「利便
性」の向上については、現在、法律相談料の
クレジットカード払いや、オンライン法律相
談の本格実施が検討されており、まずはこれ
らを早期に実施し、かつ実施の範囲も拡大し
ていくべきである。クレジットカード払いを
可能とすることで、オンライン法律相談のほ
か、既に実施されているｅ相談の実施もスピ
ーディになると思われる。オンライン相談
は、今のところ弁護士は会館で相談すること
が予定されているが、将来的には弁護士側も
事務所等で対応できるようにすべきである。
仮に弁護士が会館でオンライン相談に対応す
る場合は、空き時間に面談相談にも対応でき
るようにすべきである。このような柔軟な体
制を構築することにより、より市民のニーズ
に適った法律相談を早期に実施することが可
能となる。

また、「利便性」を向上させるうえでは、
第二東京弁護士会が実施している「弁護士ア
ポ」のように、市民が相談予約時に担当弁護
士の氏名、取扱分野（分野別登録も含む）等
を確認できる仕組みを導入することも、積極
的に検討すべきである。自治体での無料相談
であればともかく、市民にわざわざ相談セン
ターまで足を運んでもらい、有料で法律相談
を申し込んでもらうにもかかわらず、相談を
担当する弁護士の情報を全く開示しないとい
うのは、些か不親切であろう。このように相
談センターが実施する法律相談に弁護士の氏
名、取扱分野等を開示する制度を導入するの
であれば、現在、登録者数が少ない分野別登
録弁護士制度も有効に活用することができ、
登録者数が増えることも期待できる。また、

現在、専門相談はそれぞれの「枠」を設けて
実施されているが、専門相談の相談件数、直
受件数は一般相談と大差はなく、十分に機能
していないように思われる。市民にとっては
わざわざ希望する専門相談の日まで待たなけ
ればならず、また、弁護士にとってもほとん
どの弁護士の専門分野（重点的取扱分野、分
野別登録分野）は１つではなく、専門相談を

「枠」で実施するのは非効率的である。将来
的には、このような「枠」で実施する専門相
談は徐々に縮小または廃止し、代わりに、市
民が弁護士の取扱分野で選択したうえで相談
を予約できる仕組み（たとえば、電話予約の
場合は弁護士会職員が、インターネット予約
の場合は市民自身が取扱分野で検索したうえ
で予約を入れる仕組み）を構築すべきであ
る。

さらに、「利便性」の観点からは、外国人
相談への対応も重要である。現在、総合法律
相談センター外国人相談部会と大阪府国際交
流財団（OFIX）との間で、通訳を介した外
国人法律相談予約業務を委託する連携体制を
検討中であるが、外国人相談者がなるべく母
語で相談予約を行える体制を早期に実現する
ことが必要である 。
⑶　「質」の向上については、現在ある専門
相談の研修要件及び実務要件の質及び量を、
相談の予約件数、相談担当者の登録者数等の
推移も考慮しながら見直し、より市民のニー
ズに適うよう相談担当者の専門性を高めてい
くべきである。また、たとえばベテラン・中
堅の弁護士と若手弁護士との共同相談の枠を
設けることも、検討すべきである。現在、ｅ
相談では、回答内容の質を担保するため、全
件、登録後６年以上の弁護士と６年未満との
弁護士の共同で相談がなされている。本来、
面談相談でも回答の質の確保は重要であり、
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むしろ即答が求められる面談相談の方が、よ
り慎重な対応が求められる面もある。共同相
談を実施することにより、市民の安心感がよ
り得られ、相談件数の増加が期待できるだけ
でなく、若手のOJT、会員間の交流促進の効
果も考えられる。

３ 　他機関連携による弁護士会へのアクセス

の充実

市民にとってよりアクセスしやすく利便性
の高い弁護士会を実現するためには、より広
く、行政機関をはじめとする他機関との連携
を持つことも重要である。

例えば、消費者被害の分野では、各自治体
消費生活センターとの連携を構築することが
重要である。同分野では、各自治体消費生活
センターが、消費者にとってアクセスしやす
いサービスとして存在する。消費生活センタ
ーは、無償で、電話で利用できる、身近なサ
ービスであり、弁護士会がこれと同種のサー
ビスを提供し、消費生活センターにとってか
わろうとすることは難しい。

しかし、消費生活センターは、事業者に対
する苦情処理相談や、苦情処理あっせんが基
本的な業務であり、事業者側がこれに応じな
い場合の被害救済には限界がある。このよう
な場合、被害者が適切な弁護士にアクセスで
きることが必要となるが、消費者被害の分野
も専門化する傾向があり、被害者たる市民が
適切な弁護士にアクセスすることは容易では
ない。

そこで、消費生活センターと弁護士会が連
携し、適切な弁護士を推薦等することで、市
民がより適切な弁護士にアクセスできるよう
にすることが有用である。

なお、2020年（令和２年）６月になされた
社会福祉法の改正により、国は、各市町村に

対して「重層的支援体制整備事業」の整備支
援を行うことになった。同事業は、市民の抱
える困りごとについて、相談支援（属性を問
わない相談支援、多機関協働による支援、ア
ウトリーチ等を通じた継続的支援）を行うこ
とを一つの柱とするが、司法サービスを利用
しなければ解決しない問題もあるはずであ
る。

当会でも、既に、行政機関をはじめとした
他機関との連携は幅広く行われ、重層的支援
体制整備事業を意識した連携の取組の芽もあ
る。同事業については、今後さらに実施自治
体が増加することが確実であり、弁護士会
も、市民の抱える問題解決のための一員とな
ることを明確に意識して、より広い分野で連
携関係を構築することが視点として必要であ
る。

４　行政連携

⑴　はじめに
近年、地方自治体のコンプライアンス意識

は高まっており、特に、2020年（令和２年）
の地方自治法改正により、各地方自治体が内
部統制に関する指針を公表することを求めら
れていることからも、今後、各地方自治体に
おいて、法の専門家である弁護士と連携する
機運はますます高まっていくと予想される。
⑵　近年の取組

弁護士会は、既に行政連携センターを発足
し、大阪府内の地方自治体の長と順次面談
し、弁護士による地方自治体支援の重要性を
広報するとともに、実際に、地方自治体の職
員研修、コンプライアンス窓口の設置、債権
管理・回収支援、民法改正や空家等対策とい
った具体的な案件の推薦依頼に日々対応して
いる。また、近年は、自治体内弁護士につい
ても、フルタイムの勤務だけでなく、従来の
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弁護士業と並行して、週に数時間、あるいは
１～２日程度の勤務を求める自治体も年々増
加している。

このような個々の推薦案件を担当する「行
政側」の弁護士が増加することにより、例え
ば自治体の債権管理の場面でも、債務者たる
市民の生活状況をヒアリングし、貧困等の事
情があれば、滞納処分の停止等といった適切
な対応を選択するよう自治体に助言すること
も可能となる。

この点、近年では、当会で、自治体債権管
理研究会（業務改革委員会と行政問題特別委
員会の合同部会）と貧困・生活再建問題対策
本部との間で定期的に意見交換会が設けら
れ、自治体側・債務者となる市民側の双方の
立場に配慮しつつ、より良い行政施策が行わ
れていくための連携も行われるようになっ
た。このような取組が今後も継続し、発展し
ていくことが望ましいと考える。
⑶　今後の取組への提言

行政連携は、市民に対する行政サービスの
質の向上にもつながる重要な施策といえる。

弁護士会は、既存の行政連携の施策がさら
に活発化するよう取り組むとともに、時代の
変化や市民のニーズをとらえ、新たな取組を
支援・推進していくことが強く望まれる。

また、業務改革の観点からは、地方自治体
の提示する費用をそのまま受け入れるだけで
なく、地方自治体特有の事情（予算時期、新
たな取組は予算をつけにくいこと、少額随意
契約でしか対応できない事案なのか、特命随
意契約であると説明できる事案なのか等）を
理解した上で、積極的に価格交渉を行い、行
政連携が地方自治体にとっても、個々の会員
にとっても有益なものとなるよう取り組むこ
とが望ましい。

５ 　ベンチャー企業と弁護士とのマッチング

システムの構築

スタートアップ（ベンチャー）が注目され
るようになって久しいが、コロナ禍において
も資金調達金額・件数及びIPO（新規株式公
開）件数は増加傾向にあり、今後もスタート
アップの活躍が期待される。資金調達及び
IPOを地域別にみた場合、東京に本社を構え
る企業が圧倒的に多く、依然として東京の一
極集中に変わりはないものの、コロナ禍でリ
モートワークが促進したこと、ベンチャーキ
ャピタルが東京以外の地域における起業家発
掘を強化していることなど、全国的にスター
トアップを立ち上げる機運が高まっている。
特に、関西は、2020年（令和２年）７月14日、
内閣府が進める「世界と伍するスタートアッ
プ・エコシステム拠点形成戦略」において、
大阪・京都・ひょうご神戸の連名で「グロー
バル拠点都市」に選定され、起業家・投資家
の招致、規制緩和の推進、その他のスタート
アップ支援が期待される。

スタートアップの起業や事業運営にあたっ
て、失敗や不要な損失のリスクを避けるため
に、法律面での支援が有益であること（それ
もスポットでの相談ではなく、継続的に相談
を受けることが重要であること）は言うまで
もないが、スタートアップが弁護士にアクセ
スして、継続的に法律的な支援を受けられる
仕組みが整備されているとは必ずしも言えな
い。当会は、大阪市が設立したスタートアッ
プを支援する団体である「大阪イノベーショ
ンハブ（OIH）」と提携して、業務改革委員
会・ベンチャー法務プロジェクトチームを中
心にオンライン法律相談を試験的に実施して
いるが、相談実績は低調であり、スタートア
ップと弁護士とのマッチングを実現するには
至っていない。相談実績が低調な理由として
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は、スタートアップが法務の重要性を認識で
きていないこと、そもそもどのような場合に
弁護士に相談すべきかの指針がないこと、法
律相談を広報しきれていないことなどが考え
られ、その対策及び支援の拡充が求められ
る。

そこで、当会としては、スタートアップが
弁護士にアクセスしやすい環境を整える必要
があり、まずはOIHでの法律相談の利便性を
向上させて、定期的な法律相談の実施を目指
すべきである。具体的には、公認会計士、税
理士、弁理士、社会保険労務士等と協働して、
ワンストップで専門的な支援を提供する仕組
みを構築することが考えられる。また、スタ
ートアップは資本政策や事業の適法性等で躓
くこともある（尚且つ後から軌道修正がしに
くい）ため、創業前から法律的な支援を提供
することが望ましく、創業支援に特化した法
律相談を新たに創設することも考えられる。
さらに、法務の重要性は失敗してみないと認
識しづらいため、セミナー等を通じて法務の
重要性や弁護士がどのようなサービスを提供
できるのか等を積極的に情報発信していく必
要がある。以上に加えて、スタートアップ支
援には資金調達や資本政策等の専門的な知見
が必要となるため、当会会員向けの研修等を
実施して、スタートアップ支援の担い手を育
成することも重要である。

６　企業内弁護士のための取組

企業内弁護士は、全国で毎年200名程度ず
つ増加しており、2021年（令和３年）６月時
点で2820名である。うち、大阪では185名で
ある。

割合としては、2020年（令和２年）におけ
る全国の登録弁護士数のうちの6.5％を占め
るに至っている。

また、女性弁護士の比率も高い。2020年（令
和２年）６月に登録している全弁護士のうち
の女性弁護士は19.1％であるが、企業内弁護
士での女性比率は40.7％である。

このように企業内弁護士は弁護士業務の形
態として存在感を増している。それに対して
弁護士会がその形態に配慮した会運営を行っ
ているか、常にニーズを掴む努力をすること
が重要である。

コロナ禍の情勢の下、弁護士会の研修や委
員会活動がオンライン化したことで、企業内
弁護士の会員にも関わりやすい状況が現実化
した面がある。

さらに企業内弁護士会員に配慮するため、
以下の２点が考えられる。
⑴　研修の内容の工夫

企業内法務では必ずしも日常的に見聞しな
い分野での知識、あるいは企業内ならではの
必要性ある知識を学ぶための研修プログラム
として、例えば以下のようなものが考えられ
る。
①　ＰＬ法を消費者の立場だけでなく、企業

の立場から解説する
②　印紙税法の知識
③　登記実務
④　建設業法、薬機法（医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律）等の知識

⑤　従業員不祥事の予防と就業規則
⑥　カスタマーハラスメント対応の考え方
⑦　オンライン研修の技法
⑵　公益活動への理解を支援する

弁護士は公益活動への従事が義務付けられ
ている。これは弁護士の使命である基本的人
権の尊重と社会正義の実現のための活動であ
る。また、企業内弁護士会員が当会の活動に
関わることは、企業内弁護士の活動環境と意
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法友倶楽部「政策」

見・要望を当会が知る重要な機会となる。
企業内弁護士会員が公益活動に従事しやす

い環境作りのため、勤務先企業が理解を持つ
ことは重要である。

そのためには、勤務先企業に対して「弁護
士資格を有することの意義」を理解してもら
う必要がある。

それは、弁護士会活動による広い知識、種
々の弁護士との関係作り、公益活動及び兼業
で交渉や裁判実務に従事することによる知識

が有益となることを知らせることであろう。
こうした企業の理解を後押しするために、

当会会長からの書面やホームページ上での声
明によるメッセージを掲載することは有益と
思われる。

また、当該企業で初めての企業内弁護士と
して活動する会員に対しては、希望に応じて
当会から企業訪問を行う等、具体的な支援と
なる活動を行うことも検討されるべきであ
る。
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私の思い
吉野和昭（24期）

１　私が大阪弁護士会に弁護士登録し、法友
倶楽部に入会したのは、昭和47年４月です。

ですから今年の令和４年４月で50周年目の
節目を迎えています。

今年で古希も越えて、よわい（齢）76歳にな
り、後期高齢者の仲間入りを果たしました。

朝は午前５時過ぎに起床し、朝刊に目を通
した後、自宅内トレーニングルームで約30分
から40分程度の軽いストレッチ運動をした
後、朝食をとり、30分ほど朝風呂に入るのを
日課としています。

朝食は、たまにパン食の時もありますが、
殆ど炊き立ての白米と焼きのり、卵、みそ汁、
香の物で済ませます。

平日は自宅を午前８時30分前後に出て、大
阪市北区西天満３丁目にある事務所に出向く
のを日課としています。

ほぼ毎日朝の出勤は妻の運転で事務所ビル
まで出向くのを常とします。

これは新型コロナ禍の影響ではなく、20年

来続く妻の努力の賜物（サービス）です。
２　ところで、最近の私の思いは、いつ弁護
士を廃業するのか、終活をいつ始めるかとい
うことです。

これらは加齢による判断力や身体能力の低
下で充分事件処理ができない事態になる前に
現役引退を宣告し、また、身内に迷惑を掛け
ぬようにするために当然のことと考えるから
です。

これらを踏まえて、昨年の夏に遺言書も作
成しました。

あとは、いつ弁護士を廃業するかについて
弁護士生活満50年を迎える今年（令和４年）
４月までに熟考したいと思い、その準備に入
っているところです。
３　話は変わりますが、法友倶楽部は創立90

周年を迎えますが、私が住む芦屋市の町は昭
和３年に芦屋の六甲山麓に開町され、平成30

年に創設90周年を迎えており、令和10年には
100周年を迎えます。

私は平成21年から町内会の理事となり、平
成30年からは町会長として主に町内のより良
い街づくりと景観の維持のために活動してお
ります。

節目を迎えて
弁護士登録10年、20年、50年の会員より

今年度も新型コロナウイルス感染症の影響から会派行事も十分に行うことができ
ず、会員間のコミュニケーションも減少する結果となってしまいました。このような
状況の中で少しでも会員の皆様にとって繋がりを感じられる広報誌にすべく、弁護士
登録10年毎の節目にあたる会員の方々から、これまでの弁護士生活の振り返りや近況
など自由にエッセイの形でご寄稿いただくことといたしました（法友147号編集委員）。
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町内は、開町された昭和３年から無電柱化
の町として全国に知られています。

しかし、町のエリアが一部拡張され、その
地区は電柱があり電線が存在します。災害時
の通行妨害や電気系統の破綻などを防ぐとい
う観点も含めて、安全・安心な道路空間の構
築、余裕のあるインフラ（電気・ガス・水道
・通信）系統の構築、美しい景観の形成、避
難所までのルート確保からも町の無電柱化は
必要です。

世界の無電柱化率の状況をみるに、ロンド
ン、パリ、香港は100％、台北は95％、シン
ガポールは93％、ソウルは46％であるに比し
て、東京23区では８％、大阪市では６％と、
日本における無電柱化がいかに遅れているか
が明らかです。

芦屋市の無電柱化の率は14％であり、日本
では一番無電柱化が進んでおり、平成30年11

月には全国に先駆けて無電柱化推進条例が制
定されています。

そこで、我が町が名実ともに100％無電柱
化の街であることを実現させるべく町会は平
成30年11月に芦屋市に町全体の無電柱化の実
施を要望し、平成31年から町会と芦屋市との
間で無電柱化についての勉強会が開催され、
令和３年９月の段階で芦屋市と電線管理者と
の間で話し合いが行われています。

私としては、弁護士を廃業するしないに拘
わらず、令和10年の我が町の創立100周年ま
では当町の100％の無電柱化の実現に向けて、
また、より良き町づくり、より良き景観の維
持のため頑張りたいというのが今の私の思い
です。

ありがとう
北野陽子（54期）

1999年に司法試験に
合格して、2000年に司
法修習を開始し、2001

年に弁護士登録をし
て、それから20年間が
過ぎ、21年目に突入し
ている。

キリスト教徒でもなく、西暦よりも元号に
慣れ親しんでいたのに、世の中が「ミレニア
ム」「ミレニアム」と騒いでいる中で修習を
始めて、何だかつられて気分が高揚したこと
を、この原稿を書き始めて思い出した。

ところが、実際には、修習中も、弁護士に
なってからも、自分の中で割と「いっぱいい
っぱい」で、それほど浮かれている余裕はな
かったように思う。

そんな私が20年間も大過なく弁護士を続け
てくることができたのは、ひとえに、周りの
人に恵まれて、助けて貰ったからだ。月並み
な表現ではあるが、本当に心からそう思う。

ちなみに、私は、2007年に兵庫から大阪に
登録替えをしたので、自分の中ではこれも大
きな節目になっている。兵庫での６年間は、
弁護修習でお世話になった事務所で働かせて
いただき、今振り返っても感謝しかない。大
阪に移ってからの14年間は、父が所長を務め
る事務所で働くというそれまでと全く違った
環境で、色々な人に助けられ、支えられてき
た。これまた感謝、感謝である。

仕事や時間に追われると、ついつい忘れが
ちになる気持ちなので、たまにはこうして振
り返って、大切なことを再確認する機会をも
つのもよいものだなと思う。そして、次の10
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節目を迎えて

年間はもう少し、「いっぱいいっぱい」が少
なめに過ごせるようにしたいとも思う。

登録２０年を振り返って
中嶋勝規（54期）

登録20年目に大阪弁
護士会の副会長に就任
し、任期途中に21年目
を迎えることになりま
した。21年目は会務の
名残をこなしながら、
弁護士業務へのリハビ
リに取り組むことになりそうです。

振り返ると長かったようであっという間の
20年。まだ修習時代が昨日のようにも思えま
す。20年選手となると修習で御世話になった
指導担当なのですが、私も修習生から同じよ
うに見えるのでしょうか。とてもそのような
貫禄はありません。

場数はそれなりに積んではきましたが、一
生勉強を続けないといけないこと、知らない
ことだらけであることは、１年間会務を担当
してみてもよくわかりました。

改めて初心に戻り、10年後に充実した10年
だったと思えるように明日からも頑張りま
す。

次の目標に向かって、
さらに20年

本元宏和（54期）

１　20年を振り返るに
当たり、修習を終了す
る際、いくつかの目標
を立てたのですが、そ
のうちの１つが「研修
所の教官になること」
だったことを思い出し
ました。

当時、既に大阪で弁護士をさせていただく
ことが決まっている中で、現実的には難しい
と思いながらも、私を指導していただいた教
官や先輩方のような良き人生の先達になりた
いと思ったからです。

ただ、大阪で弁護士をしながら研修所の教
官になることは、やはり現実的には難しく、
３年くらい前から研修所で同じクラスだった
方が研修所の教官になることを羨ましく思い
ながら応援していますが、ただ、後悔はあり
ません。
２　というのも、私は幸いなことに、これま
でに少なくない修習生の指導に携わることが
できたからです。

そして、私が指導した修習生が弁護士とな
り、今では立派に事務所を経営したり、中堅
として後輩弁護士を指導したり、公私にわた
る相談をしてくれたりもします。

また、これも幸いなことに、ロースクール
や大学・大学院の授業を担当することがで
き、私なりに実務での経験を伝えたり、実務
家（弁護士）像を示す機会をいただいていま
す。

こうしたことだけでもありがたいことです
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が、更にありがたいことに、私が授業を担当
した学生を修習生として指導する機会にも与
ることができています。

それだけでなく、私が授業を担当した学生
と同じ弁護士として法廷で対峙したり、委員
会で一緒に活動したりもしています。

こうしたことから、「研修所の教官になる
こと」は実現できていませんが、その動機と
なったことについては十分に達成できたもの
と思っています。
３　ところで、こうして過ごしてきた10年く
らいの間で、次に目指すべき目標が生じまし
た。

そのきっかけは、平成26年10月から４年間
務めさせていただいた大阪簡易裁判所での民
事調停官（いわゆる非常勤裁判官）です。

任官も考えていた私にとって、この４年間
の経験は大変刺激的で、新たな目標を持つ契
機をいただきました。

といっても、達成できる目途は全く立って
おらず、もしそれを達成することができると
すれば、20年くらい先のことになるはずで
す。

仮にというか、万が一にもその目標を達成
することができたのであれば、その時には何
号になっているかわかりませんが、「法友」
で報告させていただきます。

弁護士人生5分の1
石坂省悟（64期）

まず一言、法友倶楽
部に入会して本当に良
かったです。

私は、第５希望の高
知配属になったことも
あり大阪弁護士会に知
人がほとんどいない状
態で入会し、孤独に苛まれている中、法友倶
楽部に入会することができました。

入会時に自己紹介をしたとき、会場にいた
故小寺一矢先生から、「奈良出身やったらど
この高校や！？」と離れた席からから聞かれ
たので、私が「桜井高校です！！」と答えた
ところ、「知らん！笑」と一蹴されたことが
非常に懐かしい思い出です。正面から声をか
けてくれる温かい法友倶楽部の先輩の先生方
に囲まれて弁護士として歩むことができまし
た。

また、法友倶楽部のジュニア部、研修、旅
行、親睦企画に参加させて頂いたおかげで大
好きな同期ができました。

登録４年目の平成27年３月に独立し、約７
年になりますが、独立でお世話になったのも
法友倶楽部の同期です。

当初、既に独立していた同期のやぶね法律
事務所に入所しようとしたところ、事務所の
スペースの問題で断念することになりました
が、同じくやぶね法律事務所に入所しようと
していた籔根先生が信頼できる同期の先生を
紹介してもらい、３回目の面談で一緒に独立
を決め、現在も良きパートナーとして一緒に
仕事をしています。古今東西、独立と結婚

（←ここ大事）は勢いが大事といいますが、
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節目を迎えて

本当に痛感しています。
独立後も事件処理の相談に乗ってもらうの

はいつも法友倶楽部の同期でした。
このように、法友倶楽部無くして今の自分

はありえませんし、考えたくもありません。
恩師と同じ弁護士50年を見据えているの

で、20年目の記事の弁護士人生５分の２を執
筆したいと考えています。

人生第二のスタートを 
切って１０年

栗田圭司（64期）

10年前、私は43歳で、
人生の第２のスタート
を切りました。15年間
勤務した裁判所を退職
してロースクールに通
い、３人の子を持つ中
年であるにもかかわら
ず、新人の弁護士としてのスタートを切った
のです。

当時は、新人弁護士の就職氷河期であり、
加えて中年のおじさんを雇ってくれる事務所
などありませんでした。そんな私を見かねて
救いの手を差し伸べてくださったのが、弁護
修習の修習先だった現所属事務所の西尾忠夫
先生と濱川登先生でした。両先生は、それま
で何人もの修習生の指導弁護士を引き受けて
こられていたため、事務所内には修習生用の
立派なデスクが確保されており、私もそのデ
スクで修習を受けたのですが、弁護士になっ
た後も私がそのデスクを使い続けることをお
許しいただいたのです。その結果、私は、両
先生が受け入れた最後の司法修習生になりま

した。
以後、ベテランの両先生のご指導のもと、

私は自分の思うように弁護士としての仕事を
させていただくことができました。両先生に
救っていただかなければ、今ごろ私は弁護士
をしていなかったかもしれません。

スタートが遅かった分、他の同期の方々よ
り早いペースでいろいろな経験を積み、勉強
していかなければならないという気持ちはあ
ったものの、結局あっという間に10年間が経
過してしまい、今でも、日々、わからないこ
とばかりの中で仕事をしています。

しかし、その10年目の節目である今年、私
は司法修習生の指導弁護士をさせていただく
機会に恵まれました。指導弁護士のお話をい
ただいた際、指導弁護士など私には10年早い
と思いながら、10年前に私を受け入れてくだ
さった大阪弁護士会へのご恩返しのつもりで
お引き受けすることに致しました。

若輩者（決して若くはありませんが）の私
には、「指導」という程のことはできません
が、10年前に私が両先生から暖かく迎えてい
ただいたことを思い出しながら、私も修習生
に暖かく接することを心掛けています。

この10年間、弁護士会や会派の仕事にほと
んど関わってこなかっただけでなく、その年
の差故にジュニア部の活動など同期の皆さん
ともほとんど交流してこなかった私ですが、
これをきっかけに、これからの10年間は弁護
士会や会派の仕事にも少しずつ関わること
で、こんな私を受け入れてくださった弁護士
会に少しでも恩返しができればと思っていま
す。
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この10年を振り返って
副島久満子（64期）

早いもので、弁護士
登録してから10年が経
ちました。登録１年目
の頃は、どこまで人に
聞いて良くて、どこま
では聞いて良くないの
かも分からずに一人悩
みを抱えることも多かったように思います
が、今では、目の前の課題を解決することが
何より大事で、悩んでも分からないなら、人
に頼ることも躊躇わないと思えるようになっ
て随分楽になったように思います。

登録２年目で長女が生まれ、その２年後に
次女が生まれました。子どもが生まれてから
は、自発的にせよ、ハプニング的にせよ、子
どもに多くの時間が割かれます。今も、早朝
に起き出してこの記事を書いていますが（夜
は、だいたい子どのを寝かしつけで22時頃に
はお布団で、私も朝まで寝てしまうパターン
です）、襖を挟んだ和室（寝室）から年長の
次女の「ママーママー」と呼ぶ声が聞こえる
ので一端中断です。珍しく早起きができた日
に限って、子どもも目を覚ますというのは一
体どういうことでしょう。また、最近では、
次女が保育園からコロナウィルスを貰ってき
て、濃厚接触者となった家族全員が、17日間、
自宅待機でした（陽性者を隔離できない場合、
家族は、ギリギリまで濃厚接触、ということ
になるので、陽性者の自宅待機期間《10日》
＋７日、自宅待機しなければならなかったの
です）。

コロナに限らず、子どもの病気は（子ども
に限らないかもしれませんが）突然です。長

女が１歳半のときには、川崎病になり、10日
以上、入院することになりました。赤ちゃん
の入院は、親（保護者）の24時間の付き添い
が必須なので、夜は夫か私が病院に泊まっ
て、日中は九州から応援に来て貰った夫の母
に付き添いをして貰って、なんとか乗り越え
ました（余談ですが、長女が入院した日の夜、
夫が病院で付き添い、私は自宅で翌日以降の
付き添いに向けて準備していたのですが、夜
中に急にお腹に激しい痛みを感じ、救急車を
呼んで、長女の入院する病院に私も運んで貰
いました。私から夜中にお腹が痛いという電
話を受けたとき、夫は、「もう、終わった、
実家に頼るしかない」と思ったそうです。私
の腹痛は、原因不明で、翌日には収まり、ス
トレスじゃないか？とのことでした。私は、
ピンチのときに役に立たないどころか、心配
事を増やすポンコツなのです。こういうとこ
ろは、幼い姉が頭部を怪我して流血したのを
見て、自分も血の気が引いて倒れた母譲りで
す）。今では、子どもも大きくなって、病気
もあまりしなくなり、保育園などからのお迎
えの呼び出しも滅多にありませんが、コロナ
のこともあって、いつでも、どこでも、とり
あえずの仕事ができる体制作りは日頃から進
めておかなくてはいけないなぁと改めて実感
しているところです。

子どもの話ばかりになってしまいました
が、それが私の日常です。自分の手に負える
範囲で、精一杯仕事にも取り組んでいきたい
です。
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10年間を振り返って
髙見晋祐（64期）

弁護士になって丸10

年が経ち、このような
投稿の機会をいただき
ましたので、10年間の
振り返りをさせていた
だきます。

まず、弁護士業務に
ついて振り返りますと、この10年間はずっと
同じ事務所に勤務弁護士として所属し、一般
民事・家事、企業法務、刑事事件、破産管財
などなど、いろいろな案件・業務に携わるこ
とができました。自分の未熟さを痛感する毎
日ではありましたが、たくさんの経験をする
ことができたと思っています。

10年の間には、たくさんの後輩が事務所に
入ってくれました（その中で法友倶楽部にも
たくさんの方が入ってくれました）。私は、
その指導役なども担いましたが、逆に教えら
れる出来事も多く、私自身も成長することが
できたと感じています。

とはいえ、まだまだ弁護士として積むべき
経験があると思います。そして、10年を一区
切りとして、次は事務所経営も経験したいと
の思いに至り、本年４月末をもって事務所を
退所し独立することを決意しました（修習同
期・同班の弁護士が開業している事務所に合
流する形です）。おそらくこれまで以上に苦
労をするだろうとは思いますが、覚悟を決め
て頑張りたいと思っていますので、これまで
以上に、皆様からご指導ご鞭撻をいただけれ
ば幸いです。

一方、私生活では、弁護士２年目で結婚し、
４年目に長男が生まれました（今年の夏には

２人目が産まれる予定です）。弁護士として
だけでなく（それ以上に）、夫・父親として
もまだまだ未熟で精進が必要な今日この頃で
す。

最後に、会派活動では、２年目から法友倶
楽部に所属し（１年目は無所属）、たくさん
の先生方と交流させていただきました。特
に、ジュニア部の代表幹事（サブ）を務めさ
せていただいたときは、ジュニア部のみなら
ず、執行部や親会の先生方とも接する機会が
多くあり、その中で、会派運営のことはもち
ろん、弁護士会の運営に関することもいろい
ろ知ることができ、とても貴重な経験となり
ました。

また、このときには、私自身は各種行事や
懇親会にただ参加するぐらいしかできなかっ
たのですが、同じくジュニア部の代表幹事を
務められた増田力先生、会計幹事を担ってく
れた青木佑馬先生をはじめとして、たくさん
の先生方に助けていただき、何とか１年間乗
り切ることができましたので、皆様には感謝
の気持ちでいっぱいです。

ただ、ちょうどジュニア部の代表幹事の任
期が満了する頃からコロナ禍にみまわれ、３
代続けて、ジュニア旅行・追いコンなどの行
事が延期となってしまったことは、とても残
念でした。

コロナ禍が明け、また以前のように、さま
ざまな行事が制限なく開催され、たくさんの
先生方と交流できる日が一刻も早く来ること
を、切に願っています。
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10年
田中章弘（64期）

１　弁護士登録後すぐ
に法友倶楽部に入会さ
せていただき、初めの
頃は研修委員会に参加
させていただきました。
関わらせていただいた
企画の中でも「弁護士
のための交渉学（基礎編）」「要件事実よ、ど
こへ行く」「賢いメディア戦略教えます」の
研修は大好評で、私自身は裏方にすぎません
が、勉強になり、とても良い思い出になって
います。

昨年（令和２年）度は、会計担当の常任幹
事を担当させていただき、弁護士会と会派の
関わりなどを学ばせていただく機会も頂きま
した。
２　この10年間の私生活では奈良県の高見山
の雪山登山や北アルプスの五竜岳の山小屋泊
登山、ボクシングのスパーリング大会など様
々なチャレンジの機会がありました。最近は
船釣りを始めています。
３　修習時代から言われてきたような専門性
は残念ながらまだ身に着けることができてい
ませんが、色々な関わり合いの中で日々変化
に富んだ10年間だったと思います。

しかし、良いことばかりではなく、どうし
ても疲れてしまう時があります。そんな時
に、気楽に（飲みに）付き合ってくれる同期
の存在は欠かせませんでした。

今年度で法友ジュニア部から卒業になりま
すが、今後は定期的に同期会を開催して、こ
れまでの関係性を続けていけたらと願ってい
ます。

弁護士になってみたい
谷岡茉耶（64期）

弁護士になってみたい、ただそんな気持ち
から弁護士になり、早いもので10年経ちまし
た。しんどいなあと思った時期もありました
が、今では弁護士の仕事が好きになりまし
た。

それは、この10年の間に余裕が出来て、
（これでも）人間が丸くなったからではない
かと思います。特に独立したての頃は、気に
しなくてよいことに神経を張り巡らせてピリ
ピリしていたように思います。事務所内で
も、依頼者に対しても、今から思えばどうで
もいいことにこだわったり、必要もないのに
細かいことを言ったり、未熟な部分があった
ように思います。結局は、不安だとこういっ
た振舞いをしてしまうのですね。

しかし10年弁護士をしていますと、いつで
も、誰に対しても、優しく、機嫌良くしてい
るほうがすべてうまくいくことが分かってき
ました。今のモットーは「いかなる理由があ
ろうと、相手が誰であろうと、絶対に怒らな
い」です。声を荒げて怒らないのは至極当然
ですが、愚痴を言わない、ピリピリしない、
イライラしない、クヨクヨしない、といった
ことも含みます。どうしても不機嫌になりそ
うなこともありますが、そんなときはそんな
自分に気付くように心がけています。そうす
ればいつでもニコニコ、平常心に戻ることが
出来ます。そんな風に振舞っていますと、自
分も周りも幸せだし、仕事も楽しいし、いい
ことづくしです。

さて、プライベートでは、マリンバとの出
会いが日々を豊かにしてくれたと思っていま
す。記録を読むように楽譜を読み、依頼者の
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声を聴くようにマリンバの音を聴き、法廷で
弁論をするようにマリンバを弾く。その結果
何かを得るというよりも、ただそういった行
為そのものが、私の喜びになっているように
思います。仕事とマリンバとがまるで車の両
輪のように作用しあい、私の生きる原動力と
なっています。

人として成長しないとスケールの大きい演
奏はできないとつくづく感じます。きっと弁
護士業務も同じですよね。まだまだ至らない
点も多いですが、もっと大きな人になれるよ
う、これからも精進していきたいと思いま
す。ご指導のほどよろしくお願い致します。

10年前の問いかけ
中尾良平（64期）

「中尾君、我々弁護
士はね、北新地のお姉
さん達とおんなじサー
ビス業者なんだ。ただ、
決定的に違うところが
あるんだよ。何だかわ
かるかい？」

当時修習生だった私は、とある先生に“社

会勉強”と称して北新地に連れて行ってもら
い、何軒目かのお店を出た時に、このような
問いかけをされました。「次のお店に着くま
で」という制限時間を設定されて、先生の後
ろを歩きながら頭を捻って考えたのですが、
気の利いた答えを出せぬまま、あっという間
に次のお店の扉の前に。

しょんぼりする私を見て、ニヤリと笑いな
がら先生は、「新地ではお客さんがお金を払
って、それを受け取ったお姉さん達が『あり
がとうございました』って言うだろう？　で
も我々の場合、お客さんは我々に対してお金
を払ったうえにさらに『ありがとうございま
した』って言うんだよ」。

私は、その後、無事に２回試験を通って弁
護士として働き始めることになりました。

初めて独りで対応させてもらった相談者さ
んは、弁護士バッジを貰ったばかりの私に「あ
りがとうございました」と言ってくれました。
拙いアドバイスだったにも関わらず感謝して
もらえたという気恥ずかしさと、少しは役に
立てたかなという誇らしさがありました。

それから数多くの案件を担当し、様々な事
案で経験を積ませてもらったこともあり、私
は、徐々に自信をもって案件に対応できるよ
うになりました。相談者さんから「ありがと
うございました」と言われても気恥ずかしさ
は顔を出さなくなって、誇らしい気持ちが大
きくなっていました。

私は、あの時の先生の問いかけは「弁護士
という職業はとても誇らしい職業だ」という
趣旨だったんだなと思っていたのですが、あ
る日、母親から「最近、振る舞いが偉そうに
なってるよ」と言われました。

弁護士として働く年数が増えるにつれて、
いつしか、相談者さんから感謝されることが
当たり前になっていた私は、「誇り」が「驕
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り」になっていたようです。弁護士は先生と
呼ばれる職業ですが「医者と法律家は他人の
不幸で飯を食う職業」とも言われます。先生
と呼ばれても驕ることなかれ。

あの時の先生の問いかけは「弁護士という
職業はとても誇らしい職業である。だからこ
そ、謙虚に真摯にしなければならない」とい
う趣旨だったんだというのが私の今の答えで
す。

これからの10年も弁護士人生も、問いかけ
の趣旨を模索していく10年にしていきたいと
思います。

ここまで読み返してみると、「とある先生」
は既にお亡くなりになっているかのように読
めますが、先生はご存命です。誤解なされぬ
よう付記いたします。

登録10年の振り返り
永木友雪（64期）

法友倶楽部の先生方
お世話になっておりま
す。

みなさんがおっしゃ
るように、弁護士登録
をしてから10年は、ほ
んとうにあっという間
でした。

登録当初から７年間お世話になりました川
原総合法律事務所の川原先生が所属されてい
た関係で、法友倶楽部に入会させていただき
ました。
２年前に退所させていただき、梅田法律事

務所で執務させていただいておりましたが、
今年の４月に、川原総合法律事務所でお世話
になった兄弁の先生２名と、新しく蒼星法律

事務所を設立することになりました。ここ
で、この10年よりももっと弁護士として成長
できるよう日々精進したいと思っておりま
す。

会派活動については、ほとんど参加せずに
10年が過ぎてしまいましたが、この原稿の編
集をされている田中先生を始め、同期の先生
方のLINEグループに入れていただき、事件
処理に困ったときに、時々相談等させていた
だいたりと、お世話になっており、大変感謝
しております。

10年の節目を機に、会派活動の方も参加さ
せていただきたいと思い、厚かましくも、こ
の原稿を書かせていただきました。

この10年は、周りの先生方に助けていただ
き、乗り越えられた10年であり、感謝の気持
ちしかありません。

今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。

10年を振り返って
中村諒子（64期）

「10年はあっという
間だった」
「思い描いていた10

年目の弁護士のイメー
ジとは違った」

会報誌などで弁護士
生活10年を迎えた先輩
方がおしなべて書かれていたフレーズです。

10年目が近づくにつれ、私も例にもれず、
同じ思いを抱くようになりました。

右も左もわからず弁護士としての一歩を踏
み出したころ、ジュニアの例会や旅行で出会
う先輩方は自信に溢れ、何でもできるスーパ
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ーマンのように見えました。
今の私はといいますと、そんなスーパーマ

ン弁護士からは程遠く、悩むのが趣味なの？
というくらい日々悩んでばかりです。

勉強することが山のようにありますし、失
敗も多々あります。ただ、この記事を書くに
あたって、10年の間に携わった案件の記録や
データを眺めていると、自分なりに、不器用
ながらも必死に事件と向き合ってきた日々を
思い出し、初心にかえることができました。
節目ごとに自分自身を振り返ることは大切で
すね。

仕事面では新人の頃から代わり映えがない
ように感じていますが、私生活では随分変化
がありました。
５年目で結婚し、今は５歳と２歳の子ども

の育児に奮闘しています。事務所の配慮もあ
り２回とも１年以上の休業期間を取りまし
た。この業界では長いほうではないでしょう
か。希望をきいてくれた事務所には大変感謝
しています。

私自身は元来マルチタスクをこなすことが
苦手なタイプなので、仕事と育児、家事の両
立が果たしてできるのか不安でしたが、家族
や事務所のスタッフ、友人など多くの人に支
えられながらなんとか、という状況です。

保育園のお迎えや子どもの用事などで事務
所での執務時間は産前に比べると格段に短く
なりました。時間的制約からやりたい仕事に
積極的に手を上げられない、育児は思うよう
にいかず家事はもはや放棄に近い、何をやっ
ても中途半端と、これまたワーキングマザー
にありきたりな悩みを抱えていますが、物事
の優先順位をつけて臨機応変に対応すること
は休業から復帰してからのほうがうまくでき
ている気もします。

おそらく、次の10年も私はいろいろ悩むの

でしょう。悩みながらも、目の前の問題を一
つ一つクリアして、新人の頃に夢見ていた弁
護士像に少しでも近づけたら本望です。

最後になりましたが、私が大過なく弁護士
10年の節目を迎えられたのは、周囲の方々の
物心両面での支えがあってのことです。いつ
か恩返しができるよう、今後も研鑽に励みま
すので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
いいたします。

10年を振り返って
後岡美帆（64期）

弁護士登録から早10

年。この10年間、私は
周りの環境や人にとて
も恵まれていたと感じ
ています。
４年間勤務させてい

ただいた堂島総合法律
事務所では、多種多様な事件を経験させてい
ただき、弁護士として一番大事な基礎の部分
を鍛えていただきました。独立した後も、事
務所を訪ねると温かく迎えて下さり、自分の
ホームのような場所があることを、とてもあ
りがたく思っています。
５年目からは、父と一緒に仕事をしていま

すが、どんな仕事にも一つ一つ丁寧に取り組
む父の姿勢から、学ぶことは多いです。

法友倶楽部では、会派活動を通じて多くの
方々と交流させていただき、一人で仕事をし
ているだけでは決して得ることのできない繋
がりを得ることができました。諸先輩方とお
会いして貴重なお話を伺うことができるのは
為になりますし、後輩とも（といっても、自
分が年を取っていることをあまり自覚できて
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いないせいか、下の期の先生方にも同期のよ
うな感覚で接してしまうのですが）、ジュニ
ア部で楽しく交流させていただいています。
何より、ちょっとしたことでも気軽に相談で
きる、楽しく心強い同期の仲間ができたこと
が、とても嬉しいです。 

弁護士会の委員会では、特に、法教育委員
会にお世話になっています。法教育は、大学
生の頃から、弁護士になったらやりたいと思
っていたことの一つでした。現在は、日弁連
の委員もさせていただいています。子ども達
と関わることも多いですが、いつもパワーを
もらっています。

私生活では、４年程前に結婚しました。結
婚したからには仕事とプライベートはきっち
り分けなければと思いつつも、私はオンオフ
を付けるのが苦手なようで、家に仕事を持ち
帰ってしまうことも多々あります（実は、こ
の原稿も家で書いています）。理解ある夫に
支えてもらいながら、仕事を続けられている
ことに、感謝しています。

さて、登録したての頃は、10年も経てば、
それなりに経験を積むこともできて、効率よ
く仕事ができるようになるのではないかと思
っていました。しかし実際は、まだまだ「初
めて」のことに出会うケースも多く、日々勉
強の毎日です。弁護士という仕事は（仕事だ
けでなく、委員会等の活動も含め）、相当幅
が広いので、いつまでたっても、完全に慣れ
るということはないのかもしれません。そう
いう変化に富んだ毎日を楽しみながら、何事
にも丁寧に取り組むことを忘れず、周りに感
謝し、人との繋がりを大切にしながら、次の
10年も頑張っていきたいと思います。

10年間を振り返って
肱岡　徹（64期）

執筆依頼で初めて10

年目であることに気が
付きました。執筆を依
頼していただきありが
とうございます。

10年間を振り返って、
主な思い出の一つとし
て記憶に残っている出来事は、2018年の大阪
マラソンを完走したことです。人に誘われて
軽い気持ちで参加しました。「１時間で10キ
ロくらいのペースを目標に走ったら４時間半
くらいで完走できるかな」と考えながら走っ
てみたら完走できました。ただ、左足の親指
の爪が全部剥がれてしまい、フルマラソンは
身体に悪いと実感しましたので、二度とフル
マラソンには挑戦しないと固く決意しました。

他には、３年目か４年目の頃、詐欺の否認
事件で無罪判決を経験したことが記憶に残っ
ています。依頼者から報酬を支払ってもらえ
なかったという苦い記憶ですので、早く忘れ
たいです。

これらの出来事に較べると、谷町筋に面し
た歩道で、情状証人に対して、「私が気に入
らなくても、被告人のために打合せを続けて
下さい」と叫んだことは些末な出来事なので、
詳細は割愛します。

法友倶楽部の思い出といえば、一度、ジュ
ニア旅行に参加させていただいたことがあり
ます。道後温泉、楽しかったです。

次の10年は、健康に気を遣いつつ（現在、
お昼は自炊しています。野菜やキノコ類を350

グラム測ってから調理しています）、事務員
さんの給料を支払うために仕事を続けつつ、
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節目を迎えて

ＩＴコンサルタントを目指そうと思います。

この10年を振り返って
前野修一郎（64期）

この記事の執筆依頼
を頂いて、弁護士登録
後10年を経過したとい
う事実を実感しました。

私が１年目位の時
に、法友倶楽部の先輩
方が10年はあっという
間だとおっしゃっていましたが、本当にその
とおりだと思います。

新型コロナの影響で、同期の友人にも会え
ていないですし、卒業旅行や追いコンが開催
されていないことは残念ですが、延期という
ことなので開催された際には是非参加したい
と考えています。

10年前には、今のようにWEBで期日や会
議が日常的に行われているとは考えてもいま
せんでした。おそらく10年後には、今では想
定できないような世の中になっているでしょ
うし、社会の変化についていけるようにと、
この原稿を書きながら自分に言い聞かせてい
ます。

私生活では、登録４年目の時に結婚し、８
年目の時に男の子が生まれています。10年前
には、自分が夫となり、父となっているとは
想像もしていませんでした。現在、息子は２
歳に成長しており、毎日一緒にお風呂に入
り、一緒に遊んで一緒に寝るなど、多くの幸
せな時間を過ごすことができています。

簡単になりましたが、とても濃い充実した
10年でもありました。この先、20年目、30年
目の自分については、仕事面でも、私生活の

面でも、成長できたと実感できるよう、これ
からも頑張っていきたいと思っています。

それでは、これからも宜しくお願い致しま
す。

次の10年に向けて…
松木俊明（64期）

同期の田中章弘くん
から本原稿の執筆依頼
の連絡を受けて、「ほん
とうに弁護士登録後10

年経ったの？　冗談じ
ゃないの？」と思わず、
口走ってしまいました。

10年前、弁護士登録してすぐの私には、弁
護士登録後10年目の先輩方は、とても自信に
満ち溢れ、どんなことを聞いても的確なアド
バイスをくれ、プライベートでも新人をとこ
とん楽しませてくださり、まるで、なんでも
パーフェクトにできる「スーパーマン」のよ
うな存在でした。今の自分の立ち位置を改め
て見ますと、そのような存在からはほど遠い
なぁと痛感させられてしまいます。

ただ、この10年間を振り返りますと、本当
に有り難いことに、たくさんの方に支えてい
ただき、様々な経験を積ませていただきまし
た。特に、私は法友倶楽部の先輩方に多大な
るご支援を頂き、弁護士業務について学ばせ
ていただき、後輩たちにアドバイスをするよ
うに見せかけながら、後輩たちからもいろん
なことを教えてもらってきました。まだまだ
弁護士としては駆け出しの段階であると自覚
しております。10年の月日が過ぎて、自分が
まだまだ成長できていないことや、もっと勉
強しなければならない分野があること、人と
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してもっと成長しなければならないこと等も
少しずつですが分かってきたように感じま
す。また、スーパーマンのように、なんでも
簡単にこなされているように見えた先輩方
も、たくさんの経験を積まれ、時には人にも
言えない苦しい想いをされてきたことも少し
ですが分かってきました。それでも後輩であ
る私にそれを見せずに、多くのことを教えて
いただいていたことには、感謝の念に堪えま
せん。

これからは、今までの10年間で培った知識
や得た経験、人とのつながりを大切にしなが
ら、これから先も続く弁護士としての人生を
歩み、しっかりと成長し続けていきたいと思
います。

また、何よりも、私が現在も弁護士として
業務ができているのは、優しく、時には厳し
くもアドバイスをくれ、そして多くの時間を
一緒に過ごした同期の友人たちのお陰です。
登録後10年が経ちますと、それぞれを取り巻
く環境が公私ともに大きく変わります。所属
する組織や、属性が変わることも多々ありま
す。

ただ、どれだけ状況や環境が変わったとし
ても、かけがえのない同期であり、仲間であ
ることはこれからもずっと変わりません。

また10年後にも同期のみんなと笑いながら
お酒を酌み交わすことが出来るように頑張っ
ていきたいと思います。

最後になりましたが、この度は投稿の機会
を頂き、誠に有難うございました。先輩方の
ような「スーパーマン」のような存在になれ
る日はまだまだ程遠いですが、これからも日
々研鑽に励む所存でございます。これからも
変わらぬご指導ご鞭撻のほど何卒宜しくお願
い致します。

10年を振り返って
水戸章博（64期）

気がつけば、弁護士
登録をしてから10年。

本当にあっという間
だったように思います。

独立してからは、今
冬で２年が経ちました。
コロナ禍での新たな出
発となり、先行きに不安もありましたが、以
前と変わらず、様々な事件に取り組む日々が
続いています。

依然として、コロナ禍が続いており、様々
な行事が中止となっている中で、節目の10年
目を迎えることになり、少し寂しい感じがし
ておりますが、コロナ禍が終息して、復活す
ることを心待ちにしております。
１日、１日を地道に積み重ねた結果、いつ

の間にか10年が経ってしまっていたという感
じがしており、この10年で、自分として何が
変わったのか、どのように成長したのかとい
うことについては、実感がありません。ただ、
事務所内に保管している事件ファイルの山を
見れば、これまで歩んできた道のりや積み上
げてきた経験が確かにそこにあるんだなと思
うことができますし、また、思い返せば、様
々な方々との出会い・縁に支えられてきたん
だな、と感慨深いものがあります。

次の10年が過ぎた頃に、自分自身がどのよ
うになっているのか想像もつきませんが、よ
り機知に富んだ投稿ができるように、今後と
も、研鑽を積んでいきたいと思っております
し、仕事だけでなく、私生活も充実したもの
になっていけばいいな、と思っています。

今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、よろし
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くお願い致します。

10年間を振り返って
籔根壮一（64期）

弁護士登録をして
から10年間、公私と
もに色々なことがあ
りました。

弁護士として働き
始めたのを機に初め
て実家を出て一人暮
らしを始めました。
それから同期や時に
は諸先輩方とのめく

るめく夜がありました。
私は、修習生の頃からビールの一気飲みが

得意で、生中であれば３秒程度で飲み干すこ
とができます。和光ではワインとマッコリを
デキャンタで一気飲みして、方向感覚をなく
し、同期の田中先生に寮まで連れて帰っても
らいました。初対面なのに親切な人だなと思
ったことを今も覚えています。

独身時代の末期には、同期の石坂先生と家
が近かったこともあり、２人でよく近所の情
熱ホルモンに行きました。いつも１人前で約
200円の鶏皮ばかり注文して、90分約1400円
の飲み放題で、生中やハイボールを各自15杯
くらい飲んでいました。あの頃は、本当に楽
しかったです。

振り返ると20代の頃は、午前３時～４時ま
で飲んでも翌朝元気に働いていました。30代
前半になると段々日付変更線をまたいで起き
ているのが難しくなり、二日酔いにも悩まさ
れるようになりました。今では酒を飲み過ぎ
ると翌朝まだ酔っており、昼過ぎにようやく

二日酔いになる始末です。肉体は嘘をつきま
せん。体はもう若くないことを痛感する日々
です。

これからは肝臓をいたわりつつ、細く長く
酒を飲み続けていきたいと思います。

10年間を振り返って
脇田俊宏（64期）

名古屋での修習を終
えて初めて大阪に来
て、早いもので10年に
なりました。振り返る
とまず思い出されるの
は、１年目、失敗と不
勉強ばかりで、「なん
とかやっていけるだろう」という甘い期待が
打ち砕かれ、先の見えない苦しい思いをして
いた時期です。そんな中、諦めずにご指導い
ただいた太田先生、林先生には、感謝しかあ
りません。会派では、同期の皆や先輩後輩の
皆さまがいつも温かく迎えてくださり、心強
く感じておりました。森先生と共に戦った裁
判員裁判は、忘れ難い思い出です。

私生活では良き伴侶を得て、子供にも恵ま
れました。自慢の家庭を築けていることは、
まさに僥倖としか言いようがありません。

もうすぐ10年になろうかという昨年10月、
お世話になった太田・柴田・林法律事務所を
退職し、守口市役所にて任期付公務員に就任
しました。新しいフィールドですが、これま
での経験を活かし、精一杯頑張ります。

これまで支えていただいた先輩、同期、後
輩の皆様に深く感謝申し上げると共に、今後
もご指導ご鞭撻をいただきたく、よろしくお
願い申し上げます。
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法友倶楽部への恩返し、
1 年間頑張ります！

幹事長　森　直也（53期）

2022年（令和４年）
度、法友倶楽部幹事長
にご推薦頂きました、
53期 の 森 直 也 で す。
2000年（平成12年）法
友倶楽部に入会を許さ
れ て 早 や22年。 そ の

間、ジュニア部代表幹事や宮﨑執行部での筆
頭副幹事長、そして法友倶楽部のご推薦を受
けて2020年（平成２年）度大阪弁護士会副会
長職も経験させて頂きました。法友倶楽部の
諸先生方に可愛がられ（？）育てて頂いた恩
返しとして、この１年幹事長として、微力な
がら精一杯やらせて頂きます。どうか、宜し
くお願い致します。

大阪弁護士会において、会派の担う役割に
は、大きく３つの側面があります。ひとつは、
会に対して重要な政策提言を行う政策団体と
しての側面、ひとつは会に会長・副会長を初
めとした重要な役職を送り出すことにより会
務運営を支える側面、そして弁護士職務の研
鑽に努めながら会員の親睦を図る側面です。

このような認識のもと、2022年度の法友倶
楽部の運営においては、まず政策団体として
の機能を充実させるため、幹事会の更なる活
性化を図りたいと考えます。コロナ禍の副産
物であるWEBを利用したリモート会議によ

り、幹事会はこれまでより出席者が増えてい
ます。そこで2022年度は、幹事会の効率的運
営を図り、できるだけ多くの方々と政策検討
の議論を行えるよう工夫したいと考えていま
す。具体的には、弁護士会の各委員会で重責
を担っている方々に、所属する委員会の活動
を報告して頂く機会を設け、問題意識の共有
を図りたいと考えています。

また、人材輩出の側面においては、ややも
すると年度毎に幹事長任せになっていた副会
長候補者の選出について、できれば５年くら
い先を見越した選出を検討するＰＴを幹事会
直属で立ち上げたいと考えています。もちろ
んこれは、男女共同参画の観点から、当倶楽
部としても女性理事者を選出していかなけれ
ばならないことも見据えた対応です。

そして、親睦については、コロナ禍におい
て対面での行事を行いづらい状況はまだしば
らく続くと思われますが、そのような中でも
何とか「顔の見える」親睦行事ができないか
模索していきたいと考えます。会派内の親睦
は、会員の孤立を防ぎ、不祥事を未然に防ぐ
意味からも重要です。一人でも多くの方が気
軽に参加できる行事を少しでも持てればと思
います。

と大言を吐いて参りましたが、このような
理想は、力不足の私一人ではなし得ません。
そこで筆頭副幹事長を我が頼れる盟友、辻村
幸宏さんにお願いしました。さらに常任幹事
として小林理絵さん、籔根壮一さん、中原明
子さん、青木佑馬さんという、フレッシュか
つ有能なメンバーが揃いました。併せてジュ

令和４年度令和４年度
法友倶楽部法友倶楽部 常任幹事自己紹介 常任幹事自己紹介
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という「遊び場」でみなさんが大いに楽しん
でいただけるようにお手伝いさせていただき
ます。

楽しい行事ができることを願いつつ、就任
のご挨拶とさせていただきます。１年間、何
卒よろしくお願いいたします。

１年間よろしくお願い 
いたします

副幹事長　小林　理絵（61期）

この度、令和４年度
の常任幹事を務めさせ
ていただくことになり
ました61期の小林理絵
と申します。

登録したころは、ジ
ュニア旅行やビアパー

ティーなど法友倶楽部の活動に参加させてい
ただいておりましたが、最近はほとんど会派
の活動に参加できておらず、すみっこ会員だ
ったので、なぜお声がかかったのかと不思議
に思っております。

正直、常任幹事の業務をよく分かっておら
ず、森先生から声を掛けていただいた際にも、
本当に何も分かっていませんがいいんです
か？とお答えしたのですが、いいよいいよと
力強く言っていただきました。森先生や辻村
先生とご一緒できるなら楽しいに違いないと
お引き受けした次第です。

私自身、コロナで人との繋がりが薄れ、事
務所と自宅の往復で、家族以外の方と業務以
外の話をする機会がなくなってしまい、人と
の交流、繋がりが如何に必要なものか日々痛
感しています。引き続きリアルでの交流は難
しい状況だと思いますが、皆様に参加してい

ニア部代表の中島裕一さん、玉野まりこさん
と共に、2022年度副会長井崎さんを支えつ
つ、１年間会運営を行って参ります。どうか、
宜しくお願い致します！

次年度は集まれますように

副幹事長　辻村　幸宏（55期）

次年度筆頭副幹事長
を拝命いたしました辻
村幸宏です。

常幹入りは平成25年
度（近藤行弘幹事長）、
平成30年度（宮﨑誠司
幹事長）に続く３度目

になります。
元ボスの亡小寺一矢先生が法友倶楽部の活

動に熱心でしたし、会長選挙を経て、私も法
友倶楽部に「遊び場」のように出入りし、い
ろんな方からかわいがっていただくようにな
りました。懇親の場などで先輩たちとお話を
させていただくのが面白く、また非常にため
になる経験だったと感じています。若いつも
りで後輩たちにも言いたい放題ですが、どう
やら受け手にすれば圧もアクも強すぎるよう
だとわかってきました。少しは包容力を身に
つけ、若手に煙たがられないよう、先輩方か
ら受けた恩や愛情をお返しする側に回りたい
と思います。
２年に及ぶコロナ禍でこれまで当然のもの

と思っていた、リアルで人と会って話した
り、経験や学びを共有することの価値がより
深く感じられるようなったように思います。
次年度は、法友の誇るエンターテナーである
森直也幹事長をトップに仰ぎ、他の副幹事長
らとともに、利害も年齢も性別も超えた会派
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ただけるような交流の形や場を工夫していけ
たらと思います。
１年間森先生のもとで他の常任幹事の先生

方と共に頑張ります。１年間、どうぞよろし
くお願いいたします。

１年間よろしくお願い 
いたします。

庶務担当副幹事長　籔根　壮一（64期）

籔根壮一と申しま
す。次年度、庶務担当
として常任幹事を務め
させて頂くことになり
ました。

常任幹事を拝命する
のは今年度が初めて

で、不慣れなところが多々ございますが、辻
村幸宏先生のご指導を仰ぎつつ務めを果たし
てまいりますので、よろしくお願いいたしま
す。

私が弁護士登録をしてから10年あまりが経
過しました。現在に至るまで、何度も難局に
直面いたしましたが、その都度、法友倶楽部
の先生方からご指導、ご助言を賜り、そのお
かげで今まで弁護士を続けることができまし
た。私にとって法友倶楽部の活動を通じて得
た縦横のつながりは、弁護士として活動して
いくために何より大切な財産です。

私は、法友倶楽部への恩返しのためにも、
会派活動を通じて、若手の先生方に修習期の
垣根を越えて経験豊富な先生方に気軽に相談
できるような人間関係を築いて頂けるよう、
お手伝いをさせて頂きたいと考えております。

残念ながら会員同士がリアルで交流する機
会は大幅に減っております。しかし、今まで

の業務のあり方を抜本的に変えざるを得ない
情勢の下、悩みを抱えておられる方も多いの
ではないかと思います。

会員相互の交流を今一度活性化できるよ
う、森幹事長の下で私も微力ながら精一杯務
めさせて頂きます。

よろしくお願いいたします。

会計担当副幹事長　中原　明子（66期）

次年度会計を担当さ
せていただく、66期の
中原明子です。

会派の行事には、登
録年度以降、やや足が
遠のいておりました
が、様々な場所で法友

の先生方とご一緒させて頂く機会を頂き、会
派のありがたみ（だけ）を享受しておりまし
た。

ところがある夜、突然、飲み会中の同期ら
から、「次年度会計を引き受けられる人がい
ない。引き受けてくれないか」という連絡が
入りました。未就学児の子育中のため、（特
に夜の行事の出席が）難しいと思ったもの
の、聞けば、他の同期らが引き受けられない
理由も充分理解できるものだったので、あれ
やこれやと話し合った結果、「夜の行事には
同期が必ず出席し、会計を務める」というや
や変則的な解決策をとることになりました。

それでも、お金を扱うのにそれでいいの
か、ぎりぎりまでお引き受けするのを迷って
いたところ、森先生より直接お電話を頂き、

「問題ない」と力強くおっしゃって頂いたこ
とで、初めて前向きに考えることができまし
た。
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令和４年度法友倶楽部 常任幹事自己紹介

このような事情ですので、次年度はいわば
66期一丸となって会計を務める所存です。

私も、はじめこそ「他にいない」という消
極的理由でしたが、今では、１年間、森先生
を支え、会計の職務を務めたいと思っており
ますので、皆様ご協力のほど、どうぞよろし
くお願いいたします。

１年間よろしくお願い 
致します。

庶務担当副幹事長　青木　佑馬（70期）

次年度、庶務担当と
して常任幹事を務めさ
せて頂くことになりま
した、70期の青木佑馬
です。

私は、法友倶楽部に
入会して以降、できる
だけ会合には参加し

て、諸先輩方や同期と交流を深めるようにし
てきました。法友倶楽部は、事務所の垣根を
越えて、日々の悩み事を客観的に、気軽に相
談できる場であり、経験の浅い若手には特に
大事な場であると実感しています。また、個
性豊かで素敵な先生方とふざけた話しや真面
目な議論ができる場と感じています。

歴史ある法友倶楽部の役職に就くことがで
きて、大変光栄に思います。

昨今は、コロナ禍の影響から90周年事業が
無くなるなど、会派の対面での会合やイベン
トが開催できない難しい時期を過ごしてきま
した。特に72期以降の先生方は、同じ会派の
先生と知り合う機会が極端に少なく、親睦を
深められないでいるかと思います。

今年度は、森幹事長のもと、いろいろな世
代の先生方が交流できるよう、アプローチ出
来ればと思います。情勢を見て、リアルでの
イベントの開催などもできればと思います。

至らない点も多々あるかと思いますが、１
年間、よろしくお願い申し上げます。
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令和４年度ジュニア部代表幹事 就任のご挨拶

就任のご挨拶就任のご挨拶
令和４年度ジュニア部代表幹事令和４年度ジュニア部代表幹事

１　ご挨拶
　令和４年度の法友倶楽部ジュニア部は、代
表幹事の中島裕一（66期）と玉野まりこ（67

期）、会計幹事の竹田仁（73期）の３名で務
めさせていただきます。
２　次年度の意気込み

代表幹事（67期）の玉野さんからは、「コ
ロナ禍による行事の縮小や中止が求められる
ようになって早や２年。今後も画面上でしか
お会いできない期間が続きそうですが、会派
のよいところは「考えていることも取り組む
仕事も違う人と、広く緩くつながれる」とこ
ろだと思います。若手のみなさんが、困った
り迷ったりした時に、「あの人に相談してみ
ようかな」と思えるような関係性を持てるよ
う、あたたかい雰囲気をつくっていきたいと
思います」とのコメントをいただいておりま
す。玉野先生は会派・会務ともに幅広い分野
で活躍しておられます。楽しい例会を一緒に
企画していけることを楽しみにしています。

会計幹事（73期）の竹田さんからは、「初
めての役職で、まだまだ右も左も分かりませ
んが、精一杯頑張りたいと思います。よろし
くお願いいたします」とのコメントをいただ
きました。竹田さんは弁護士２年目であり、
コロナ禍でなかなか思うように会合が開け
ず、初参加が昨年12月の例会であるにも関わ
らず、会計幹事に手を挙げていただいたこと
に深く感謝しております。

私としても、法友倶楽部ジュニア部が、将

来にわたって誰かの居場所であれるよう、コ
ロナ禍で薄くなってしまった皆様の縁を再び
繋ぎ合わせ、例会を盛り上げていく所存です。

コロナ禍において、令和２～３年度のジュ
ニア部代表幹事・会計幹事の皆様は工夫を凝
らし、ジュニア部の繋がりが絶えないよう、
例会を開催していただきました。

私たちも、（気が早いですが）胸を張って
次々年度にバトンを渡せるよう、全力を尽く
してまいります。
３　活動方針

なるべく多くの方に興味をもって参加して
いただけるよう、例会では、レクリエーショ
ン企画、研修的な企画、ゲストを招いての企
画や、他会派とのコラボなど、様々なジャン
ルをバランスよく開催したいと思います。

例年、４月の例会で、皆様の意見を聞いて
年間の企画概要を固めますので、ジュニア部
の皆様は、まずは４月の例会にご参加いただ
きますよう、この場を借りてお願い申し上げ
ます。

また、延期となっている62期以降の追いコ
ンや旅行等の企画も、今年こそ実現できるよ
う、力を尽くしてまいります。
４　さいごに

令和４年度の法友倶楽部ジュニア部は、こ
んなご時世だからこそ、明るく、力強く活動
してまいります。何卒よろしくお願い申し上
げます。

中島　裕一（66期） 中島裕一 玉野まりこ
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大阪弁護士会行事報告大阪弁護士会行事報告

令和２年１月５日（木）午前11時より令和４
年新年祝賀会（参加人数の制限がありました
が）に先立ち、先進者顕彰会が開催されまし
た。

大阪弁護士会では、弁護士、裁判官または
検察官にあった期間が通算して40年に達し、
かつ、20年以上当会の会員であった者を先進
者として表彰しており、68回となった今年
は、昭和56年に弁護士登録をされた33期の方
々を中心に式が執り行われました。

法友倶楽部からは、上田裕康先生、北側一
雄先生、北野幸一先生、後岡良知先生、益満
清輝先生、山川富太郎先生の６名が顕彰され
ました。

33期の先生方が登録された昭和56年は、東
京地裁・ロッキード裁判で、証人が５億円の
受領を認める証言をし、「蜂の一刺し」が流

行語になった年でもあります。
日本社会は、その後、戦争はなかったもの

の、バブル景気とその崩壊、リーマンショッ
ク、相次ぐ震災などを経て、いまパンデミッ
クとの闘いのまっただ中にいます。

顕彰会を迎えられた皆様の受け止め方は様
々ですが、常に変わりつつある激動の社会の
中で、法曹としての役割、社会的役割を果た
されてきたことは、敬意に値するもので、誇
らしく、共に喜ぶものです。

今後もますますのご活躍と後輩へのご指導
を賜れんことを祈念する次第です。

末尾になりましたが、米寿を迎えられた河
上泰廣先生、高澤嘉昭先生、布谷武治郎先生、
まことにおめでとうございます。今後とも法
友倶楽部を厳しくも暖かく見守って頂けるよ
うお願いする次第です。

第68回

先進者顕彰会

竹　岡　富美男（31期）
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１　今年度の現状

「谷間世代」、これはサッカー日本代表で、
黄金世代の後のアテネ世代を揶揄して使われ
た用語である。

私含め法友64期は紛れもなく法友「谷間世
代」である。

これまで、60期の山岡先生、61期の塚崎先
生、62期の金先生、63期の東先生と自他共に
認める法友若手ゴルフ会のレジェンドが活躍
してきました。

令和２年11月28日に開催された63期最後の
対抗戦後、四連覇の嬉しさもありつつ「谷間
世代」は焦りを感じていました。

上記60～63期までの「黄金世代」が若手会
派対抗戦で四連覇を成し遂げ、次はジュニア
卒業年度である私達64期が引っ張って行くこ
とになります。

今年の目標はもちろん五連覇、五連覇を成
し遂げた先人の方をネット検索したところ、
ヤクルトの内川聖一さん（日本シリーズ）、
内村航平さん（世界体操）等錚々たる顔ぶれ
が並びます、この方々に肩を並べるのは相当
な訓練と試合で結果を出すことができる精神
力が必要です。
「谷間世代」で100切りをしたことがある人

材が皆無であり、64期の代で輝かしい記録を
止めてしまうのではないか、というプレッシ
ャーに圧し潰されそうでした。

２　ジュニア例会

65期以降の先生方が中心となり、毎月のよ

うにゴルフ例会を実施し、相当な訓練をした
おかげで64期でも多少は本番で戦うことがで
きる兆しが見えていたところ、法友倶楽部若
手ゴルフ三強の一角である都先生が10月20日
のジュニア部例会で右肘の靭帯を切る大けが
をしてしまい、三強の一角が欠け戦力が大幅
ダウンしてしまいました。

３　対抗戦に向けて

例年、前年度の優勝会派が対抗戦のコース
を選択する権利があるのですが、奈良柳生カ
ントリーは65期の山田先生が会員で、練習コ
ースとして利用できるということで、地の利
を生かして選択することになりました。

来年度が最終参加の山田先生としては次年
度に使いたい、という気持ちを押し殺して今
年度の本番コースに選んで頂きました、山田
先生の貢献度は計り知れません。

直前のゴルフ例会で、奈良柳生カントリー
にて本番練習を行ったとき、上位５名での仮
集計を行ったところ、奇跡的に私が５位に入
ることができたのですが、例年の優勝ライン
からは程遠い合計スコアに止まり、「谷間世代」
が団体戦の集計に入ると優勝ができないとい
うジレンマのようなものを感じていました。

４　対抗戦当日

都先生の復帰が間に合わない中、令和３年
11月27日の若手会会派対抗戦が奈良柳生カン
トリーにて開催されました。

若手会会派対抗戦当日、新型コロナウイル

祝 若手会会派対抗ゴルフ五連覇！
石　坂　省　悟（64期）
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ス感染症拡大防止のため、朝の受付を設けず
順次スタート、プレー終了後の会食は参加者
全員が出席ではなく、内容も簡易なものにな
りました。

そのため、法友の全体集合写真を撮影でき
なかったので悔いが残っています。

64期は３名参加したのですが、快晴→雨→
雹→快晴→雨→雹という異常気象の中で戦っ
たせいなのか（但し、参加者全員が同条件）、
精神力が不足していたのか、残念ながら団体
戦（上位５名での集計）に貢献することがで
きませんでした。

法友倶楽部としては、一水会との接戦の
末、五連覇を達成することができました。

山田先生（65期）西本先生（66期）、山内
先生（67期）、片岸先生（67期）、東井先生（70

期）が法友倶楽部の団体上位５名に入りまし
た。

西本先生は７月のゴルフ例会から参加して
頂き、即戦力として活躍されました！

残念ながら、前年度は新型コロナウイルス
の影響で対抗戦後の懇親会ができなかったの
で、当日夜、63期の先生方から頂いた前年度
の優勝賞金を加えた優勝賞金２年分、61期の
塚崎先生からの援助により少人数ながらも盛
大な祝勝会ができました、この場をお借りし
て感謝申し上げます。

また、代表幹事の門林先生、永井先生、同
じく世話役として天井先生、同期の田中先生
がいてくれたおかげで、法友倶楽部がホスト
として無事対抗戦を開催することができまし
た、本当にありがとうございました。

５　優勝記念（サイプレスゴルフ）

例年、阪本政敬先生が若手会対抗戦の優勝
記念としてサイプレスゴルフに若手を連れて
行って下さるのですが、今年も例にもれず12

月10日にサイプレスで快適にプレーし、併設
のレストランで高級焼肉に舌鼓を打ちまし
た。

毎年、サイプレスゴルフに連れて行って下
さり、感謝申し上げます。

６　来年に向けて

これまでの準優勝チームとのスコアの差
は、４年前は20打、３年前は24打、２年前は
17打、昨年は７打、今年度も７打と近年は特
に接戦（４年前と昨年は４名での集計）とな
り白熱した闘いを繰り広げています。

私自身は７年前からゴルフを始めました
が、アプリで記録化してから103ラウンド目
にして、昨年ようやく初めて100を切ったレ
ベルです。

若手の先生方で構成する法友若手ゴルフ会
グループLINEの登録者が50名を超えて活発
にゴルフ例会を実施していますし、移動手段
がない先生方については近場の先生方が送り
迎えをして楽しく活動しているので、未経験
や移動手段が無いと心配されている若手の先
生方等も気軽に参加してもらえたらありがた
いです。

65期以降の法友「プラチナ世代」の先生方
は、これからも例会を楽しみつつ六連覇を目
指して頑張って下さい！

祝勝会に駆けつけてくれた法友倶楽部
若手ゴルフ三強の一角の都先生（左）
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令和３年12月20日、18時から令和３年度冬
季定期総会が開催されました。昨年に続き、
コロナの影響により、会場とWEBを併用す
る形での開催となりましたが、合計58名の会
員にご出席いただきました。

通常、「式典の部」と「懇親の部」の二部
構成とされていましたが、昨年はコロナ禍初
年度ということもあり、「式典の部」のみの
開催となったこともあり、林幹事長の号令の
下、今年こそは懇親の部も開催すべく、

「EN」の方にもご協力いただきました。
審議事項としては、次年度の大阪弁護士会

副会長候補者として井﨑康孝会員を推薦し、
選挙対策本部長として福原哲晃会員を、次年
度法友倶楽部幹事長として森直也会員を選出
することが付議され、満場一致で承認されま
した。

続いて、令和４年度の幹事選出について次
年度常任幹事に一任するとの承認がなされ、
また、令和４年度政策承認の件について森直
也会員からの説明がなされました。

報告事項としては、竹岡富美男会員、池内
清一郎会員から調査委員会に関する報告がな
され、林裕之幹事長からは会費減額諮問につ

いての報告がな
されました。調
査委員会の報告
に対しては、出
席者からも意見
が出される等、
会員の関心の高

さを窺い知ることができました。
その後、次年度常任幹事の紹介及び挨拶、

新入会員の紹介がされ、式典の部は終了とな
りました。

続いて行われた懇親の部では、会としては
久しぶりとなる「乾杯」もあり、黙食ではあ
るものの食事の提供もされる等、久しぶりに
懇親会らしい懇親会となりました。

更に、昨年度は実施されなかったオークシ
ョンも無事に実施することが出来ました。感
染防止の観点から、商品の周りに人が密にな
るのを避けるため、WEB中継形式で商品を紹
介するなど、初めての試みで不安もあったも
のの、オークショニア森直也会員がその能力を
遺憾なく発揮し（入札意思のない人も気付け
ば入札させられている）、WEB参加者からも
多くの入札がされる等、大盛況となりました。

最後に、岡豪敏会員から閉会の辞が述べら
れ、散会となりました。

なかなか思うように対面での行事を実施す
ることも躊躇われる状況ですが、対面でしか
出来ないこと、WEBでも出来ること等、い
ろいろと収穫もあった総会となりました。

ご出席いただきました皆様、ありがとうご
ざいました。

冬季定期総会のご報告
令和３年度 法友倶楽部副幹事長　増　田　　　力（63期）
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令和３年度 法友倶楽部内委員会活動報告



企画委員会活動報告

宮﨑　誠司（47期）


１　はじめに

本年度の活動は、後述
の各諮問に対する答申及
び政策の提言である。以
下、概略する。
２　諮問対応

諮問第１号は、当会の毎年度の会計が黒字
収支で継続し、次期繰越残高も累積している
ことに関し問題意識があり、会費の減額にか
かる具体的な検討、また現在の特別会計なる
名目の預金口座の位置づけが不明確であるこ
とを踏まえ、規定による明確化の当否にかか
る意見が求められたもの。

諮問第２号は、会派の管理口座の預金が会
計担当会員によって横領された事件を基に検
証すべく立ち上げられた調査委員会の調査報
告書を踏まえて、不祥事の具体的な再発防止
策にかかる検討が求められたもの。なお、本
年度、当会会員による高額な横領行為が発覚
したことも踏まえられている。
⑴　諮問第１号
　諮問事項

　ⅰ 　当会の会費（年間２万4000円、ジュ

ニア部は年間１万2000円）を減額する
ことの当否、減額する場合の適切な額

　ⅱ 　一般会計とは別に一定の目的をもっ
た特別会計の設置の当否、設置する場
合の規律

　答申の趣旨（概略）
　　ⅰ 　現行の年間２万4000円の会費（ジュ

ニア部会員は年間１万2000円）を令和
４年度より年間１万8000円（ジュニア
部会員は年間9000円）に減額すべき。
なお、会費の額は、随時、見直しを行
うべき。次年度繰越金が今後も増加し
続ける場合には、更なる会費減額を検
討すべき。毎年度の最初の定期総会に
おいて、会費の額を定めることも含め
て検討されるべき。

　ⅱ 　当会の会計を一般会計と創立記念行
事に目的を限定した特別会計に分ける
べき。規定例も提示。

⑵　諮問第２号
諮問事項
　 　当会会員の不祥事の再発を防止するた

めの具体的施策
答申の趣旨（現時点、検討継続中）
　 　不祥事の具体的な再発防止策に関し

て、①会派管理口座の在り方、②会員一
般の業務上横領行為の再発を防止するた
めの具体的施策、③当会会員による業務

　　令和３年度令和３年度
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上横領行為が発覚した後の具体的施策、
④会員の不祥事防止策一般に項目立てし
て意見交換をした。

３　政策（細項目、概略）

現在、弁護士自治、人権擁護（入管問題
等）、男女共同参画の推進（理事者選任にか
かるクオータ制等）、刑事弁護（取調べへの
弁護人立会いの実現等）、次世代を担う子ど
もや若年者の人権課題（子どもの権利基本法
創設への取り組み等）、業務拡大（法律相談
事業の拡充等）を政策課題として取り上げ
た。
４　おわりに

前述した答申の内容が、ひとつでもふたつ
でも実行され、会派の活動の活性化につなが
ることを期待する。



広報委員会活動報告

山田　敬子（56期）


本年度、広報委員会では、令和３年７月に
「かわら版３号」、12月に「かわら版４号」を
発行し、また、令和４年３月に本号（通常版
147号）を発行いたしました。

元々、かわら版は、コスト削減を図りつつ、
各種行事などのご報告をできるだけリアルタ
イムでお届けすること意図として企画したも
のでしたが、昨年度に続くコロナ禍で、各種
行事の中止が相次いだことにより、お届けす
る行事が少なくなってしまったのは、大変残
念でした。

次年度こそ、コロナ禍も落ち着き、たくさ
んの行事が実行され、より多くの楽しくまた
有意義な記事をお届けできることを期待して
います。

また、法友倶楽部創立90周年記事業もその
多くが中止となる中で、90周年記念事業実行
委員会の記念誌・アルバム部会と広報委員会
が協力して、法友倶楽部の公式ホームページ
の開設に至りました。

法友倶楽部のホームページは、かつては存
在していたものの、その更新の煩雑とコスト
の面から一旦廃止となっておりましたが、こ
の機会に新しくホームページを開設しまし
た。

新しいホームページでは、一般向けのペー
ジと会員専用ページに分け、個々の会員を紹
介する個人ページも用意しています。

一般向けページでは法友倶楽部の紹介や楽
しさをご紹介する一方、会員専用ページで
は、行事予定・行事報告をはじめとして、会
報のバックナンバーや、議事録・規約等も掲
載し、会員への情報提供を充実させていま
す。

法友倶楽部内外に向けて、かわら版以上に
リアルタイムに情報提供をし、今後の法友倶
楽部をより盛り上げていく重要なツールにな
ると期待しています。

次年度も、会報誌通常版・かわら版・ホー
ムページの三種三様のメリットを活かして、
執行部のお考え・各委員会の活動を、本年度
以上に伝え、盛り上げていくことを祈念し
て、活動報告と代えさせて頂きます。

最後になりましたが、とても頼りない委員
長を、懲りずに支えて頂きました、担当常幹
の宮部先生・北口先生・広報委員の先生方に
はこの場を借りて、心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
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法曹交流・研修委員会 
活動報告

山崎　道雄（60期）


１　法曹交流委員会

法曹交流委員会では、
昨年度に引続き、OJT及
びサポート制度を運用致
しました（なお、司法修
習生との懇談企画につい

ては、親睦委員会との共同開催を検討しまし
たが、予定日に大阪府全域にまん延防止等重
点措置に基づく要請があったことを踏まえ、
やむなく中止としました）。

OJTは、法友倶楽部内でチューターと受講
者をマッチングし、会派内で弁護士業務の
OJTを実現しようという試みです。また、サ
ポート制度は、親会から選任されたサポート
会員において、若手からなされる質問（初歩
的なものを含む）や共同受任の要請に対応す
るという制度です。

サポート制度については、相応の相談件数
がありましたが、OJTは、昨年度と同様にマ
ッチングが１件に留まりました。昨年度の反
省から今年度は、ジュニア部ＭＬを中心に告
知にも注力しましたが、コロナ問題で交流の
機会が少なかったことも影響してか低調な結
果となってしまいました。

とはいえ、いずれも、若手会員にとって、
業務拡大やスキルアップにつながる有意義な
制度ですので、次年度委員会には、引き続き
各制度の意義及び改善案を引継ぐように致し
ます。

２　研修委員会

第１回研修（令和３年８月26日開催）は、
「知的財産法・倒産分野の実務　初級編」と
いうテーマで開催し、井﨑康孝先生（54期）
に講師を担当いただきました。倒産法分野・
知的財産法分野の通常の研修では聞けない・
でも知りたいことも含めてかなり具体的なお
話を聞くことができました。

第２回研修（令和３年11月26日開催）は、
辻村幸宏先生に民事調停官、櫛田博之先生に
消費者庁職員・企業内弁護士、中島裕一先生
に自治体の特別嘱託職員についてお話いただ
きました。それぞれ、目指すきっかけ・採用
方法・具体的職務内容・弁護士業務との関係
性等についてお話いただき、若手だけでな
く、中堅・ベテランの先生にも非常に役に立
つ内容だったと思います。

いずれも、「会派ならでは」として、かな
り踏み込んだ内容の研修でして、次年度も、
研修委員会において、会員に有意義なおもし
ろい企画を検討いただければと考えていま
す。

３　最後に

以上のとおり、本年度は、法曹交流委員会
と研修委員会の各委員長を担当させていただ
きました。当初は、十分に対応できるか不安
でしたが、チューター、サポート会員、講師
の先生方及び制度・企画に携わった皆様のご
協力により、何とか職務を全うできました。
本誌をお借りして、心より御礼申し上げま
す。
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親睦委員会活動報告

山岡　直人（60期）


１　はじめに

今年度の親睦委員会
は、ほとんどの企画が、
コロナウイルスの感染拡
大の影響を受け中止とせ
ざるを得ず、大変苦労い

たしました。
委員会の開催もZoomによる開催が主とな

り、闊達な意見交換もなかなかできず、多く
の委員の意見を企画に反映できなかったこと
も非常に残念な１年でありました。

そのような状況でしたので、比較的感染リ
スクの少ないゴルフ例会（HGC）の開催を
中心とした１年となりました。

２　第１回HGC（令和３年７月22日）

ABCゴルフ倶楽部において、７名の参加
で第１回HGCを開催いたしました。

当日はまさに感染波の間隙のせいか、中国
道が当時にしては珍しく大渋滞し、委員長自
ら遅刻するという事態に見舞われましたが、
晴天の中久しぶりのHGCを楽しむことがで
きました。

３　第２回HGC（令和３年10月24日）

東急グランドオークゴルフクラブにおい
て、12名の参加で第２回HGCを開催いたし
ました。

前回の反省を踏まえ、朝も暗いうちに出発
した私は、クラブハウスも開かない午前６時
に現地に到着するという気迫を見せて挑みま
した。

中嶋副会長の参加もあり、久しぶりに会員
間の親睦交流が図れたHGCでした。

４　ビンゴ大会の中止

毎年夏の総会にて行われてきたビンゴ大会
も、ビアパーティが中止となった影響で中止
となってしまいました。

５�　ボウリング大会の中止（令和４年１月

22日）

第５波が収まり、ようやく多くの人が集ま
れるという期待の中企画したボウリング大会
でしたが、オミクロン第６波の影響を受け中
止となってしまいました。

６　スキー企画

塚崎専任委員による恒例のスキー企画が、
令和４年２月10日から13日、北海道ルスツリ
ゾートスキー場にて開催されました。毎年他
会派からも多くの参加者がある名物行事であ
り、無事開催され本当に良かったです。

７　終わりに

今後も、第３回HGC開催とWebでの企画
を検討しているところです。

来年度こそは多くの会員の皆様が楽しんで
いただけるような企画が開催できる時勢にな
ることを願って止みません。
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１　はじめに
本年度のジュニア部は、前年度に引き続

き、新型コロナウイルス（以下、「コロナ」
といいます）の影響なしには語れない１年で
した。良くも悪くもコロナに慣れつつある状
況下で、感染対策を意識しつつ、できる限り
例年と同じようにイベントを開催することを
心掛けました。１年を通して、できた事、で
きなかった事がそれぞれありましたので、こ
こで振り返ってみたいと思います。
２　ジュニア部例会

ジュニア部例会の前半戦はオンライン中心
の活動で、後半戦から徐々にリアル開催を実
施していきました。第１回例会は代表幹事・
会計担当の選任、第２回例会・第３回例会は
トークテーマアプリを使ったオンライン飲み
会、第４回例会は副会長候補の先生から意見
を聴く会、第５回例会は礼法の講師によるオ
ンラインサロン、第６回例会はボイストレー
ニング（理論編）、第７回例会はエキスポシ
ティ「VS PARK」にプチ遠足でした（ここ
までのジュニア部例会の詳細は、法友かわら
ばんをご覧ください）。

第８回例会は、ボイストレーニング（実践
編）でした。第６回例会でボイトレ企画が大
好評でしたので、今回は“実践編”と称して、
講師の先生に歌唱の個別指導をしていただき
ました。参加者全員が１回は歌うというお約

束ですが、カラオケでも１曲目は緊張するも
の。講師の先生のご厚意でお酒の力を借り
て、宴会さながらのボイストレーニングでし
た。これが楽しくないわけがない。次年度も
実施されるなら、是非参加していただきたい
企画の一つです。

第９回例会は、事実上の忘年会でした。12

月下旬はコロナ感染者も低調で、忘年会を兼
ねて（こちらがメインだということはここだ
けの秘密です）の開催です。例会としては、
一応、ジュニア旅行の行先のアンケート調査
をしています。例会に初参加の方もちらほら
おられて、オンライン開催とリアル開催の差
を感じさせられました。

第10回例会は、ピン芸人の“コラアゲンは
いごうまん”さん（以下、「コラアゲンさん」
と呼ばせていただきます）による単独ライブ
でした。オミクロン株が猛威を振るい、コロ
ナ感染者が再び激増していたため、リアル開
催の予定をやむなくオンライン開催に切り替
えました。そのような急な発注変更にもかか
わらず、コラアゲンさんは200本以上の持ち
ネタの中から厳選したオンライン漫談を披露
してくださいました。笑いの中にも為になる
話が織り込まれていて、あっという間に時間
が過ぎてしまいました。

後半戦に入り、徐々にリアル開催に移行し
つつありましたが、再びオンライン中心の例

コロナ禍でのジュニア部活動コロナ禍でのジュニア部活動
門　林　俊　夫（65期）
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会に逆戻りです。本年度の例会も残り僅かと
なり、いずれもリアル開催は難しいと考えて
いますが、とにかく例会を開き続けて完走す
ることを目標に、残りの期間も走り抜こうと
考えています。
３　会派対抗若手ゴルフコンペ

毎年恒例の会派対抗若手ゴルフコンペは、
屋外スポーツということもあり、コロナ禍で
も開催しました。連覇がかかるコンペでした
が、見事５連覇を達成しました！

コンペ当日は天候に恵まれ……と言いたい
ところですが、スタート直後こそ晴天だった
ものの、徐々に雲行きが怪しくなり、昼前に
は大雨ときどき霰（!?）となかなか過酷なコ
ンディションでした。

次年度も優勝会派としてコンペ幹事を担当
することになりますので、組分け等大変だと
思いますが、他会派を圧倒しての６連覇を目
指してほしいです。
４　冬季総会オークション

コロナ禍で冬季総会がリアルとオンライン
のハイブリッド開催となる中、オークション
を実施していただきました。ハイブリッドで
開催するオークションは初めての試みで、感
染対策をしつつ、どのようにすればオンライ
ン参加される会員の皆様にも楽しんでいただ
けるかを、オークション委員だけでなく、親
会の先生方にもご協力いただきながら準備を
進めました。

出品物をPowerPointのスライドで紹介し
たり、オークション会場と出品物の保管場所
をオンラインで繋いでレポートするなど様々
な工夫を凝らしてみましたが、如何でしたで
しょうか。司会の森先生、レポーターの一津
屋先生、そして準備と進行を支えてくれたオ
ークション委員の皆様の活躍のお陰で、私自
身は大変楽しくオークションに参加させてい

ただきました。この方法がこれからのスタン
ダードになるのか、それとも元の形 に戻るの
かは分かりませんが、良い先例になればいい
なと思っています。
５　ジュニア旅行、追い出しコンパ

本年度はコロナ禍でもできる限りジュニア
部の活動を続けるように心掛けましたが、泣
く泣く実施を見送ったイベントもあります。
それが、ジュニア旅行と追い出しコンパで
す。

ジュニア旅行は、札幌に２泊３日（途中参
加の方は１泊２日）を予定しており、見積り
も取り付けて準備を着々と進めていたので、
実現できず申し訳ない気持ちでいっぱいで
す。また、追い出しコンパも、本年度を含め
て３年連続で実施できておらず、まだ追い出
されていない先輩方が多数おられます。

ジュニア旅行も追い出しコンパも、本年度
の実施が悲願でしたので、実現できなかった
ことは残念でなりませんが、年度をまたいで
も必ず実施したいと考えています。幸い（？）
次年度の新入会員の入会がコロナの影響で４
月にずれ込むようですので、新入会員の勧誘
というジュニア旅行の本旨が実現できればと
考えています。
６　総括
１年間を振り返って、オンライン中心で参

加者を増えやせなかったこと、70期代の会員
や新入会員にコミットできなかったことな
ど、反省すべき点は多々ありますが、ジュニ
ア部例会を途切れさせず次年度につなげるこ
とはできたのかなと自負しています。

コロナの影響がどこまで続くかは読めませ
んが、次年度の代表幹事には、本年度に実現
できなかったことも含めて、ジュニア部を盛
り立ててもらえればと思いますし、私も非力
ながらサポートしていきたいと思います。
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令和３年11月26日（金）、スミレオオサカに
て副会長候補者井﨑康孝先生を囲む会が開催
されました。花の会としては約１年ぶりのリ
アル開催です。当日は、井﨑先生、そして現
副会長の中嶋勝規先生もお越しくださいまし
た。

冒頭に、中嶋先生より副会長業務などのご
報告がありました。昨年度、私は中嶋先生と
常幹会でご一緒させていただいており、その
頃から頼りになる方だとお見受けしておりま
した。久しぶりにリアルにお会いしますと、
もうすっかり副会長のお顔。ますます頼もし
くなられていました。

続いて、井﨑先生よりご挨拶があり、副会
長業務の抱負などをお聞かせくださいまし
た。また井﨑先生は各テーブルを回って下さ
り、副会長業務の準備段階としてどのような
ことに取り組んでいるのかお聞かせ下さいま
した。また、楽しく雑談までさせていただき
ました（私とは近眼・老眼トークで盛り上が
りました）。そのような中で、井﨑先生もま

た大変頼りになるお方で、そして穏やかでチ
ャーミングということが伝わってきまして、
副会長になられるのに相応しい方だと確信い
たしました。私はすっかり井﨑先生のファン
になりましたが、他の先生方も同じお気持ち
になられたのではないかと思います。井﨑先
生の魅力がよく伝わり、リアルで開催した甲
斐がありました。

さて、このようにリアル開催の叶った副会
長候補者を囲む会ですが、その後再び感染が
拡大したことを受けて、令和４年２月４日

（金）の花の会はウェブ開催となりました。こ
の日は、ある日突然PCR検査を受けなければ
ならなくなったとき、どこに行けばよいのか、
どのくらい待たされるのか等といったお役立
ち情報を得ました。コロナ禍であっても軽や
かに業務を乗り切っていきたいものです。そ
のために花の会は一役買うことでしょう。花
の会の先生方、今後もぜひご参加ください！

花の会近況報告

副会長候補者を囲む会（リアル）と
和気あいあい昼食会（ウェブ）

谷　岡　茉　耶（64期）
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入会しました〜よろしくお願いします〜

生 年 月 日　1987年１月25日
出 身 地　広島県尾道市
出 身 高 校　福山暁の星女子高等学校
出 身 大 学　九州大学法学部
法科大学院　岡山大学法科大学院
趣味・スポーツ　ピアノ、バレエ

皆様、はじめまして。この度、法友倶楽部
に入会させていただきました、72期の藤田朋
香と申します。

私は、修習を終えて、１年半、広島の法律
事務所で勤務しておりましたが、昨年６月よ
り大阪に登録替えし、医療法人医誠会の法務
部・コンプライアンス推進室で執務しており
ます。

実家が医院のため、当初より、医療に関わ
る仕事を志望していたところ、岡山大学法科
大学院在籍時に講演で病院内弁護士の仕事を
知り、病院内弁護士を志望するようになり、
この度ご縁があり、登録替えすることになり
ました。

大学は福岡で、法科大学院と修習地は岡
山、最初の就職先は広島でしたので、関西に
は知り合いがおらず、コロナの影響もあり新
しく知り合いとなる機会がなく、寂しく思っ
ております。今後機会がありましたら積極的
に色々と参加させていただき、知り合いを増
やしたいと思っておりますので、その際に
は、是非よろしくお願いいたします。

趣味は音楽で、中学高校では室内管弦楽部
に所属しチェロを、大学では、邦楽部雅楽班

藤
ふじ

田
た

　朋
とも

香
か

（72期）

医療法人医誠会

鯖
さば

屋
や

　雄
ゆう

大
だい

（71期）

太田・柴田・林法律事務
所

生 年 月 日　1990年12月１日
出 身 地　山口県下関市
出 身 高 校　山口県立豊浦高校
出 身 大 学　立命館大学法学部
法科大学院　立命館大学法科大学院
趣味・スポーツ　 映画鑑賞、キャンプ、 

野球

法友倶楽部の皆様、はじめまして。この度、
法友倶楽部に入会させていただくことになり
ました71期の鯖屋と申します。

私は、山口県下関市の出身ですが、大学入
学を機に京都で生活をしていました。その
後、修習先の東京で弁護士登録をし、都内の
法律事務所で研鑽を積んでおりましたが、こ
の度、学生時代を過ごした関西で弁護士とし
ての新たなスタートを迎えることになりまし
た。

趣味では非日常を体験できるキャンプが好
きで、家族や友人と関西の自然をめぐること
が楽しみです。

スポーツでは、小学校から高校までは野球
をやっていました。特に高校では、甲子園出
場を目指して野球漬けの日々を送っていまし
たが、最近はなかなか身体を動かせていませ
ん。

今後、スポーツ等を通じて皆様と交流する
機会があれば、嬉しく思います。

まだまだ未熟者ではございますが、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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入会しました〜よろしくお願いします〜

に所属し篳篥を演奏していました。現在は、
昔習っていたピアノをまた習い始め、日々新
しい曲に挑戦しています。

至らない点も多々あるかと存じますが、一
つ一つの出会いを大切に、丁寧に取り組んで
参りますので、何卒皆様のご指導ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。 生 年 月 日　1995年１月10日

出 身 地　奈良県
出 身 高 校　奈良県立畝傍高等学校
出 身 大 学　神戸大学法学部卒
法科大学院　神戸大学法科大学院
趣味・スポーツ　晩酌、温泉、ゲーム

法友倶楽部の皆様、はじめまして。この度、
法友倶楽部に入会させていただくことになり
ました、73期の竹田仁と申します。

出身は奈良県で、大学時代は神戸で暮らし
ておりました。その後、修習地が大分県とな
り、１年間大分で過ごしました。

私は、大阪修習を希望しており、大分など
修習希望地として一切記載していなかったた
め、修習地が大分に決まった当初は、ひどく
落ち込みました。しかしながら、いざ修習が
始まってみると、食べ物や温泉、人の良さな
ど、大分の魅力にすっかり惚れ込んでしま
い、今では第２の故郷と思っています。

趣味はとにかくお酒です。晩酌で、買って
きたお酒を楽しんだり、一人で居酒屋を巡っ
てお店を開拓するなどして楽しんでいます。
また、大分で過ごした影響か、よく温泉に行
くようになりました。

もちろん飲み会も大好きですので、コロナ
が落ち着けば、積極的に参加したいと思って
おります。

まだまだ未熟者ではございますが、一生懸
命頑張りたいと思います。ご指導ご鞭撻のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

竹
たけ

田
だ

　　仁
じん

（73期）

川原総合法律事務所

法友147.indb   87法友147.indb   87 2022/03/23   11:052022/03/23   11:05



88

シシ リリーーズズ

こんにちは。まだまだ新人の弁護士、71期
の山﨑と申します。私事で恐縮ですが、一昨
年の令和２年10月、結婚したことをご報告い
たします。私事で恥ずかしさもありますが、
妻とのなれそめや、結婚してからの出来事な
どを、少しばかり書かせていただきます。

まず、妻との出会いは、私の職場の事務所
に妻が事務職員として入所してきたことがき
っかけでした。

初日に妻を見たときに、恥ずかしながら、
私は一目惚れをしました。しかし、シャイな
自分の性格もあり、なかなか仲良くなる機会
がありませんでしたが、事務所の仲間の助け
もあり、妻とのお付き合いをスタートするこ
とができました。

そこから結婚への話が順調に進み、妻と一
緒にこれからを歩んでいくことになりました。

妻は、とても明るく社交的でいつも笑顔の
絶えない女性です。また、留学や外資航空会
社のCAや通訳翻訳の仕事をしていたことも
あり、海外経験が豊富で英語も非常に堪能で
す。今まで英語などに興味がなかった私です
が、妻の影響もあり、最近は英語の勉強に目
覚め、お家で英会話レッスンをしてもらい、
TOEICにも学生時代ぶりに挑戦しました。

結婚して一番幸せだなと感じるのは、家に
帰ってきたときに誰かがいてくれる安心感

と、笑顔で迎えてくれる温かさを感じるとこ
ろです。この幸せな家庭を守っていきたいと
思う責任感と使命感が生まれたのと同時に、
自分のためでなく、大好きな妻のためにも、
より一層仕事にやりがいをもつようになりま
した。健康的な食事やリラックスできる家の
環境づくりなどをしてくれる妻のサポートが
あるからこそ、日々仕事に全力全集中して取
り組めており、とても感謝しています。

まだまだこれからいろいろなことがあると
思いますが、今の気持ちを忘れず歳を重ねて
も仲の良い夫婦でいたいと思っています。

結婚しました

結婚のご報告

山﨑　慶士（71期）
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幹事会・総会議事録幹事会・総会議事録

第１回定例幹事会 ₄月19日
開催日時：令和３年４月19日（月）正午
開催場所・方法：510・Zoom併用
出 席 者：36名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３ 　副会長挨拶及び会務報告（中嶋勝規　大阪弁護
士会副会長）

４　審議事項
　⑴　令和３年度幹事会日程の件→承認
　⑵　幹事会ペーパーレス化の件→承認
　⑶　令和３年度活動方針諮問の件→承認
　⑷ 　春季総会開催の件（候補日：５月28日（金）18

時～大阪弁護士会館２階）
　⑸　推せん委員会細則改正上程の件
　　　→春季総会に上程することで承認
　⑹　常議員会報告の件
　　①　報告担当者決定の件→承認
　　②　常議員会の報告方法→承認
　⑺　法友倶楽部内各委員会委員選任の件→承認
　⑻　新入会員入会承認の件→対象者なし
　⑼ 　調査委員会延長の件
　　　→ ５月の刑事判決後の議論（６月末）まで延

長＋林裕之委員と大橋さゆり委員の交代に
ついて、承認

５　報告事項
　⑴ 　常議員会報告（３月23日原田裕康常議員、４

月５日林裕之常議員）
　⑵　各委員長（予定者）の抱負等
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
　⑶　会員独立の件→桂充弘会員、影山秀樹会員
　⑷　90周年実行委員会からの報告の件
６　討議事項
　⑴ 　今後の会議の開催方法について
　　　→ Zoom併用、データの共有方法等について、

アンケートを実施したうえで方針決定
　⑵　その他
７　行事日程の確認

第２回定例幹事会 ₅月24日

開催日時：令和３年５月24日（月）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：20名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　退任挨拶（森直也　前大阪弁護士会副会長）
４　審議事項
　⑴　令和２年度活動報告・決算報告の件→承認
　⑵　令和３年度活動方針の件→承認
　⑶　新入会員承認の件→対象者なし
５　報告事項
　⑴ 　会務報告（大阪弁護士会副会長　中嶋勝規）
　⑵ 　常議員会報告（４月20日中村吉男常議員、５

月11日森直也常議員、５月18日尾島史賢常議員）
　⑶　春季総会の開催方法
　　　→リアルとZoomの併用開催
　⑷　推薦委員の選任方法
　　　春季総会においてWEB投票により選任
　⑸　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
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　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
　⑹　各委員会の予算について
　　　→今年度は仮払いなし
　⑺　その他
６　特別報告
　⑴　法友倶楽部90周年記念について
　　　→審議事項⑵参照
　⑵　調査委員会による調査の経過について
　　 　本来であれば令和３年３月末までだったが､

判決が５月になったため､ 判決後に報告書を確
定することとなった｡ ５月27日に委員会で報告
書確定予定

７　行事日程の確認

春季定期総会 ₅月28日

開催日時：令和３年５月28日（月）18時00分
開催場所・方法：201、202・Zoom併用
出 席 者：46名

１　はじめに
　⑴　開会
　⑵　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
　⑵ 　大阪弁護士会副会長挨拶（中嶋勝規　大阪弁

護士会副会長）
　⑶ 　大阪弁護士会前年度副会長退任挨拶、花束贈

呈（森直也 大阪弁護士会前年度副会長）
２　審議事項
　⑴ 　令和２年度活動報告承認の件（大橋さゆり　

前年度幹事長）→承認
　⑵ 　令和２年度会計報告承認の件（田中章弘　前

年度会計担当副幹事長）→承認
　⑶ 　令和３年度活動方針承認の件（林裕之　幹事

長）→承認
　⑷ 　推せん委員会細則改正の件（林裕之　幹事

長）→承認
３　推せん委員選出
　⑴　田中章弘会員（64期）を立会人として指名
　⑵ 　全会員（推せん委員会に関する細則２条２号

乃至５号に該当する者を除く。）に番号を付し、
10名以内の番号を連記する方法及びグーグルフ
ォーム上で上記全会員から10名以内を選択する
方法により投票。

４　報告事項
　90周年記念の件について報告（福原哲晃会員）
５　新入会員紹介
６　大阪弁護士会役員・委員長挨拶、ご紹介
　・川本真聖会員（大阪弁護士会常議員会副議長）
　・大原明会員（綱紀委員会委員長）
　・宮﨑誠司会員（刑事法制委員会委員長）
　・ 福原哲晃会員（民事司法改革検討・実現プロジ

ェクトチーム座長）
　・ 大橋さゆり会員（外国人に関する法的サービス

検討推進ＰＴ座長）
　・平瀬義嗣会員（犯罪被害者支援委員会委員長）
７ 　法友倶楽部委員会委員長・ジュニア部代表幹事
挨拶

　・宮﨑誠司会員（企画委員会委員長）
　・山田敬子会員（広報委員会委員長）
　・山岡直人会員（親睦委員会委員長）
　・ 山崎道雄会員（法曹交流委員会・研修委員会委

員長）
　・ 門林俊夫会員・永井誠一郎会員（ジュニア部代

表幹事）
８　推せん委員投票結果発表
　推せん委員名簿のとおり投票結果が発表され、承
認
９　行事日程の確認
10　閉会の辞（辻野和一会員）

第３回定例幹事会 ₆月25日

開催日時：令和３年６月25日（金）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：27名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項
　⑴　90周年記念事業にかかる予算承認の件→承認
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　⑵　各委員会の予算について→いずれも承認
　⑶ 　拡大幹事会（ビアパーティ）の件
　　　→通常幹事会として開催
　⑷ 　調査委員会による調査継続の件
　　　→８月末まで期間を延長することで承認
　⑸ 　新入会員承認の件→対象者なし
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵　常議員会報告（６月１日尾島史賢常議員）
　⑶　春の定時総会の実施について
　⑷　推せん委員の選任及び第１回推せん委員会
　⑸　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
　⑹　その他
５　特別報告
　法友倶楽部90周年記念事業について
６　行事日程の確認

第₄回定例幹事会 ₇月29日

開催日時：令和３年７月29日（木）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：32名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項
　⑴　冬季定期総会開催の件→承認
　⑵　調査委員会の調査結果の件→継続審議
　⑶　新入会員承認の件→対象者なし
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵ 　常議員会報告（６月15日川本真聖常議員、７

月６日　武石美智子常議員、７月20日中村吉男
常議員）

　⑶ 　会長・副会長立候補者→井﨑康孝会員が副会
長候補者として立候補

　⑷　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・ 90周年記念事業実行委員会（山岸克巳事務局

長、山田敬子広報委員会委員長、中嶋裕一広
報委員）

　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ
ア部代表幹事）

　⑸　会費請求について
　⑹　その他
５　行事日程の確認

第５回定例幹事会 ₈月20日

開催日時：令和３年８月20日（金）18時00分
開催場所・方法：510・Zoom併用
出 席 者：24名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項
　⑴　調査委員会の調査結果の件
　　① 　確定版を全会員に開示するか→利用目的の

開示と誓約書の作成を条件として、希望者に
開示で承認

　　② 　調査事項１→承認
　　③ 　調査事項２→承認
　　④ 　企画委員への配布について（再発防止案検

討のため）
　　　→ 宮﨑委員長に開示ということで承認（委員

会内部での開示範囲は委員長に一任）
　　⑤ 　幹事会での決議についての総会等での報告

等について→次回以降
　⑵　新入会員承認の件→対象者なし
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
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　⑵　常議員会報告（８月３日森直也常議員）
　⑶　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・90周年記念事業実行委員会
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
　⑷　その他
５　行事日程の確認

第６回定例幹事会 ₉月24日

開催日時：令和３年９月24日（金）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：27名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項
　⑴ 　調査委員会の件（調査結果の開示、定期（冬

季）総会での報告の仕方等）
　　・ ＭＬにどの範囲まで開示するか→要約版の報

告の趣旨＋別紙について開示
　　・ 総会でどの範囲まで開示するか→当日参加者

のみに配布、配布資料は要約版のみ
　⑵　会費減額の件
　　・企画委員会への諮問の可否について→承認
　⑶　新入会員承認の件→対象者なし
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵ 　常議員会報告（９月７日尾島史賢常議員、９

月21日　井﨑康孝常議員）
　⑶　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）

　　・90周年記念事業実行委員会
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
５　特別報告
　⑴　推せん委員会報告
　⑵ 　定期（冬季）総会におけるオークション開催

の件
６　行事日程の確認

第７回定例幹事会 10月27日

開催日時：令和３年10月27日（水）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：24名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項→なし
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵　常議員会報告（10月５日川本真聖常議員）
　⑶　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・90周年記念事業実行委員会
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
５　行事日程の確認

第８回定例幹事会 11月24日

開催日時：令和３年11月24日（水）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：20名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）

法友147.indb   92法友147.indb   92 2022/03/23   11:052022/03/23   11:05



93

３　審議事項
　⑴　冬季総会開催の件→承認
　　　対策を施した上でのオークション実施→承認
　　　食事等の方法について検討
　⑵　新入会員承認の件→２名承認
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵ 　常議員会報告（10月25日武石美智子常議員、

11月２日中村吉男常議員）
　⑶　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・90周年記念事業実行委員会
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
５　行事日程の確認

冬季定期総会 12月20日

開催日時：令和３年12月20日（月）18時00分
開催場所・方法：201、202・Zoom併用
出 席 者：58名

１　開会の辞（司会　宮部千晶　副幹事長）
２　物故者黙祷
３　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
４　副会長挨拶（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
５　審議事項
　⑴ 　2022年度大阪弁護士会役員候補者選任の件

（林裕之幹事長）
　　ア　大阪弁護士会副会長候補者（井﨑康孝会員）
　　　　 林裕之幹事長より推せん委員会の決定の結

果の報告がされた
　　　　 井﨑康孝会員を大阪弁護士会副会長候補者

として選出することが決議された
　　イ　選挙対策本部長（福原哲晃会員）
　　　　 福原哲晃会員を選挙対策本部長として選出

することが決議された

　⑵　2022年度法友倶楽部幹事長選任の件
　　・幹事長候補者（森直也会員）
　　　 林裕之幹事長より推せん委員会の決定の結果

の報告がされた
　　　 森直也会員を法友倶楽部幹事長として選出す

ることが決議された
　⑶　2022年度法友倶楽部幹事選出の件
　　　 林裕之幹事長より、規約６条７項６号及び15

条２項並びに規約15条１項の説明がなされた
　　　 慣習により、幹事の選出を令和４年度幹事長

に一任することについて、賛成多数により決
議された

　⑷　2022年度政策承認の件
　　　森直也政策部会長より議案説明
６　報告事項
　⑴ 　調査委員会報告について（竹岡富美男会員、

池内清一郎会員）
　⑵ 　会費減額諮問について（林裕之幹事長）
７　次年度常任幹事紹介（森直也　次年度幹事長）
８　新入会員の紹介
９　行事予定の確認
10　閉会の辞（辻野和一会員）

第９回定例幹事会 12月22日

開催日時：令和３年12月22日（水）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：18名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項
　⑴　会費減額の件→継続審議
　⑵　新入会員承認の件→対象者なし
　⑶　同期懇親会補助費の件
　　　→積極意見多数（常幹で素案を練る）
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵ 　常議員会報告（11月22日森直也常議員、12月

７日林裕之常議員）
　⑶　委員会及びジュニア部報告
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　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・90周年記念事業実行委員会
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
　⑷　その他
　　　冬季定時総会報告
５　行事日程の確認

第10回定例幹事会 ₁月19日

開催日時：令和４年１月19日（水）正午
開催場所・方法：920・Zoom併用
出 席 者：29名

１　開会の辞（司会　井﨑康孝　副幹事長）
２　幹事長挨拶（林裕之　幹事長）
３　審議事項
　⑴　会費減額の件
　　・減額について→承認

　　・見直しの期間について→不要案で承認
　　・特別会計について→承認
　⑵　同期懇親補助費の件
　　・企画の可否について→承認
　　・時期について→執行部で検討
　　・ 人数の問題
　　　→ ３人以上とする（３人未満の期は期を跨い

でも可）
　　・金額について→次回以降に審議
　⑶　新入会員承認の件→対象者なし
４　報告事項
　⑴　会務報告（中嶋勝規　大阪弁護士会副会長）
　⑵ 　常議員会報告（12月21日井﨑康孝常議員、１

月11日　井﨑康孝常議員）
　⑶　各委員会及びジュニア部報告
　　・企画委員会（宮﨑誠司委員長）
　　・広報委員会（山田敬子委員長）
　　・親睦委員会（山岡直人委員長）
　　・法曹交流委員会（山崎道雄委員長）
　　・研修委員会（山崎道雄委員長）
　　・90周年記念事業実行委員会
　　・ ジュニア部（門林俊夫・永井誠一郎　ジュニ

ア部代表幹事）
５　行事日程の確認

訃 報
令和₃年₇月、瀧瀬英昭先生（21期）がご逝去されました。
謹んでお悔やみ申し上げます。
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